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重点事項 
 

中期目標 

長野大学は、昭和４１年に地元自治体（小県郡塩田町・現上田市）が全額出資し、学校法人が運営する私立の本州大学として設立された。設立後まもなく本州大学は経営難に陥り、昭

和４９年に長野大学と名称を変更し、新たに出発した。 

以後、地域に支えられ地域とともに歩む大学として多くの人材を育成し、民間機関が実施する地域貢献度調査でもここ数年高い評価を得ている。 

しかし、近年の少子化に伴う１８歳人口の減少、受験生の国公立大学志向、大都市圏への大学志向により、地方の私立大学の運営は極めて厳しい状況に立たされており、長野大学にお

いても志願者の減少傾向が続いてきた。こうした状況の中、上田市に対して大学を運営する学校法人長野学園から公立大学法人化の要望があった。 

これを受け、上田市は、地域が支えてきた５０年に及ぶ大学の歴史の重みを踏まえ、大学の運営基盤を強化し、改革を始めとした様々な取組により地域から信頼される大学となり、大学と

ともにまちづくりを実践することで市が発展することを願い、公立大学法人長野大学を設立する。 

設立の目的は、地域に根ざした大学として教育と研究を推進し、豊かな人間性と高い専門性及び国際的な視座をもった実践力のある人材を育成し、地域の産業及び社会の発展に貢献

する知の拠点を形成することにある。 

この目的を踏まえ、大学は、市民によって支えられていることを自覚し、不断の改革を実行することを通じて、地域に愛され、地域の力になる大学として持続的に発展することが求められ

ており、設立者である上田市は、次の点を基本に中期目標を定める。 

【教育】 

地域をフィールドとして地域の人々の経験から学び、大学の科学的知識を活用して協働的に課題を解決する実践的な教育を行い、もって、地域に根ざしながら世界を視野に活躍できる

高度な知識と技術を有し、深い知性と豊かな人間性に富み、社会の持続的発展に貢献する人材を育成する。 

【研究】 

独創的、創造的な研究を推進し、殊に学外と連携した研究を通じて、学術貢献はもとより、新たな産業を生み出す芽となるような研究を推進し、研究活動や研究成果を社会に発信する。 

【地域貢献】 

地域住民や企業、行政、ＮＰＯ等と協働しながら、地域における課題解決に取り組み、大学の知識や技能を活かした地域づくり活動を行う。 

また、こうした活動を通じて、地域産業を担う人材を育成し、卒業生の上田地域における就職や社会活動への参加を促進する。 

【大学運営の改善】 

経営の責任者である理事長と教学の責任者である学長の主導のもとに、法人及び大学の各組織の権限と責任を明確にした体制を構築する。 

また、教育研究水準の向上を図るため、能力や業績が教員の処遇に適切に反映される評価制度を構築し、大学運営の効率化を図り、安定的な経営基盤の確立に取り組む。 

さらに、地域特性や受験生のニーズ及び産業界の意向を踏まえ、時代や社会に求められる学部・学科編成及び大学院設置を検討する。 

 

 

中期計画 

公立大学法人長野大学(以下長野大学という)は、「信州の学海」の伝統を受け継ぎ、地域に根ざした大学として教育と研究を推進させ、地域の産業及び社会の持続的発展に貢献する知

の拠点を形成することを目的に、上田市が設立した。 

このため、長野大学は地域社会に貢献する人材育成の拠点づくりを目指し、中期目標に示された「豊かな人間性」と「高い専門性」、「国際的な視座を持った実践力」を身に着けた人材を

育成するとともに、市民によって支えられる大学であることを自覚し、地域を主題とした研究を推進し「地域課題の解決システム」の構築と、新たな地域の創造に寄与する人材を受け入れ、育

成し、輩出する「地域人材の循環システム」を構築する。 

また、教育と研究、地域貢献の進展を図り、この地に生きる、教養ある職業人（新たな地域の創造に寄与する人材）を育成するとともに、地域に愛され、地域の力になる大学として発展して

いくために、中期計画に定めた大学運営に関する以下の取り組みを着実に進め、経営及び教育・研究内容の点検と改善を常に行い、理事長と学長のリーダーシップのもと、全教職員が一

丸となって改革を実践していく新しく活気のある大学づくりにまい進する。 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価
区分 

重点事項 

 【教育】 

 (1) 教養教育と専門教育を通して、広い

視野に立ってものごとを自力で判断でき

る力を育成し、各分野においてリーダー

シップが発揮できる高い専門性と問題解

決能力を持った社会の持続的発展に貢

献する人材を輩出する。 

(2) 学生自らが地域づくりや、企業、組織

等の課題発見・問題解決活動に取組むこ

とによって地域社会に求められる能力・姿

勢に気付き、向上させることができるよう

支援する。そのために地域社会の人々と

の協働による学びを通じて、地域課題の

解決に役立つ多面的・総合的な知識や

能力を育成する地域協働型教育を教育

の柱に据える。 

(3) 地域の実情を知ると同時に、卒業後

の進路や、将来を意識した取組を充実さ

せるために、企業・組織・自治体や地域住

民との連携を強化して、学生のゼミナー

ルやフィールドワーク、実習・インターンシ

ップによる学修を促進する。 

 

〈1〉【教育】 

 教養教育と専門教育、地域協働型

教育を教育の柱に据え、「この地に
生きる、教養ある職業人（新たな地
域の創造に寄与する人材）」を育成

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教養教育では、全学部の教養科目として理数系
科目を配置するための準備を進めるとともに、英
語教育における４技能（聞く、話す、読む、書く）

を積極的に活用する教育への転換、さらに、「信州
上田学」の開講により、この地に関するテーマ設
定をしながらワークショップ形式で進めていく授

業を本格的に開始した。 

専門教育では、学生が目標をもちながら学修が
すすめられるように、各学部のディプロマポリシ

ーを踏まえつつコースごとに履修系統図の作成を
行った。 

地域協働型教育では、それぞれの学部において、

地域の企業、自治体、団体等と連携・協働しなが
ら地域課題解決にかかるゼミナール、プロジェク
トを推進した。 

 以上のとおり本学の教育の 3 本柱（教養教育、
専門教育、地域協働型教育）それぞれにおいて教
育の方法や内容の改善に努めることができた。 

 
【今後の課題・方向性】 
「この地に生きる、教養ある職業人」の育成に

向けて、特に、地域協働型教育においては、これ
まで連携してきた企業・組織・団体との関係を深
耕させ、継続的なプロジェクトとして発展させる

ことを重視し各種事業を進めてきた。 
今後は、それら企業・組織等の要望の聴取や相

互の意味確認を丁寧に行いつつ、地域課題の解決

に資する取組みとして発展させていくことを課題
とする。 
また、授業方法および内容の改善においては、

「授業改善検討会」を各学部の専門分野ごとに開
催することにより、教員個人のみならず組織とし
て授業改善に向けた取り組みを始動することがで

きた。 
今後は、コースや専門、さらには教養（語学も

含めた）といった単位ごとに授業改善をさらに進

めていくことを課題とする。さらに、入試制度の
検討や、「学生の成長」を基礎にした入試広報活動
の展開、学生の学び・生活・就職などの各種支援

策の整備により、学生の入学から就職までの切れ
目のない支援に努めることを課題とする。 

b 

中期計画にある課題の解決へ向けた本学の特

徴的な教育体制が、将来計画を見越した形で徐々

に進展している。地域に還元する人材育成や、地

域課題解決への貢献が具体的に進展することを

期待する。 

教育効果の改善に向けた PDCA はシステムとし

て明示的にはなっておらず、年度計画、実施内容

とも場当たり的な取組みに見える。中期計画に対

して、年度計画がどのような位置づけにあるか理

解しやすい整理が必要である。 

本学の３本柱である教養教育、専門教育、地域

協働型教育のそれぞれにおいて、教育方法や内容

の質的改善に向けた相応の努力は認められる。 

しかしながら、新規科目を含む教養教育の授業

内容、コース・専門教育の実質的な内容の改善、

その成果の検証等は、「授業改善検討会」等の活

動を含め、今後の課題として残されている。 

また、地域協働型教育は、企業・組織等の要望

の聴取や相互の確認を丁寧に行いつつ、地域課題

の解決に資する取組みとして、さらに発展させて

いくことが今後の課題である。 

公立化に伴う学生の質の変化に対応した教育

内容の改善や教職員の意識改革、また「学生の成

長」に基礎を置いた入試制度の検討や、入試広報

活動の展開、学生の学び・生活・就職などの各種

支援策の整備により、学生の入学から就職までの

切れ目のない支援の更なる改善が求められる。 

 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価

区分 

重点事項 

 【研究】 

 (1) 地域を研究の主題とする大学を目指

し、教員は、様々な課題に地域と協働

で取り組み、自身の問題意識と研究力

量を継続的に向上させ、現実的な問題

を解決するための研究成果を作り出

す。この成果を地域社会に還元し、持

続可能な共生社会の創造に寄与する。 

(2) 科学研究費補助金、各種寄付金、共

同研究・受託研究収入など競争的外部

資金を獲得できるよう応募に当たって

の教員への関連情報の提供・アドバイ

スの実施等による支援など、研究支援

体制を整備する。 

(3) 教員が研究成果をあげられるよう、特

に大学運営業務において、会議の削

減や時間短縮等の負担軽減を図るな

ど、研究環境の改善を行う。 

〈2〉【研究】 

 地域を研究の主題とする大学を

目指し、教員は、様々な課題に地域

と協働で取り組み、研究成果を作り

出す。 

 そのために、科学研究費補助金、
各種寄附金、共同研究・受託研究収
入など競争的外部資金への応募に

あたっての研究支援体制を整備す
るとともに、会議の回数削減や時間
短縮等の負担軽減策など研究環境

の改善を行う。 

 

地域を研究の主題として地域と協働で課題を取

り組むための助成金制度を拡充し、準備研究部門

は単独研究（5件）、共同研究者あり（７件）、地域・

社会貢献研究部門は単独研究（2件）、共同研究者

あり（２件）を実施した。 

研究支援体制の整備おいては、科学研究費補助

金申請を希望する教員７名に対して専門家による

申請書に基づく個別面談を実施し、その後申請書

の添削支援を６件実施した。 

 

【今後の課題・方向性】 

長野大学研究助成金を使用した研究活動を、よ

り一層活性化する方向を目指す。また、研究支援

体制の一環として、会議時間の短縮（オンライン

化）等を推進する。 

b 

一部の研究により、1 億円を超える競争的外部

資金を獲得するなど成果が見られるが、大学全体

としては、まだ科学研究費補助金の申請率・採択

率ともに十分高いとは言えない。市民や市の産業

界から評価される内容となるよう、更なる申請数

の増加・採択率の向上に向け、研究時間の確保等

を含めた研究支援が求められる。 

補助金の申請指導、独自の助成金制度の実施、

これに対する応募状況等から、研究支援体制の前

進が認められるが、「地域を研究の主題とする大

学」として研究が方向性を持っているかについて

は、成果の地域への発信に十分な力量を持ってい

るとは言えないため、より積極的な情報発信が求

められる。 

 

b 

 【地域貢献】 

 (1) 地域と協働し、安心して暮らし続けら

れる「まちづくり」や、地域の産業振興と

持続的発展に寄与できる「ひとづくり」

の実現を目指し、平成２９年度に「地域

づくり総合センター」を創設する。センタ

ーでは、人口減少対策、地域住民の福

祉向上、産業振興、人材育成、起業支

援、移住促進など地域が抱えている課

題の解決に向けた取組を推進する。 

(2) 地域課題の解決を担う意識・意欲の

高い学生を積極的に受入れて、地域を

常に意識できる人材に育成するととも

に、卒業生の上田地域における就職や

社会活動への参加を促進する。 

 

〈3〉【地域貢献】 

 地域と協働し、安心して暮らし続

けられる「まちづくり」や、地域の
産業振興と持続的発展に寄与でき
る「ひとづくり」の実現を目指して

創設した「地域づくり総合センタ
ー」の機能強化を図る。 

 

地域づくり総合センターの役割や機能をまとめ

た案内書等による情報発信を通じて、センターの

グランドデザインを学内外に発信した。  

地域づくり総合センターが取り組む事業とし

て、地域の総合的課題解決プロジェクト、地域人

材育成プログラム、まちなかキャンパスうえだ、

生涯学習事業、小中高大連携事業、地域連携事業

等として整理し、事業の柱と位置づけを明確にし

ながら諸事業に取り組んだ。 

 

【今後の課題・方向性】 

地域づくり総合センターの推進する地域の総合

的課題にかかるプロジェクトおよび地域人材育成

プログラムとして、「上田を学び上田メソッドをつ

くる信州上田学事業」の内容の充実をはじめ、地

域づくり総合センターならではの新たなプロジェ

クトの企画推進に努める。こうした主要事業への

取り組みをつうじて、地域づくり総合センターの

具体的な取り組みを示すとともに、地域における

産学官地域連携態勢を整える。 

b 

地域づくり総合センターの機能強化に向けた

取組みがなされ、地域の総合的課題解決プロジェ

クト、地域人材育成プログラム、まちなかキャン

パスうえだ、生涯学習事業、小中高大連携事業、

地域連携事業など、センターの柱と位置づけられ

たいくつかのプロジェクト・プログラムが推進さ

れている。 

また、令和元年東日本台風（台風第 19 号）の

被災支援として、支援ボランティアに 1,000人以

上派遣するなど、学生の主体的な地域活動などが

行われ、地域課題への取組みとして評価できる。 

しかし、各プロジェクト・プログラムの具体的

内容の充実、新規プロジェクトの企画推進、産学

官地域連携体制の更なる推進や信州上田学事業

の具体的な成果が求められるなど、求められる一

層の取組みや課題は多い。 

今後、中期計画に掲げた「地域課題の解決シス

テム」の構築やその取組みが、地域づくり総合セ

ンターの「機能強化」とどのように関係している

かがわかるよう、具体的な整理が必要である。 

大学を基盤として、より広い世界に目を向け、

研究などを通じて活躍することにより、価値を地

域に還元することは十分可能であり、インパクト

も大きい。大きな展望に基づいた施策を期待す

る。 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価

区分 

重点事項 

 【大学運営の改善】 

 (1) 理事長のリーダーシップのもと、必置

機関である経営審議会に加え理事会を

設置し、積極的に経営改善を図りながら

経営基盤の確立に取り組む。 

(2) 法人組織を強化するために、財務体

質の強化、学外関係組織との渉外、大学

改革に必要な学内外の情報収集・分析に

取り組む「総合戦略室」を新たに設ける。 

(3) 経営審議会には、外部有識者の意見

を大学経営に反映できるよう、外部委員を

半数以上とする構成とし、運営の確立に

取り組む。 

(4) 入学定員の見直し（平成３０年度：１年

次３４０名、編入２５名、平成３１年度：１年

次３８０名、編入２５名）、寄附金募集等に

より自己収入の増大を図る。また、組織の

見直し、教職員の確保・育成研修・意識

改革を進めつつ、費用対効果を意識した

給与体系・職員任用を進めるなど、各種

経費の効率化を図り、大学運営の健全化

を図る。 

(5) 地域特性や受験生のニーズ及び地

元産業界の意向を踏まえ、時代や社会に

求められる学部・学科編成及び大学院設

置に向けて学内委員に学外有識者委員

を加えた検討組織を置き、検討を行う。 

(6) コンプライアンス意識をもって大学運

営を行うための組織を設置し、検証を常

に行い、全学への徹底を図る。 

〈4〉【大学運営の改善】 

 大学改革に必要な学内外の情報

収集・分析に取り組み、 

時代や社会に求められる大学院設

置、学部・学科設置に向けた検討組

織を設け、財政面、学生募集面、学

生の送り出し面などを踏まえなが

ら検討を進める。また、千曲川流域

環境・水産研究所（仮称）の立ち上

げを目指し、担当組織を設け設置準

備を進める。 

 法人の組織体制を強化し、業務方

法書において規定されている内部
統制、コンプライアンスの強化に向
けた各規程・仕組みに基づき、適正

な法人運営を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大学改革に必要な経済諮問会議等首相が主催す

る会議をはじめ、文部科学省所掌会議等の情報を

収集し、法人・大学で共有した。 

大学院（総合福祉学研究科（仮称））設置申請書

を作成し、文部科学省に提出した。 

学部・学科再編の具体的プログラムを理事会で

承認し、設置団体に報告した。次年度は準備委員

会を組織し、更なる具体化を進める。 

淡水生物学研究所（仮称）の設置に向けて財務

省、上田市を交え協議し、来年度 3 月取得に向け

て手続きを進める。 

大学改革（学部・学科再編等）の推進、大学広

報の充実のために事務局体制の強化を図った。 

内部統制、コンプライアンス強化のために学内

規程の見直しや、受託事業規程等の新規規程の整

備を行った。 

 

【今後の課題・方向性】 

 学部・学科再編計画を速やかに作成できるのか

が課題。 

淡水生物学研究所（仮称）の設置については、

関係各署と詳細な打合せを行い、速やかに移管手

続きを可能としたい。 

引き続き内部統制等に関する規程の見直し・整

備を進める。 

 

b 

運営組織については、中期計画にある項目につ

いて、概ね所期の体制を構築し、相応の運営が行

われ、年度計画にある大学院設置への取組みも具

体的に動いているが、未だ学部再編についての対

応は遅く、大学改革（学部・学科再編等）に向け

た準備委員会の組織、施設整備計画など更なる計

画の具体化については次年度以降に残されてい

る課題も多い。 

FDについては継続的な改善への取組みが行わ

れているが、PDCAサイクルを機能させることが必

要である。加えて、SDへの取組みが見えないこと

は運営上の課題として懸念事項であり、対応を求

める。また、内部統制等に関する規程の見直し・

整備に向けても事務局の体制強化を引き続き求

める。法人組織において、経営陣、またマネジメ

ント層の多様性が顕著に乏しい。多様な意見を求

め、認めあい、社会から求められる大学となるた

め、多様性の確保は必要である。法人組織体制の

強化等の方針や具体的かつ積極的な取組みに期

待する。 

 

b 
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第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

 １ 教育に関する目標を達成するための措置 

（１）教育内容等に関する目標を達成するための措置 

ア 教育内容の改善 

中期目標 

各学部の学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）に基づき、教育課程の編成・実施方針（カリキュラム・ポリシー）を示した上で、それに沿った教育を展開し、学生の到達度から教育
成果を確認・評価することにより、各方針や教育内容の改善を行う仕組みを構築する。 
また、豊かな人間性を育む「教養教育」、職業人として必要な能力を養成する「専門教育」、地域課題に立ち向かい解決する能力を高めるための「地域協働型教育」を実施し、社会

で活躍できる実践力と創造性に富む人材を育成する。 
(ア) 教養教育 

様々な学問分野の考え方を学び、広い視野で自分の専門に関連付けて考える教養と、対話的討論を基にした協働学習を通じて、自身で考え、判断できる能力を養成する。 

また、グローバル化する現代社会において必要な、語学力を向上させ、異文化を理解し、海外との交流を円滑に行うコミュニケーション能力を養成する。 
(イ) 専門教育 

基盤的専門知識の修得と、それらを企業や組織において活用する実践的応用力を養成する。 

(ウ) 地域協働型教育 

地域住民や企業、行政、ＮＰＯ等と協働した教育により、地域社会に蓄積された経験的知識と大学の科学的知識を活用し、課題を発見し解決する能力を養成する。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

１ 教育に関する目標 

（１）教育内容等に関する目標 

 ア 教育内容の改善 

 地域が直面している課題に向き合い、そ

の課題に取り組み続けられる「地域の未
来を創造できる人材」を育成する。 

このため、対話的討論により、自身で

考え、自らの力で判断できる能力を養成
する「教養教育」と職業人として必要な
能力を養成する「専門教育」、地域社会の

人びととの学びを通じて、地域課題の解
決に必要な多面的・総合的な知識を共創
する力を育成する「地域協働型教育」を

ディプロマポリシーに基づき実施する。 

 

（ア）教養教育 

対話的討論を基本とした少人数講義と
ゼミナールを展開し、自分が直面してい
る課題を自らの力で考え、判断し、明晰

に言語表現できる能力を養成するととも
に、「信州の自然・文化・風土をフィール
ドとし、現代社会が提起する諸問題を多

面的・総合的にとらえ、自らの役割を的
確に認識し実行できる人材」の育成を教
養教育の理念として掲げ、教育を行う。 

1 各学部の教務委員会や教育実践交

流広場において教育上の課題を共有

化するとともに、ＦＤ委員会にける授

業改善活動を通して、教養・専門・地

域協働型教育の質的改善を図るため、

以下の取組みを実施する。 

1）教養教育推進室において、理数系

科目の設置や「信州上田学」など地

域系科目の設置について検討し、全

学の教養科目、カリキュラムの充実

を図る。 

2）地域協働型教育をはじめ、フィー

ルドワークやプロジェクト型学習

など各ゼミナールで展開している

活動を推進・強化するために、ゼミ

ナール費の見直しなどその活動に

必要な経費を拡大し、当該活動件数

の増加を図る。 

3）公立化後、公務員志望者が増加し、

設置団体である上田市からも福祉

に理解の深い公務員輩出の要請が

あることから、これに応える福祉系

専門科目「福祉行政実務論」を開講

する。 

(1）令和 2年度カリキュラムより全学部の教養教育

科目として理数系科目「線形代数学」「微分積分学」
「科学リテラシー」の配置に向けた準備（シラバ
ス案の作成、講師の選定など）を行った。これに

加えて、前年度より準備を進めていた「信州上田
学」を令和元年度カリキュラムより配置し、授業
を開始した。 

 
(2）全学的に「地域協働型教育」を推進するために、
ゼミナール費の支給額（従来のゼミナール費に加

え、地域協働型教育やフィールドワークなどの活
動費を新たに設定した。）や運用（補助対象となる
科目や活動内容、執行のルールなどを定めた。）を

見直し、これらを取り纏めた取扱ハンドブックを
作成した。その結果、地域協働型教育やフィール
ドワークなど活動費予算がなかった社会福祉学部

の活動が活発化した。 
 
(3）令和元年度社会福祉学部カリキュラムより長野

県の寄附講座「自治体福祉行政実務論」を開講し
た。 

 

b 

(1) 

・教養教育、専門教育、地域共同型教育にわたり、

カリキュラムの見直し・充実が図られ、一部開

講された。また、ゼミナール費の増額、運用の

見直しが行われた。但しこれらの具体的な成果

の検証が不明確であり、今後の課題である 

 

(2) 
・県からの要請による障がい者スポーツ指導員向
けの取組みは地域に還元する教育として評価す
る。 

・教養教育科目として理数系科目「線形代数学」「微

分積分学」「科学リテラシー」の配置に向けた準

備（シラバス案の作成、講師の選定など）が行

われた。 

・「信州上田学」「福祉行政実務論」「障がい者スポ

ーツ指導」長野県の寄附講座「自治体福祉行政

実務論」が新たに開講された。 

・公認心理師課程が設置、開講され、関連の学習環

境が整備された。 

・非常勤講師との懇談会が開催され、教育方針・課

題の共有化が試みられた。 

 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価

区分 

１ 教育に関する目標 

（１）教育内容等に関する目標 

 ア 教育内容の改善 

 また、地域社会、国際社会で活躍でき
る人材を育成するために必要な科目を
設けるなど、教養教育（カリキュラム）

の見直しを適宜行う。 

【関心・意欲の喚起】 
１年次よりゼミナールを展開させる

ことにより、常に知的好奇心を失わず、
論理的・批判的に思考する意欲を喚起す
る。 

【自学自修の態度】 
知識を単に伝達するだけではなく、課

題を投げかけ、学生自身がその課題に向

き合うことにより、自学自修の態度をも
ち、生涯にわたって自己を啓発していく
力を身に付ける。 

【知識・理解力の養成】 
１年次よりゼミナールを展開させる

ことにより、現代社会が提起する諸問題

を多角的・総合的にとらえる知識と理解
力を養成する。 

【思考・判断力の養成】 

自主的・自立的な人間として社会とか
かわり、責任ある役割を担うことができ
る力を養成するために、現場体験学習及

び協働型学習を重視する。 

 

4）長野県から障がい者スポーツ指導

員の養成拡大の要請があることか

らこれに応える教養科目「障がい

者スポーツ指導」を開講する。 

5）心理療法や心理検査をはじめとし

て、心理学の専門的知識や技能を

用いて、人々の心の健康の支援を

行う人材を育成するために、国家

資格「公認心理師」課程を設置（公

認心理師課程に必要な教養科目、

専門科目を配置、開講）するとと

もに、課程に必要な学習環境を整

備する。 

6）非常勤教員との懇談会を開催（年
1回程度）し、本学がめざす教育内
容を共有化することに努めるとと

もに、教養・専門・地域協働型の
教育の質的改善を図る。 

 

 

(4）長野県から障がい者スポーツ指導員の養成拡大
の要請があり、それを踏まえ、全学部の教養教育
科目として「障がい者スポーツ指導」を開講した。

結果、13名が受講し 11名が当該資格を取得した。 
 
(5）令和元年度社会福祉学部カリキュラムより大学

における公認心理師となるために必要な科目を新
たに配置、開講した。開講に合わせ、臨床系（心
理検査実験で使用）で使用する物品・消耗品を購

入するなど、当該課程に必要な学習環境を整備し
た。 

 

(6）非常勤教員との懇談会を実施し、本学が目指す
教育内容を共有化するため、アクティブラーニン
グなど多様な授業形態の検討や授業アンケートの

活用についてディスカッションを行った（9月 13
日）。 

 

【資料番号】 
1-1 「線形代数学」「微分積分学」講師選考資料 
1-2 シラバス（「線形代数学」「微分積分学」 

「科学リテラシー」「信州上田学」「自治体福
祉行政実務論」「障がい者スポーツ指導」） 

1-3  教育研究活動費取扱ハンドブック 

1-4 「公認心理師」学修ガイド掲載ページ 
1-5 非常勤講師との懇談会次第、 

出席者一覧参加者アンケートまとめ 

 
【今後の課題・方向性】 
・新たな科目の設定にあたっては、文部科学省が示

している「AI戦略」や「STEAM教育」など新たな
時代に向けて取り組むべき政策の方向性に注視し
ながら行う必要がある。 

・「地域協働型教育」を発展させるため、地域系科
目の充実を図る必要がある。 

・非常勤講師との懇談会において共有化された方針

や他の教員の授業運営など、どの程度自身の授業
に反映したかなどの内容（質的改善）を確認する
必要がある。 

 

 

(3) 
・中期計画にある課題の解決へ向けた本学の特徴
的な教育体制が、将来計画を見越した形で徐々
に進展している。地域に還元する人材育成や、
地域課題解決への貢献が具体的な進展するよう
期待する。 

・国際社会への対応を目指す語学教育についても
改善へ向けた努力がうかがえる。具体的に効果
のあるシステムか検証の必要がある。 

・アクティブラーニングは重要な教育法であるが、

本学はこの分野でも成果を上げられる分野を持

っており、教育効果があるのであれば、成果を

強調すべきである。 

・さらに、新たな科目の設定にあたっては、地域

共同科目のさらなる充実、また文部省指摘の「AI

戦略」や「STEAM 教育」など新たな時代に向

けた取組みにも注視する必要がある。 

・中期計画にある【関心・意欲の喚起】、【自学自
修の態度】、【知識・理解力の養成】、【思考・判
断力の養成】などに、具体的にどうつながって
いるのかの記載いただきたい。 

・非常勤講師との懇談の結果はアンケートで示さ
れているが、実際に得られたことの結論・まと
めやそれへの対応などがないため、改善を求め
る。 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価

区分 

１ 教育に関する目標 

（１）教育内容等に関する目標 

 ア 教育内容の改善 

 【技能・表現力の養成】 
国際社会で活躍できる人材を育成す

るため、教育内容やクラス編成（レベル）

を見直すなど「外国語教育（英語、中国
語）」を強化するとともに異文化理解・
国際理解を目的とした、海外学術交流協

定大学等での学習プログラム（２～３週
間）「海外研修」を積極的に促し、国内
外で他者とのコミュニケーションを円

滑に図ることができる知識や技能を養
成する。 

 

（イ）専門教育 
地域や組織のなかで、リーダーシップ

が発揮できる高い専門性と問題解決能

力を持った、持続可能な地域活性化を牽
引できる人材を育成するため、学部のデ
ィプロマポリシー、カリキュラムポリシ

ーに基づいた教育目標とその達成に取
り組む。 

また、新たな領域の設置に向けて、カ

リキュラムやコース編成を適宜見直す。 

【社会福祉学部の教育目標】 

複雑化する福祉課題に対応するため

の知識と技術を身につけ、人々の福祉の
向上に寄与できる人材を育成する。 

そのために、ミクロ（個人、家族）・

メゾ（組織、施設）・マクロ（制度、政
策）レベルの専門知識及び技術力を育成
する教育を展開するとともに、福祉課題

を身近なものとしてとらえることがで
きるよう、演習・実習、インターンシッ
プなど、実践的な学びを重視する。 

また、地域の実情に応じた地域包括ケ
アシステムづくりを目指し、長野県の特
性を活かした独自性のある科目を配置

し、地域福祉に貢献できる力を育成す
る。 

 

2 また、国際社会で活躍できる人材

を育成するために、以下の取組みを

実施する。 

1）「英語」のカリキュラムの改革を

実施する。主な内容として、技能

別（聞く、話す、読む、書く）単

位で科目を設定するほか、語学レ

ベル（難易度）を見直す。 

2）上記カリキュラムの見直しに加

え、e-learning を導入し、授業時

間外に学生が主体的に英語を学ぶ

環境を整えるとともに、TOEIC試験

対策に向けた取り組みを強化す

る。 

3）海外留学を促進する取り組みとし

て、「英語国際コーディネーター兼

英語学習アドバイザー」を雇用（週

2コマ程度）し、学内（9号館学習

室）に「English Cafe（仮称）」 を

設け、日常的に学生が海外渡航留

学に関する相談（カウンセリング）

や英会話に親しむことができる体

制を構築する。 

 

 

(1）公立化に伴う学力層の変化や、英語の４技能（聞
く、話す、読む、書く）を積極的に活用する教育
への転換が求められていることから、これらの状

況を踏まえ「英語」教育の改革を検討し、令和元
年度生より技能別（聞く、話す、読む、書く）単
位で科目設定する新カリキュラムを開講した。 

(2）真に国際社会で活躍できる人材を育成するため
には、日常的に英語に触れる機会や、TOEIC試験
対策に向けた取り組みの強化、海外留学の経験が

必要不可欠であることから、カリキュラムの見直
しに加え平成 31年 4月より、e-learningを導入
した。 

(3）また、地元の業者に海外留学相談（カウンセリ
ング）等の国際教育関連のコーディネートを業務
委託し、学内（9号館学習室）で学生が普段から

海外渡航留学に関する相談（カウンセリング）や
英会話に親しむことができる体制を構築した。 

 

【資料番号】 
 2-1 シラバス（「英語（会話）Ⅰ」「英語（講読）

Ⅰ」「基礎英語Ⅰ」） 

 2-2  TOEICテスト突破コース使用マニュアル
（e-learning) 

 2-3  海外留学支援制度（掲示、実績） 

 2-4  短期留学&海外研修リスト（実績） 
 
【今後の課題・方向性】 

・令和元年度からスタートした英語の新カリキュラ
ムの運営においては、定期的に英語担当教員との
打ち合わせを実施し、学生の反応や成長度合いな

ど検証する必要がある。 
・TOEICや GTECなどの検定試験にチャレンジする仕

組みを構築する（検討する）必要がある。 

b 

(1) 

・国際化に向けた英語教育については技能別の新

カリキュラムを開講した。また、e-learningの

導入、海外渡航・留学に関する相談窓口の構築

など相応の取組みが開始されているが、研修実

績は短期が多く、更なる強化に向けた取組みが

求められる。 

 

(2) 

・取組みが進展していることがわかる。充実した

取組みに期待する。 

 

(3) 

・【社会福祉学部の教育目標】【環境ツーリズム学

部の教育目標】【企業情報学部の教育目標】に対

応したディプロマポリシー、これらの取組みと

のつながり、それへの達成状況、現在の課題な

どが確認できない。 

・海外研修や海外留学をはじめとする国際交流に

ついて、新型コロナウイルス感染症への対応と

して、Web対応など柔軟な対応を求める。 

・令和元年度の実施状況を受け、学生の英語力や

取組み姿勢がどう変化したか、また留学が促進

されたか、過去との留学人数比較やその内容の

質の変化など、資料から確認がとれない 

 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価

区分 

１ 教育に関する目標 

（１）教育内容等に関する目標 

 ア 教育内容の改善 

 【環境ツーリズム学部の教育目標】 

地域社会の伝統、文化、自然環境、
観光、ビジネスに関する知識を身につ
け、持続可能な地域社会の発展に寄与
できる人材を育成する。 

そのために、ゼミナール教育を基本
とし、学生の主体的な課題の設定、学
生が自ら提案するプロジェクトの実施
による実践的、創造的能力の形成、及
び、プロジェクトの実施という同じゴ
ールに向かって教員がゼミナール学生
の成長を支援する。 

ゼミナール教育を通じて、学部の専
門性である「環境」、「観光」、「地域づ
くり」を活かした研究と教育の成果を、
本学におけるゼミナール大会や研究対
象となった地域での成果報告会、千曲
川流域学会における研究報告などを通
じて、地域へ還元する。 

また、体験知と文献知を融合し得る
能力、他者とのコミュニケーションと
相互理解をとおして自己を高める能力
を醸成するため、調査・フィールドワ
ーク系科目の充実を図る。 

【企業情報学部の教育目標】 

人間・社会などに関する幅広い識見
を有し、企業や社会に関する主要な課
題を発見し、それを解決する上で必要
な、経営・情報・デザインの領域に関
する専門的・総合的な知見を身につけ
た人材を育成する。 

そのために、企業・組織や地域住民
との連携に基づく「相手を意識した学
び」を展開し、学生の意識を高め、動
機を形成する。  

具体的には、ゼミナール形式の「プ
ロジェクト研究」において、課題発見・
問題解決学習に挑戦するとともに、そ
の学びを進める上で必要とされる「経
営・情報・デザイン」などの専門学習
に努める。この過程と機会を通して、
学生は社会や企業・組織で求められる
問題解決能力とともに、職業人として
の専門基礎能力を身につけ、実社会の
様々な場面やビジネスシーンで活躍で
きる能力を身に付ける。 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価
区分 

１ 教育に関する目標 

（１）教育内容等に関する目標 

 ア 教育内容の改善 

 （ウ）地域協働型教育 
地域の人々と、教員と学生が共に地

域課題を発見し、地域が持つ「地域の
経験知」と教員が持つ「科学的知識」
に支えられ、以下の教育活動に取り組
む。 
【地域の経験知と大学の科学的知識

との結合】 
ゼミナールを中心とした少人数教育

において、地域社会をフィールドとす
る学修活動を通じて、地域で活動して
いる人々の経験知を肌で学び、それを
大学の科学的知識と結合させ、地域課
題の解決に役立つ多面的・総合的な知
識を共に創ることができる力を育成す
る。 
また、地域に定着し地域を支える若

者を育成するため、高校と大学がそれ
ぞれの教育資源を活用した教育に取り
組む。併せて、専門領域の一部におい
ては、中学校・小学校の総合学習等を
協働で実施する。 

3 地域社会で活躍できる人材を育
成するために、①地域への誇りと愛

着醸成、②地域情報の発掘・再認識、
③地域情報の共有の 3 点を重視し、
「自ら考え学び行動する力と人と

つながる力」をもち、「これからの
まちづくりを当事者として担うこ
とができる人材」を育成するための

新たなカリキュラムを検討する。そ
の一環として、地域への吸引力を高
めることも目的とした「信州上田

学」を開講する。 

 前学期に長野県および上田市の地理と歴史を概
観する教養科目「信州学」全学年対象（211名履修）

を開講、後学期にオムニバス形式によるアクティ
ブラーニングを中心とする「信州上田学」1年生対
象（105名履修）を開講した。 

 講義では、両科目とも学識者に加えて、行政・
企業・自営業・非営利団体等、地域から特別講師
を招聘し、実践的な学びを軸とした。さらに 1月

に上田市長ほか来賓を招いて公開講座「信州上田
学」を開催し、1年生が学習成果を発表した。 
 講義は全て市民開放授業として（上田市民 27名

聴講）一般開放し、さらに各メディア報道等を活
用し、上田市民への本事業の周知・普及を図った。 
 

【資料番号】 
3-1 信州上田学事業における長野大学実施 

報告および次年度計画について 

 3-2 シラバス(「信州学」「信州上田学」) 
 3-3 学生アンケート結果(「信州学」「信州上田

学」) 

 3-4 公開講座「信州上田学」内容 
 3-5 公開講座特別講師コメントおよび一般市

民アンケート結果 

 3-6 ホームページ「信州上田学」概要 
 3-7 報道各社掲載記事 
 

【今後の課題・方向性】 
 上田市連携事業としての科目「信州上田学」開
講と並行して、「長野大学 VISION」に掲げた「信州

上田学の創出と確立に向けた体制整備と実践」が
課題であることから、地域づくり総合センターを
核として大学教育センターと連携して、令和元年

度に発足した信州上田学 PJTから学内上位機関へ
事業構想を提案し、段階的に具現化に向けて取り
組んでいく。 

a 

(1) 

・学識者・行政・企業等の講師を含む実践的な「信

州学」「信州上田学」の開講、「公開講座」にお

ける学生発表等が実施され、地方新聞等のメデ

ィアでも取り上げられるなど、相応の成果を上

げている。 

 

(2) 

・「信州学」「信州上田学」が開講され、大学の教

員だけなく、地域の行政・企業関係者などを講

師とした実践的な学びに取組み、学生の満足度

も高いことがアンケートに示されている。 

・地域課題への意識を高めるという意味では重要

な取組みとして評価できる。 

・講義は全て一般市民にも開放され、メディア報

道等を通じて上田市民への周知・普及が図られ

た。 

 

(3) 
・「信州上田学」の創出と確立に向けた体制整備
と実践、そのための信州上田学プロジェクトチ
ームの具体化に向けた事業構想とその継続性
が課題である。この教育が学生の将来やこの地
域の将来にどうつながっていくか、ビジョンも
必要ではないか。 

・また、中期計画に掲げた「大学と高校さらに中
学校・小学校の総合学習等を協働で実施する」
ことについて、真に地域を支える若者の育成を
目指す取組みが今後に残されている。 

 
 

a 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価

区分 

１ 教育に関する目標 

（１）教育内容等に関する目標 

 ア 教育内容の改善 

 【地域課題を発見・解決する教育】 

上田市が設置した「まちなかキャンパ

スうえだ」を活用し、地域住民や企業、
行政、ＮＰＯ等と協働で地域課題を発
見し解決する教育を展開する。 

【地域課題を発見・解決する教育】 

4 上田市が設置した「まちなかキ

ャンパスうえだ」を活用し、地域住
民や企業、行政、ＮＰＯ等と協働で
地域課題を発見し解決する教育を

展開する。 

 
・まちづくり、地域メディアに関係するゼミナー
ルにおいて、地域住民、団体等と連携した地域
協働型の取組み・イベントをまちなかキャンパ
スうえだ（年間利用者＋来訪者:7,192 名）を活
用し、実施した。 

・「まちなかキャンパスうえだ」において、「学生
と地域のコラボミーティング 2020」を実施した。
ここでは本学学生の地域協働型の取組みを発
表・報告するとともに、それぞれの今後の展開
について地域住民と意見交換を行った（2 月 2
日）。 

 
【資料番号】 
 4-1 学生と地域のコラボミーティング 2020 
 
【今後の課題・方向性】 
  学生と地域との協働の取組みの成果報告のみな
らず、意見交換から新たな展開が生まれるように
していくことが必要となる。 

a 

(1) 

・まちなかキャンパスうえだを活用し、学生の取

組みを発表し、地域住民と意見交換するなど、

連携に向けた展開が図られているが、積極的な

地域の課題発見と解決に向けた取組みには至

っていない。 

 

(2) 

・まちなかキャンパスうえだが積極的に活用さ

れ、利用され、学生の自主性によって地域住民

との意見交換が行われている。 

 

(3) 

・積極的に大学の多くの教員が、まちなかキャン

パスうえだを拠点に地域課題の解決が図られ

るよう、もっと前向きに取り組んでいただきた

い。さらに、地域住民や企業、行政、NPO等と

の協働で地域課題を発見・解決する教育の展開

が期待される。 

・学生自身の学びにどのような価値を出せている

かを振り返ることが必要。 

b 
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第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

 １ 教育に関する目標を達成するための措置 

（１）教育内容等に関する目標を達成するための措置 

イ 授業内容の改善 
 

中期目標 
各学部の教育目標を通じて、学生の学修目標の達成を支援する授業を提供するため、授業の内容や方法についてＰＤＣＡマネジメントサイクルを構築し、継続的に改善を図る。 

成績評価については、教員間の共通理解の下、到達目標や評価基準を明確にし、成績評価の厳格化を図る。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

 イ 授業内容の改善 

 （ア）ＦＤ活動の促進 

ＦＤ委員会を設置し、教員の教育活動

に対する自己点検と相互研さんの場とし

て「教育実践交流広場」を実施するなど

ＦＤ活動を促進し、ＰＤＣＡマネジメン

トサイクルによる授業内容改善を図る。 

 

（ア）ＦＤ活動の促進 

5 私立大学から公立大学法人化した

大学との情報交換を含め、公立化後の

学生像の変化に対する組織的な授業

改善に向けた対応状況等の課題を共

有する機会を拡充する。 

  公立化後の学生像の変化に対する組織的な授業改

善に向けた対応にかかる課題を共有する機会として

FD研修会を開催した。 

研修会では、信州大学の加藤鉱三氏を招聘し、「GPA

制度の活用と今後の課題」をテーマに厳格な成績評

価や授業の到達目標が大学や学部の到達目標（ディ

プロマポリシー）に準拠しているかなどについて講

演いただいた。講演後、教員間でディスカッション

を行い、授業改善に向けた課題について共有・確認

し、ディプロマポリシーを意識した授業の実施やシ

ラバス作成などに取り組んだ（9月 18日）。 

 

【資料番号】 

 5-1 FD委員会資料「2019年度 FD研修会で議論し

たい論点」 

 5-2 FD研修会まとめ（記録） 

 

【今後の課題・方向性】 
 ＦＤ研修会で確認した「ディプロマポリシーを意
識した授業の実施、シラバス作成」の成果を確認す
る機会が必要である。 

b 

(1) 

・GPA による厳格な成績評価や授業の到達目標等

についての FD 研修会が行われ、教員間で課題が

共有されたが、成果は確認されていない。 

・授業改善に向けて、研修を行い、教員間で課題を

共有し、授業の改善活動に結び付いている。 

 

(2) 

・ＧＰＡ制度について研修を行い、授業改善に向け

て、活動している。 

 

(3) 

・課題を共有するだけでなく、課題解決に向けて議

論し、より良くするＦＤ活動となるよう期待す

る。 

・私立大学から公立大学法人化した大学との情報交

換は行われたか。その成果・効果が確認できない。 

 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価区
分 

 イ 授業内容の改善 

 （イ）授業評価アンケートによる改善 

授業評価アンケートを年２回実施し、

アンケート結果を学生・教職員に公開す

るとともに、授業内容の改善に努める。 

（ウ）成績評価システム及び履修体系の

整備 

【ＧＰＡの導入】 

成績評価の厳格化を図ることを目的と

したＧＰＡを導入する。（平成３０年度

～） 

なお、導入にあたって、学生への影響

や問題点の洗い出しなど平成２９年度か

ら具体的検討に着手する。 

【履修系統図、ナンバリングの導入】 

学生が個人のレベルや専門を勘案して

授業科目の履修を図るため、履修系統図

又はナンバリング（授業科目に適切な番

号を付し分類することで、学修の段階や

順序等を表し、教育課程の体系性を明示

する仕組み）を導入する。（平成３２年度

～） 

なお、導入に向けて、平成２９年度から
他大学の情報を収集するとともに各学部

のカリキュラムの見直し状況、新たな学
問領域の検討経過に注視しながら検討を
進める。 

（イ）授業評価アンケートによる改善         

6「授業アンケート」をセメスターご

とに行い、授業改善策に対する効果な

ど PDCA サイクルが機能しているかな

ども含め、結果の分析・評価を行う。 

・学生に対して「授業アンケート」を年 2回実施し、

各教員は自身が担当する授業において運営上の課

題を整理・特定した。 

･「授業アンケート」の結果や授業アンケート報告書

に記載された課題を大学の授業全体の改善に繋げ

るため、各教員が作成する授業アンケート報告書

をもとに各学部（専攻、コース毎）で「授業改善

検討会」を実施し、その結果を報告書としてまと

め、学内で共有した。 

 

・教育実践交流広場のほかに、年２回各学部におい

て授業改善検討会を開催した。前学期では講義科

目を中心に検討し、特にカリキュラムおよび授業

内容の「高度化」や、学生がゼミナールやプロジ

ェクトを進める上での専門科目の段階的・体系的

な学びが主たる論点となった。後学期ではゼミナ

ール科目を中心に検討し、「地域協働型教育」を進

める際に、テーマの設定や運営においてどのよう

に学生の動機を形成するのかが主たる論点となっ

た。 

 

【資料番号】 

 6-1 授業アンケート実施状況（前学期、後学期） 

 6-2 授業改善検討会報告書（前学期、後学期） 

 

【今後の課題・方向性】 

・授業改善検討会での議論が、どこまで各授業の改

善につながっているかを検証することが必要であ

る。 

・教育実践交流広場で共有した課題を具体的に個々

の授業の改善に結びつけていくことが必要であ

る。 

b 

(1) 

・年 2 回「授業アンケート」が実施され、「授業改

善検討会を通して、学生の声に応える検討がなさ

れていることは評価できる。但し、一部の教員か

ら授業アンケートが提出されていない。また、授

業アンケートの回収率が低い講義があるなど、ア

ンケートの実施方法も含めて今後の課題である。 

 

(2) 

・授業アンケートを実施し、結果を報告書としてま

とめ、学内で共有している。 

 

(3) 

・授業アンケートの実施は、教員によって取組姿勢

にばらつきがあり、アンケートを実施しない教員

もいる。本来、義務化されるべき事案ではないか。

また、教員の負担軽減も必要であり、アンケート

の様式の統一や職員等の協力など、具体的な改善

対策を求める。 

・「授業改善検討会」での議論が、どこまで各授業

の改善につながっているかなど、PDCAサイクル機

能の分析・評価を通じた検証が必要である。 

・授業科目数の多い教員にとって、アンケートの実

施と分析が負担になっていることがうかがえる。

アンケートを取る目標は授業内容の改善であり、

教員の仕事を増やすことではない。報告書のまと

め方も違っていることから、やり方を工夫し、教

員の負担軽減が必要ではないか。 

・教員自らアンケート実施から報告で終わってい

る。その後のこれに対する第三者からのアドバイ

スや議論、そして対策のアクションと、次へ繋げ

て回していく PDCAサイクルとなるよう改善を求

める。 

c 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価区
分 

 イ 授業内容の改善 

 （ウ）成績評価システム及び履修体系の

整備 

【ＧＰＡの導入】 

成績評価の厳格化を図ることを目的と

したＧＰＡを導入する。（平成３０年度

～） 

なお、導入にあたって、学生への影響

や問題点の洗い出しなど平成２９年度か

ら具体的検討に着手する。 

【履修系統図、ナンバリングの導入】 

学生が個人のレベルや専門を勘案して

授業科目の履修を図るため、履修系統図

又はナンバリング（授業科目に適切な番

号を付し分類することで、学修の段階や

順序等を表し、教育課程の体系性を明示

する仕組み）を導入する。（平成３２年度

～） 

なお、導入に向けて、平成２９年度から
他大学の情報を収集するとともに各学部

のカリキュラムの見直し状況、新たな学
問領域の検討経過に注視しながら検討を
進める。 

（ウ）成績評価システム及び履修体系

の整備 

7 

 1）GPA制度を本格運用するとともに、

教学基準や奨学金推薦基準、大学院

推薦基準を定める。また、GPA 制度

の本格運用に伴い、CAP 制や履修取

り消し制度などについてもその基

準を定める。 

2）履修系統図又はナンバリング（授

業科目に適切な番号を付し分類す

ることで、学修の段階や順序等を表

し、教育課程の体系性を明示する仕

組み）について、令和 2（2020）年

度の導入に向け、本格的な検討を行

う。 

3）アクティブラーニングなど多様な

授業方法を取り入れることにより、

教育効果や学生の満足度を高める

授業展開の実現に向けて、授業時間

の変更などの検討を行う。 

(1）GPA制度の本格運用に向け次の 3点について基準

を設定した(令和 2 年度生から適用する）。①GPA

に応じた履修上限単位数（CAP制）②成績不振者の

対応基準③卒業時の GPA 到達目標・指標。また、

本格的に履修取消制度の運用を開始した。 

 

(2）令和 2 年度履修ガイダンス時に各学部で「履修

系統図」が示せるよう、学部教務委員が中心とな

って準備作業を行った。 

 

(3）学生の授業満足度を高めていけるよう、ＦＤ委

員会が主催し、以下の会合を実施した。     

① 学生との懇談会「授業をより良くするための意

見交換会」を開催し、アクティブラーニングや

他大学で導入している 100 分授業について意見

聴取を行った（7月 24日）。   

②「アクティブラーニングを取り入れた授業実践の

報告」をテーマに第２回教育実践交流広場を開

催した。ここでは、学生が学び続けることがで

きるためにアクティブラーニングが必要である

など、アクティブラーニングを取り入れること

の重要性を共有するとともに、意識の喚起を行

った（1月 8日）。 

 

【資料番号】 

 7-1 GPAの運用・活用に向けた具体的検討 

 7-2 履修系統図（社会福祉学部、環境ツーリズム

学部、企業情報学部） 

 7-3 学生との懇談会次第、記録 

 

【今後の課題・方向性】 

「履修系統図」の作成はディプロマポリシーと授

業との関係性及び順次性を明確にすることで、より

体系的な教育課程を編成することを目的としている

ことから、これらの検証を行うことにより、教育の

質保証に繋げていくことが必要である。 

b 

(1) 

・GPA 制度運用に向けた基準が設定されたが、教

学基準、奨学金推薦基準、大学院推薦基準等が定

められたのか、確認できない。 

 

(2) 

・GPA 制度が運用された。 

・履修系統図が検討された。 

・学生との懇談会が開催され、学生からの生の声が

寄せられた。 

 

(3) 

・履修系統図の表現形式が学部間でばらばらで分か

りにくい。統一した形式にして、学生にも理解し

やすいよう、表現を再検討する必要がある。 

・履修系統図を学生がどれだけ理解しているかの確

認と、学生の将来に繋げられるかたちになってい

るかの検証が必要である。 

・アクティブラーニングなど多様な授業方法の展開

に当たっては、学生に重要性を共有にさせること

より、具体的な授業改善につなげる必要がある。 

・学生との懇談会では学生から具体的な要望が出さ

れている。これらにより授業を改善し、学生の満

足度を高めるよう具体的な対応が求められる。要

望に応えられない場合は、その説明が必要。 

・新型コロナウイルス感染症への対応も含め、新た

な授業方法・評価の検討も必要ではないか。 

 

 

c 
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第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

 １ 教育に関する目標を達成するための措置 

（２）教育の実施体制に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 
教育活動を効果的かつ効率的に推進し、教育に関する目標を達成するため、優秀な人材の確保と効果的な人員配置を行う。 

また、教育効果を高めるため、学生が意欲をもって学修に打ち込めるような環境を整備する。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

（２）教育の実施体制に関する目標を達成するための措置 

 ア 教員の採用と評価の実施 

 （ア）教員の採用 
教員の定員は大学設置基準に基づいて

定め、各学部に年齢構成にも配慮しなが
ら、適正に配置する。また、今後、特に
究めるべき学問領域には重点的な配置も
検討し、主要科目は専任教員が担当でき
るように努める。 
教員の採用は、学長のもとに人事委員

会を設け、教育に関する目標を達成する
ため、公募により優秀な人材を確保する。
公募は求める人材像を明確にした上で、
選考方針に基づいて審査を厳正に行う。 
審査の内容は、主に教育、研究、社会

活動及び人物等について、書類審査、面
接審査に加え、模擬授業も行い教育上の
能力を評価して採用を決定する。 

（ア）教員の採用 

8 定年退職等による欠員補充を行う

教員採用計画を策定し、人事委員会に

おける厳正な審査によって採用を行

う。 

 

2020年 4月 1日 

採用予定教員数    7人 

(学部別内訳) 

社会福祉学部    5人 

環境ツーリズム学部 1人 

企業情報学部    1人 

 

定年及び雇用期間満了による退職

予定者数 4名  

 

 退職補充人事は、当初計画の 7名＋2名（年度途中

での退職者補充）について計画通り選考を行った。 

企業情報学部のデータサイエンス分野教員が辞退

したため、当該枠を再雇用教員で補充した。 

また、高齢分野教員についても辞退があったため

当該枠を用いて臨床心理学分野で教員公募を行い採

用した。 

 なお、採用予定教員 9 名（再雇用含む）のうち 2

名については、採用予定者の事情を考慮し、令和 3

年 4月採用に変更した。 

今後の教員採用については、理事会において教員

人事の基本方針（採用方針）を決定し、当該方針に

基づき学長が各学部の教員配置数を決定し、これら

に基づき人事委員会にて教員採用計画を作成するこ

ととし、理事会において教員採用方針を決定した。 

 

令和 2年 4月 1日 

採用予定教員数   9人 

(学部別内訳) 

社会福祉学部    6人 

環境ツーリズム学部 2人 

企業情報学部    1人 

 
 また、特別人事委員会を設置し、大学院のための
特別人事を推進し、2人の適格者を得た。 
 

【資料番号】 

 8-1 令和 2年度教員一覧 

 8-2 人事選考結果報告書 

 8-3 教員人事の基本方針 

 

【今後の課題・方向性】 
 教員採用方針とそれふまえた採用計画に基づき教
員採用人事を進める。 

b 

(1) 

・教員採用計画が策定され、教員人事の基本方針に

則り、厳選な審査の結果、選考が行われている。 

 

(2) 

・各選考委員会からの最終報告総括書が提出されて

おり、適正に審査選考されたと判断できる。 

 

(3) 

・採用数による計画だけでなく、その専門性（専任

教員）、優秀な人材の確保という観点からの公募

だけでなく特別な(戦略的な)取組みも必要でない

か。 

 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

（２）教育の実施体制に関する目標を達成するための措置 

 ア 教員の採用と評価の実施 

 （イ）教員の評価  
教員評価制度を導入して、教員の意識

改革と教育研究活動の活性化を図る。教
員評価の時期は、採用時、任期を迎える
時期、昇任を迎える時期に行う。評価の
内容は、主に、教育、研究、管理運営、
社会貢献等を総合的に行う。評価者は専
門分野の近い教員によるピア・レビュー
（同僚評価）に加え、当該学部長や他学
部の教員も行う。 
また、教員の任期制を導入し、教員が

主体的に教育研究活動を向上させ、教員
集団の組織的協働を推進する。 
任期は原則的に５年とし、在任期間中

の業績評価に基づいて、任期の更新やテ
ニュア(終身雇用資格)の取得を審査する。 

 

（イ）教員の評価 
9 教員の意識改革と教育研究活動の
活性化を図るため、新規採用時、任期
を迎える時期、昇任時に教員評価を行
う。新規採用教員については、任期制
での任用を行い、在任期間中の業績に
より、任期の更新やテニュアの取得の
審査を行う。 

・採用時の審査（9名:7名採用 2名辞退）、任期付教

員の審査（3名）、昇任時の審査（2名）を行った。 

・新任教員については 60歳以下の教員は任期制での

任用を行った。 

 

【資料番号】 

 9-1 業績評価結果報告書 

 9-2 昇任関係資料（候補者推薦、規程） 

 9-3 人事選考結果報告書（8-2再掲） 

 

【今後の課題・方向性】 
  引き続き、採用時、任期満了時、昇任時の評価を
行う。 

b 

(1) 

・教員評価制度が導入され、採用時、昇任時に教員

の業績評価・審査が行われている。 

 

(2) 

・教員評価制度が導入され、承認審査基準に関する

細則、教育歴・研究歴の評価点が定められた。 

・教員の採用時、昇任時には、細則に基づく業績評

価・審査が行われた。・ 

 

(3) 

・細則等の適正性、即ち本学の評価規定として妥当

か否か、教員の意識改革や教育研究活動の活性化

に奏功しているかに関する検討がさらに必要で

ある。 

b 

 一方、各年度の教員評価については、
各教員は毎年定期的に教育・研究・地域
貢献活動等業績を更新し、学部長が教育
歴や研究歴等を評価する。 
また、教員表彰制度を設け、教育、研究、
地域貢献などの分野で高い成果を修めた
教員に対しては、研究費の優先配分等を
行う。 

10 全教員対象の業績評価制度を試行

的に実施する。各教員は研究業績書の

更新とともに、教育・研究・管理運営・

社会貢献等に関する業績書を作成し、

評価を受ける。業績評価制度について

は、令和 2（2020）年度の本格実施に

向け、運用上の課題や他大学の状況を

踏まえ本格実施案を作成する。  
 

 全教員対象の業績評価制度を実施した。 

業績書の提出がなかった教員は 1名（退職予定者で

その後再雇用が決定）。提出があった教員については

所属長が面接を実施し、その評価結果が学長に提出さ

れた。 

各教員には所属長から評価結果をフィードバック

した。 

本格実施に向け検討したが、評価基準の数値化など

課題が多い状況となっている。 

 

【資料番号】 

 10-1 指針と実施要綱 

 10-2 教員業績評価書 

 

【今後の課題・方向性】 
評価委員会からの指摘をふまえ、基準の数値化に

向けた検討を進める。 

b 

(1) 
・全教員対象の業績評価制度が本格的に実施された

が、自己評価に対して、何を基準に評価をしてい
るかがわからない。所属長による専門的な評価が
なく、面接の有無もわからない。制度の課題は多
く、評価の客観性を担保するためにも評価の数値
化は必要である。 

 

(2) 

・業績評価制度を実施（施行）したことは評価する。 

 

(3) 

・評価基準の設定から評価の運用として、自己評

価・他者評価・学長評価から最終評価といった評

価システムが明確でない。 

 

c 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

（２）教育の実施体制に関する目標を達成するための措置 

 ア 教員の採用と評価の実施 

 （ウ）教員の資質向上  
研究面の資質向上のため、各教員は毎

年定期的に教育・研究・地域貢献活動等
業績を更新することによって、自己評価
を促進するとともに、翌年度の研究計画
を立案する。また、「研究交流広場」を定
期的に実施し、異なる専門分野の研究者
との積極的な意見交換を促進する。 
また、教育面の資質向上のため、ＦＤ

活動を充実させ、「教育実践交流広場」を
実施し、優れた教育実践について教員が
相互研鑽する。また、授業アンケートを
セメスター※ごとに行い、結果を分析、
評価することによって、授業改善を行う。
加えて、教員相互の授業参観や学外への
開放講義も行う。 
※セメスター制とは、４～９月の前学

期と１０月～３月の後学期の２学期を設
け、半年間の学期ごとに授業が完結し、
単位を修得する制度。 

11 すべての教員は、試行的に実施す
る業績評価制度に基づき、業績書を作
成し、次年度に向けた研究計画を立案
する。 

 すべての教員が、次年度に向けた研究計画を立案し

た。 

 

【資料番号】 

 11-1 令和 2年度研究計画書 

  

【今後の課題・方向性】 
 評価結果を踏まえた研究計画の策定を求めるとと
ともに、計画書の提出率を 100％とする。 

b 

(1) 

・ほぼ全ての教員の研究計画が立案・提出されてい

る。 

(2) 

・教員の研究計画書が提出された。 

(3) 

・教員個々の研究の成果との整合性への確認が重要

であり、教員表彰制度との関連の明確化について

も再検討が求められる。 

・業務評価制度と、次年度への研究計画の立案につ

いて、両方の関連性がわからない。もし、研究計

画が次年度業務評価の計画・目標であるのであれ

ば、研究に関する計画だけでは業務評価全体の基

準にはならない。業務評価制度のスキームが見え

てこない。 

b 

 （ウ）教員の資質向上 
12  FD活動の一環として、授業改善を
主たるテーマにした教育実践交流広
場を年間 2 回実施（参加者総数 60 人
以上とする）する。 
そこでは優れた教育実践について

の共有化や、公立化後の学生像の変化

に対し個々の教員がどのように工夫

を凝らしているかなどについて情報

交換を行うとともに、教員同士の相互

研鑽を行う。 

教員同士での相互研鑽の場として、またより良い

授業改善に向けた取り組みとして、「教育実践交流広

場」を計２回実施した（参加者総数 60人）。 

第１回目（7 月 3 日）は、「授業アンケートを用い

た教育改革をどう進めるか」をテーマにして、報告、

議論を行い、現状の授業アンケートの課題や組織的

な振り返りの必要性について確認し、意識の喚起を

行った。 

第２回目（1 月 8 日）は、「アクティブラーニング

を取り入れた授業実践の報告」をテーマにして、報

告、議論を行い、学生が主体的に学ぶためにはアク

ティブラーニングが必要であるなど、アクティブラ

ーニングを取り入れることの重要性を共有するとと

もに、意識の喚起を行った。 

 

【資料番号】 

 12-1 第 1回教育実践交流広場次第、資料、記録 

 12-2 第 2回教育実践交流広場次第、記録 

 

【今後の課題・方向性】 

・引き続き、参加者の増に努める。 

・これまで設定したテーマの振り返りとともに、研

修成果の検証（各教員が実践できているか等）が

必要である。 

a 

(1)(2) 

・教育実践交流広場が２回開催され、参加人数も目

標である 60名に達した。 

・教員同士の情報交換の場となっていることが資料

からも理解できる。ＦＤ活動を継続して、より良

い教育となるよう期待する。 

 

(3) 

・教員同士の情報交換の成果が資質向上に奏功して

いるか等の検証が求められる。 

・参加者数の増加、研修成果の検証が今後に残され

ている。 

 a 

 13 「授業アンケート」をセメスター

ごとに行い、授業改善策に対する効果

など PDCA サイクルが機能しているか

なども含め、結果の分析・評価を行う。 

 再掲 項目 6 
 

b 
再掲 項目 6 

c 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

（２）教育の実施体制に関する目標を達成するための措置 

 イ 教育環境の整備 

 （ア）スチューデントアシスタントの充

実 

対話的討論や課題発見・問題解決型学

習を充実させるため、スチューデントア
シスタント（学士課程の学生が教育の補
助を行う制度）など教育支援体制を充実

させる。 

（ア）スチューデントアシスタントの
充実  
14  

1）スチューデントアシスタント（Ｓ
Ａ）制度の充実を図るべく、現在の
活用状況を踏まえながら、制度の見

直しを行う。 
2）大学の魅力につながる教育を展開
するために、学生や教員の意見も確

認しながら、教室環境の改善に向け
た検討を行う。 

(1）現状のスチューデントアシスタント（SA）制度
の活用状況を検証した結果、ＳＡが教員による紹
介のみで運用されており、特定の教員の間でしか

利活用されていなかった。 
そのため、SA制度を利用する教員も SAとして

参加したい学生についても原則「公募」方式に制

度を見直して運用し SA制度の活性化を図った。 
(2）対話的討論や課題発見・問題解決型学習の充実
を目的とした、教育環境の整備（可動式机の整備、

発表用機器の拡充）を実施した。 
 
【資料番号】 

 14-1 SA募集要項 
 14-2 SA募集科目一覧、SA学生一覧 
 14-3 教室等の仕様・機器等一覧表 

※朱書部が改修箇所 
 
【今後の課題・方向性】 

 昨年度見直しした SA制度（SA登録制、SA利用申
請制）の検証が必要である。 

b 

(1)(2) 

・ＳＡ制度を見直し、利用教員・参加学生ともに原

則、公募制とすることによる活性化が図られた。 

・対話・討論を中心とするための教育環境の整備が

取り組まれた。 

 

(3) 

・新ＳＡ制度の効果の検証など、引き続きＰＤＣＡ
サイクルを回した制度の充実が期待される。 

 
b 

 （イ）カリキュラムの見直し 
社会や学生のニーズに合ったカリキュ

ラムの見直しを適宜行う。そのために、
高校訪問や高校教員説明会等で集約した
要望や意見、地元経済界、自治体、活動
団体などからの要望や意見を参考に、検
討し見直す。 

（イ）カリキュラムの見直し        

15 大学・入試説明会や高校訪問の際

の高校教員との情報交換、および業

界・仕事研究セミナーや学内での企業

説明会における地元企業との情報交

換を行う中で、本学の教育内容や就職

支援等の要望等の聞き取りを行うと

ともに、その内容をまとめ、関係する

センターにおいて報告・確認する。 

また、これらの情報交換等で出され

た意見を踏まえて、カリキュラムや専

門分野、就職支援等において変更が必

要な場合には、適宜見直しを行う。 

大学・入試説明会や高校訪問における情報交換で

は、高校進路指導教員に対してアンケートおよびヒ
アリングを実施した。 
その中で、資格取得に関するニーズや留学の促進

に関する要望があり、大学教育センターと共有し、
語学力強化に取り組んだ。 
  また、業界・仕事研究セミナーでは、就職支援の

方法や求める人材像にかかるアンケートおよびヒア
リングを実施した。 
これらの情報はキャリアサポートセンターで共

有・確認し、今後の就職支援等に活かすこととした。 
 
【資料番号】 

 15-1 大学・入試説明会アンケート結果（一部）         
 15-2 業界・仕事研究セミナーアンケート結果 
 

【今後の課題・方向性】 
 アンケートやヒアリング等で得られた情報につい
て、関係するセンターでの共有・確認とともに、3

センター学生支援対策室等で共有・確認し、人材育
成や教育課程に可能な限り反映していくことが必要
である。 

b 

(1) 

・高校や地元企業と情報交換を実施し、結果の内容

が学内で共有されているが、具体的なカリキュラ

ムの見直しや就職支援にどう活かされたかがや

や曖昧である。 

 

(2) 

・大学・入試説明会や高校訪問の際、高校教員との

情報交換において本学教育内容に関する要望が

採取された。 

・業界・仕事研究セミナーや学内での企業説明会に

おける地元企業との情報交換の中で、就職支援等

への要望等の聞き取りが行われた。 

 

(3) 

・得られた情報について、3センター学生支援対策
室等で共有・確認し、人材育成や教育課程に可能
な限り反映していくことが必要である。 

・外部からの要望だけでなく、授業アンケートの結

果（教育効果）も反映されるべきではないか？ 

 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

（２）教育の実施体制に関する目標を達成するための措置 

 イ 教育環境の整備 

 （ウ）キャンパスミーティングの実施 
「キャンパスミーティング」を年２回開
催して、学生の要望や意見を汲み上げ確
認し、全ての学生が学びやすい教育環境
の整備に努め、教育活動の向上を図る。 

（ウ）キャンパスミーティングの実施     

16 キャンパスミーティングにて提

案された学生からの要望や意見に対

して、どのように大学側が対応し、教

育環境の整備を行ったのかを明確化

するための方策を検討し実施する。 

・キャンパスミーティングは前学期(6 月 19 日)と後
学期(11月 13日)に実施した。前学期は学生 25名、
後学期は学生 75名が参加した。 

・2回のキャンパスミーティングを経て、学生自治会
より公立大学法人に対して 2 通の要望書が提出さ
れた。要望書については学生支援センターおよび教

授会で報告し、全学的に情報共有を行った。要望に
対しては、喫煙所の確保や 7号館改修時における部
室等の確保に配慮することとした。すぐに対応でき

ない要望については今後の検討課題とした。 
 
【資料番号】 

 16-1 キャンパスミーティング議事録 
 16-2 学生自治会からの要望書 
 

【今後の課題・方向性】 
 キャンパスミーティングの実施にあたっては、直
接の関係者も参加してもらいながら効果的な場にな

るように工夫する。 

c 

(1) 

・キャンパスミーティングを実施し、学生からの要

望を聞いているが、要望書への大学からの具体的

な対応に関する資料がないため、実現性が確認で

きない。 

・要望内容の回答に時間がかかり、教育環境整備が

適切になされているとはいいがたい。 

 

(2) 

・2 回のキャンパスミーティングを通じて、また自

治会からの要望書を通して、学生からの要望が学

内で共有された。 

 

(3) 

・キャンパスミーティングで出された学生要望の全

てに応える必要はなく、すぐにできること、対応

に時間のかかることなどを明確に区分けしスピ

ード感を持って回答し、教育環境整備が行われて

いることを明確化すべきと考える。 

・要望の是非、これに対する大学からの回答が資料

化されることによって、より深い学生・大学間の

相互理解、課題解決に向けた優先順位等にもつな

がる。 

 

c 
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第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

 １ 教育に関する目標を達成するための措置 

（３）学生への支援に関する目標を達成するための措置 

ア 学生生活支援 
 

中期目標 
学生の意見や要望を把握し、対策を講じることで、学生支援を推進する。 

また、充実した学生生活が送れるよう、学修活動、課外活動、健康相談等の支援体制の充実を図る。 

併せて、留年者、休・退学者及び未就職者が生じる原因の把握と対策を行い、退学者や未就職者を減らす。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

（３）学生への支援に関する目標を達成するための措置 

 ア 学生生活支援 

 （ア）心身の健康保持支援  

学生の心身の健康の保持を図るため、

教職員と学生相談室（相談員配置）及び

保健室（保健師等配置）を置き、教職員

と学生相談室及び保健室、また、医療機

関と連携して学生を支援する。 

加えて、心の健康相談と早期改善に結び
つくようにキャンパスソーシャルワーカ

ー（大学内で相談援助を行う者）を配置
し、メンタルヘルスを行うとともに、専
門医の受診を紹介するなど、学生支援体

制の充実を図る。 

（ア）心身の健康保持支援 

17 学生のメンタルを含む健康状況の
把握と心身の健康の保持、増進のため
に組織的な支援体制を強化する。 

特に、学生相談室における人的体制
の強化と、学生個々の健康への意識を
図るためにも健康診断の受診率向上

を目指し、健診日を増加させるなど実
施態勢を充実する。また受動喫煙や薬
物等の健康被害を防止するための研

修会等を開催する。 

・令和元年度の学生相談室の利用件数は 79名 533件

である。また、相談員を補充し、新入生アンケート

による呼びかけ相談を実施した。 

・健康診断については 98.6%（昨年度は 80.7%）であ

り、新入生の受診率が向上した。前年度は 3日間の

日程であったが、今年度では 6日間とし、受診の機

会を増やしたことが受診率向上につながったと考

えられる。 

・「健康増進法一部改正」によるキャンパス内原則禁

煙については学生自治会との連携により混乱なく

実施できた。 

 

【資料番号】 

 17-1 学生相談室自発来談状況 

 17-2 学生健診報告（2019年度、2018年度） 

 17-3 2019年 7月以降の喫煙場所 

 （学内周知文・イラスト） 

 

【今後の課題・方向性】 

 複雑化、深刻化の傾向にある学生相談・支援につ

いては学生相談室を軸として対応していく方針であ

る。具体的には学生相談のリーダーとして主任相談

員を採用し、相談員・保健師・関係教職員がチーム

で支援する組織を整える。 

b 

(1) 

・新入生の健康診断受診率向上、学生相談支援の強

化、キャンパス内禁煙等の措置が推進された。 

・受動喫煙や薬物等による健康被害を防止するため

の研修会が開催されたかは確認できない。 

 

(2) 

・学生相談室の利用について、相談員を補充し、新

入生アンケートによる呼びかけ相談を実施した結

果、相談件数は 79名 533件であった。 

・健康診断については、前年度 3日間の日程を 6日

間に伸ばしたことから、新入生の受診率が昨年度

の 80.7%から 98.6%に向上した。 

・「健康増進法一部改正」によるキャンパス内原則

禁煙については学生自治会との連携により混乱な

く実施された。 

 

(3) 

・新型コロナウイルス感染症の影響により、不安を

抱える学生への健康保持支援対策も重要である。 

 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

（３）学生への支援に関する目標を達成するための措置 

 ア 学生生活支援 

 （イ）学修支援 

新入生の大学への適応が円滑に進むよ

う、入学前学習と入学後のオリエンテー

ションの充実を図るとともに、在学生に

はアドバイザー（担任制）による学修支

援及び個別相談を行う体制を整備し、学

業不振による退学者の減少に努める。 

加えて、専門図書の蔵書及び自主学修
スペースの整備など図書館の充実とレフ
ァレンスサービス（利用者が求めた情報
や資料を検索・提供・回答する業務）を
行うなど学修支援の充実を図る。 

（イ）学修支援 

18 新入生の大学への帰属意識醸成が

円滑に進むよう、長野大学の歴史や伝

統に関する特別講演会等を企画する。 

授業への出席状況については出席

管理システムの機能を充実させ、欠席

が続く学生の検出などに活用する。 

また、学生支援検討会から CSW（個

別支援）へ繋がったケース等の情報共

有方法についても検討して体制を強

化する。 

 図書館のさらなる利便性を高め、学

生自治会等の意見を聴取するなどし、

図書（推薦図書・指定図書）の充実と

ともに、学生の自主的な学修環境とし

ての自習エリアの拡大等、整備を図

る。 

 

・入学式後に長島伸一名誉教授による特別講演会「長

野大学のルーツを探る旅」を実施し、長野大学の

伝統と歴史について新入生とその家族に対して確

認・共有する機会を設け、大学への愛着と地域に

支えられた大学であることを認識してもらった。 

・学生の出席状況（特に欠席が連続した場合）に応

じて学生支援担当よりアドバイザー教員に連絡す

る取り組みを強化した。 

・各学部の学生支援検討会での状況から、気になる

学生についてはキャンパスソーシャルワーカー

(CSW)、学生相談室へ情報共有し、必要な場合は支

援する取り組みを実施した。 

・図書館の開館時間についてキャンパスミーティン

グで学生より意見聴取を行った。 

・7号館談話スペースを自習エリアとして整備した。 

 

【資料番号】 

 18-1 長野大学のルーツを探る旅（講演会資料） 

 18-2 学生情報（アドバイザー教員への提供資料） 

 

【今後の課題・方向性】 

 図書館の利用時間については、開館期間の延長の

要望が学生より出ており、図書館運営委員会と相談

して対応する。 

b 

(1) 

・新入生の大学への帰属意識醸成に向けた取組みが

行われ、学生の状況を、学生支援検討会、ソーシ

ャルワーカーや学生支援室で情報共有する方策

がすすめられ、学習環境の整備が図られた。 

 

(2) 

・大学と地域への愛着の醸成に向けた取組みが行わ

れた。 

・学生の出席状況（特に欠席が連続した場合）に応

じた事務局・教員連携支援体制が強化された。 

・問題を抱えていそうな学生へのＣＳＷ、学生相談

室との連携支援が実施された。 

・学生からの要望である図書館の開館時間の検討、

自習エリアの整備が実施された。 

 

(3) 

・中期計画にある新入生の大学への適応が円滑に進

むような取組みの充実も重要と考える。 

・学生の出席状況に応じた取組みをどう強化したの

か、資料からは確認できないため、具体的な対応

の記載が求められる。 

・図書館開館時間の延長を早急に実施検討すべきで

はないか。 

b 

 （ウ）課外活動支援 

学生のサークル、ボランティア、委員

会、自主的な研究活動等を奨励するとと

もに、強化サークルを指定し、支援する

制度の充実を図る。 

また、学生表彰制度を設け、課外活動
等で顕著な成績成果を上げた学生、社会
に貢献した学生を表彰し、さらなる活動
の向上に努める。 

（ウ）課外活動支援 

19 学生に対する表彰（課外活動表彰

制度）や奨励金制度（夢チャレンジ制

度）を活用してさらなる課外活動等の

奨励を行う。 

学生自治会と協力しながら、安全で

快適なサークル活動を推進するため

の各種支援策を講じる。 

・「課外活動表彰」として前学期 8名、後学期 5名に
対して表彰状授与を行った。 

・夢チャレンジ制度には 15件の応募があり、10件が

採用され活動を行った。成果発表として大学祭で成
果のポスター展示および活動報告会を実施した。 

・トレーニングルームの講習会を前後学期 1 回ずつ

実施し、前学期 43 名、後学期 8名の学生が参加し
た。なお、トレーニングルームを利用する学生には
この講習会の受講を義務付けている。 

 
【資料番号】 
 19-1 課外活動表彰者一覧 

 19-2 夢チャレンジャー事業報告 
 19-3 トレーニングルーム学生安全講習会資料 
 

【今後の課題・方向性】 
 夢チャレンジ制度の申請者に 1 年生が少ないた
め、ゼミナール等を通じて周知活動に努める。 

b 

(1) 

・課外活動表彰制度や奨励金制度により学生の課外

活動支援が行われている。 

・安全で快適なサークル活動に向けてトレーニング

ルーム講習会が開催されるなど相応の課外活動

支援が行われている。 

(2) 

・「課外活動表彰」として前学期 8 名、後学期 5 名

に対して表彰状授与が行われた。 
・夢チャレンジ制度には 15件中 10件が採用され活
動し、大学祭でのポスター展示、活動報告会が実

施された。 
・トレーニングルームの利用学生を対象とする講習
会が実施され、計 51名の学生が参加した。 

(3) 

・学生表彰制度は、意欲の高い学生のモチベーショ

ンを高めるため更なる学生の社会貢献につなげ

る指導が期待される。1 年生の夢チャレンジ制度

への参加を促す周知活動が求められる。 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

（３）学生への支援に関する目標を達成するための措置 

 （エ）学生・卒業生アンケートの実施 

学生アンケートやキャンパスミーティン

グを実施し、学生の意見や要望・提言を

聞く体制を作るとともに、卒業生に対し、

学生生活の満足度やその修得効果などに

ついて意見、要望をアンケート調査で聴

取しその結果を今後の教育や学生支援等

の改善に活かす体制を構築する。 

（エ）学生・卒業生アンケートの実施           

20 教育内容や学生支援等の改善に

活かすため、学生アンケートやキャン

パスミーティングを実施する。また、

卒業生からの意見聴取（アンケート

等）を行い、教育環境や学生支援等の

改善に向けた検討を行い各担当へ情

報共有を図る。 

 

・卒業生へのアンケートを卒業判定結果発表の際に
実施し、その結果を学生支援センターおよび教授会

で共有した。アンケートでは、本学に対する肯定的
な意見が多くみられたため、質問内容に見直し、課
題を抽出できるようなアンケートにしていく必要

があることを確認した。 
・キャンパスミーティングについては、項目 16に記
載。 

 
【資料番号】 
 20-1 卒業生アンケート集計 

 
【今後の課題・方向性】 
・卒業生アンケートの質問内容を見直し、大学運営

の改善に向けて効果的な情報を収集できるような
内容にする。 

・キャンパスミーティングで学生との対話の基礎は

築きつつあるので、今後はより多くの教職員の参
加を促したい。 

b 

(1)(2) 

・卒業生へのアンケートが実施され、貴重なデータ

が取れている。 

 

(3) 

・アンケート結果から満足度が高い項目が多く、設

問方法の再検討が求められる。また、現状でも学
習環境などの課題も見受けられるため、学内で課
題を共有し、改善するための取組みが求められ

る。 

 
b 

 ア 学生生活支援 

 （オ）学生への情報伝達体制の整備・構

築 
安全で快適な学生生活を送ることが

できるよう、休講情報、災害情報、気候
情報、防犯情報、その他緊急を要する情
報など長野大学専用のポータルサイト
を活用して、迅速に情報を伝達する。 

（オ）学生への情報伝達体制の整

備・構築 

21  防災訓練等緊急時を想定した状

況下において、ポータルサイトや学

内音響システムの効果的な利用方法

を検討しさらに強化する。 

 長野大学大地震対応マニュアル

（ポケット版）を作成・配布し、防

災に対する啓発を行う。 

・台風 19 号による被災状況を把握するため、ポー
タルサイトとメールシステムを利用した情報収集

を実施した。学生 1,441名に対して安否確認がで
きた学生は 968名だった。 
この情報は学生支援センターで情報共有し、安

否確認できなかった学生については各学部のアド
バイザー教員に知らせ、必要に応じて確認しても
らうこととした。 

・台風（水害）に対する情報は「大地震対応マニュ
アル」には掲載されておらず次年度の内容改定に
際して情報を追加することとした。 

 
【資料番号】 
 21-1 台風 19号学生調査結果報告 

 
【今後の課題・方向性】 
台風 19 号の水害で大地震対応マニュアルでは内

容が不十分だったため、内容を見直し、タイトルも
災害対応マニュアルと改める。 
安否確認については、災害時連絡用メールアドレ

スの設定を行い、次回以降活用できる見込みとして
いる。 

b 

(1)(2) 

・令和元年東日本台風（台風第 19号）による被災

状況を把握するため、ポータルサイトとメール

システムを利用した情報収集を実施されたが、

安否確認率は 67%に留まっている。緊急時の把握

が十分とは言えない。改善の余地がある。 

 

(3) 

・緊急時の学生の安否確認は重要である。令和元

年東日本台風の際は、緊急時にポータルサイト

等を利用し情報収集されているが、更なる学生

の安全を確認できる対応・対策が求められる。 

・今回の経験の台風を含む「災害対応マニュアル」
の検討が求められる。 

・マニュアルの作成だけでなく、実際に行動でき

るか、防災訓練等での検証が必要である。 

 

 

c 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

 ア 学生生活支援 

 （カ）学生支援の充実による退学率の減
少：上記の教育及び学生支援の（１）か
ら（３）の目標を踏まえた計画 
学生の退学の主な理由は、「就学意欲を

見出せないことによる学業不振」、「メン
タル上の課題」、「経済的事由」などとな
っている。退学率の減少にかかる基本的
な対策としては、 
１）学生の授業への出席状況及び単位

修得状況の把握と面談支援、 
２）学生のメンタルを含む健康状況の

把握と相談支援、 
３）学生の生活や経済状況の把握と経

済支援制度の拡充、などを図る。 
特に、「就学意欲を見出せないことによ

る学業不振」への対策としては、学生が
目標をもちながら計画的に学習できる制
度や仕組みについて検討するとともに、
学生がこれまでの自分について振り返
り、大学の学びや将来の進路の方向性を
主体的に考えられるような機会について
検討する。 
学生の計画的学習のために、 
Ａ）授業における予習・復習の重視と

単位の実質化、 
Ｂ)履修制限単位数の設定、 
Ｃ）未修得単位の追加履修（各学期の

未修得の一定単位分を次期において履修
可能にする）、 
Ｄ）アドバイザー教員による学生の出

席・単位修得状況の把握と、出席不良・
単位未修得学生の学習支援、などを行う。 
また、学生の主体的学習のために、 
Ａ）これまでの自分の生き方について

対話の中で振り返り、これからどのよう
に生きていくのか（ないし仕事をしてい
くのか）を協働で考える「全学共通ゼミ
ナール（初年次ゼミナール）」、 
Ｂ）協働作業や対話の中から多面的な

視点で物事を考え、今後の方向性や自ら
の仕事のありようについて考える「ゼミ
ナール、実習・ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ」、 
Ｃ）地域（社会、企業・組織）の現状

を捉えて、地域をこのようにしたいとい
うことについて、地域住民、地域企業・
組織と学生とが協働で考える「プロジェ
クト」などを推進する。 

（カ）学生支援の充実による退学率の

減少 

22 各学部において学生支援検討会

を定期的に開催し、学生の単位修得状

況、出席状況、及び動向を把握すると

ともに、それぞれの学生の状況に応じ

た学習・生活支援について検討する。 

 特に、新入生の情報収集については

相談室の体制強化を行い、成績発表や

長期休業前後など、そのときどきに応

じた組織的な支援を提供することで、

より丁寧な学生対応を行う。 

・各学部で学生支援検討会を行い、学生支援センタ

ーで確認した。支援が必要な学生については学生
相談室と問題を共有し、学生相談室でカウンセリ
ング等の支援を行った。 

・相談室による新入生アンケート結果から呼びかけ
相談の連絡をして、7件に対して面談を実施した。 

・学生相談室会議においてと CSWの相談案件も報告

することとし、情報共有体制を強化した。 
・学生の出席状況については出席管理システムを使

用して教育支援担当と学生支援担当でデータの共

有化を図り、適宜教員に情報提供を行った。 
・上記取組みの結果、退学率は 2.54％となり前年度

2.57％を下回った。（項目【1】参照） 

 
【資料番号】 
 22-1 学生支援センター運営委員会議事録 

 22-2 学生相談室定例会議議事録 
 22-3 学生相談室事例検討会会議報告 
 

【今後の課題・方向性】 
複雑化、深刻化の傾向にある学生相談・支援につ

いては学生相談室を軸として対応していく方針。 

具体的には学生相談のリーダーとして主任相談員
を採用し、相談員・保健師・キャンパスソーシャル
ワーカー、関係教職員がチームで支援する組織を整

える。（項目 17と同じ） 

b 

(1)(2) 

・学生の学習等状況の把握に努め、学生支援検討会

を開催するなど、学内で情報共有し、学生に対し

て、カウンセリング等の学習・生活支援が行われ

ている。 

・新入生についてはアンケートを基に、7件に対し

て呼びかけ、面談が実施された。 
・学生の出席状況については出席管理システムを使

用して教育支援担当と学生支援担当でデータの

共有化が図られ、教員への情報提供が行われた。 
・昨年度より退学率が改善した。 

 

(3) 

・複雑化、深刻化の傾向にある学生相談・支援につ

いては、今後専門家としての相談員・保健師・キ

ャンパスソーシャルワーカー、関係教職員による

チームとしての支援体制の強化が求められる。 
・相談室が教員に周知を図り、教員の対応力の評価

を行うことも必要ではないか。SDや FDの一環で
もある。 

b 
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第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

 １ 教育に関する目標を達成するための措置 

（３）学生への支援に関する目標を達成するための措置 

イ 経済的支援 
 

中期目標 経済的に困窮している学生に対する支援や、学生の学修意欲を喚起するための経済的支援を行う。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

 イ 経済的支援 

学生の学修意欲を喚起するため、特待

生制度の充実を図るとともに、罹災・災

害等にみまわれた学生や生活に困窮した

学生への経済支援制度・奨学金の充実を

図り、経済的理由による退学者の減少に

努める。 

そのため、他の公立大学の取り組み状
況を調査検討し、合わせて学生の経済状

況の把握に努め、経済支援制度・奨学金
を開学後早期に確立する。 

23 授業料減免制度、奨学金制度など

の運用を通して、経済困窮学生の支援
や意欲の高い学生の活動支援につい
て十分かどうかを検討し、必要な場合

には見直しを図る。 
 令和 2（2020）年度導入予定の国の
高等教育無償化制度導入に向けて、機

関要件確認申請、減免規程の見直しな
どを進める。 

・奨学金制度（特待生制度）により対象学生 33名に

対して支援を実施した。 
・授業料減免制度により 86名の学生に対して経済的

支援を実施した（授業料全額減免：36名、1/2減

免：50名）。 
・高等教育無償化の説明会を開催し、93名の学生が
参加した。機関要件の確認申請については、設置

者より機関要件認定を受けた。減免規程の見直し
については、この制度が定められたことを契機と
して従来制度と本制度の内容を比較検討した結

果、不利益になる学生が概ねいないことを確認し、
本制度に移行することとした（機関要件申請、規
程整備に関しては項目 77、81に記載） 

・台風 15号と 19号の被災学生（6件）に対し、経済
支援制度の適用し、支援を行った。 

 

【資料番号】 
 23-1 特待生（奨学金）、授業料減免対象者資料 
 23-2 高等教育の修学支援（説明会資料） 

 23-3 学生支援センター運営委員会議事録（罹災
学生への経済支援） 

 

【今後の課題・方向性】 
 特待生制度については採用予定者を現状の 33名と
するが、支給額を減額して対応する方針である。（20

万円→13万円） 

a 

(1)(2) 

・奨学金制度（特待生制度）授業料減免制度により

意欲の高い学生の活動支援や経済困窮学生の支

援が行われている。 

・また、次年度導入の高等教育無償化制度について

は、設置者より機関要件認定を受け、導入に向け

た検討が行われた。 

・当該年度台風の被災学生に対して、経済的支援が

行われた。 

 

(3) 

・円滑な新制度への移行・対応が求められる。 

・新型コロナウイルス感染症への対応として、学生

への経済的支援、留学生への対応などが求められ

る。 

 

a 
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第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

 １ 教育に関する目標を達成するための措置 

（３）学生への支援に関する目標を達成するための措置 

ウ 障がいのある学生支援 
 

中期目標 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に基づき適切な対応をとり、障がいのある学生などに対する支援を行う。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

 ウ 障がいのある学生支援 

 障がいのある学生に対するノートテイ

ク等による情報保障に加え、障害を理由

とする差別の解消の推進に関する法律に

基づき適切な運用を行う。 

また、「障がいのある学生との懇談会」
を年２回開催し、そこで出された支援内

容や施設設備（バリアフリー）に対して
の意見や要望を吸いあげ、学生支援体制
の充実を図る。 

24 障がいを理由とする差別の解消の

推進に関する法律で定められている

合理的配慮や、障がいのある学生の多

様なニーズに対応できるよう教職員

への研修等を実施し、支援体制のさら

なる充実を図る。 

 一方で、県内外の高等学校や特別支
援学校（盲学校、聾学校、養護学校）

に対し、障害学生支援室の各種取り組
みに関する情報発信を継続して推進
する。 

・「障害のある新入生ガイダンス」を実施し、新入生

4名に対して必要なガイダンスを行った(4月 1
日)。 

・「障害のある学生との懇談会」を実施し、学生 3名、

教職員 21名の参加を得た(6月 26日、1月 22日)。
後学期については障がい学生に将来を見据えるこ
とを促す目的で、社会で活躍する障がいのある卒

業生を招いて講話を行った。また、「ノートテイク
ワークショップ・懇談会」を実施し、テイカー5
名、利用学生（聴覚障がい）1名、教職員 4名の参

加を得た（9月 19日）。 
・聴覚障がいの情報保障を担うアプリ「UDトーク」

技能者養成講座・講習会を 2回実施し、学生 15名、

教職員 9名の参加を得た(7月 11日、1月 14日)。 
・「ノートテイカー養成講座」を 2回実施し、学生 23

名の参加を得た(5月 18日、10月 5日)。 

・肢体不自由者のための階段避難用具導入及び使用
方法に関する講習会を実施した。（6月 26日障害の
ある学生との懇談会で実施） 

・「バリアフリーキャンパスを目指して」（障害学生
支援制度パンフレット）を改定し、本学ホームペ
ージに公開し、新入生と教職員へ配布するなど周

知を行った。 
・特別支援学校等からの問い合わせに対応し、情報

支援及び学内のバリアフリー状況について紹介を

行った。 
 

a 

(1)(2) 

・障がいのある学生に対して、ガイダンス・懇談会・

ワークショップ、ＵＤトーク講習会、ノートテイ

カー養成講座、等様々な取組みが行われ、支援体

制の充実が図られている。また、学外に向けたバ

リアフリー状況の広報発信が行われている。 

 

(3) 

・障がい学生減少傾向の中、本学が培ってきた障が

い学生支援制度を受け継ぎ、更なる発展につなげ

る方向での構築が求められる。 

・培ってきた仕組みは強みとなる素地であるので堅

持、発展させるべきである。 

 a 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価

区分 

 ウ 障がいのある学生支援 

   【資料番号】 
 24-1 障害のある新入生ガイダンス資料 
 24-2 障害のある学生との懇談会資料 

 24-3 ノートテイクワークショップ・懇談会資料 
 24-4 「UDトーク」技能者養成講習会資料 
 24-5 ノートテイカー養成講座資料 

 24-6 エアーストレッチャー講習会資料 
 24-7 障害学生支援制度パンフレット 
 24-8 学外からの訪問者等 対応状況 

 
【今後の課題・方向性】 
 障がい学生が減少傾向の中、本学が培ってきた障

害学生支援制度をどのように受け継いでいくかが検
討課題となるが、聴覚障がい者への対応としては、
現在も運用しているアプリを活用した支援策を基本

として構築していく方針。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

 

 

第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

 １ 教育に関する目標を達成するための措置 

（３）学生への支援に関する目標を達成するための措置 

エ 就職支援 
 

中期目標 
インターンシップや実習等の強化、拡充を図るとともに、卒業生の就職後のフォローを行うなど、企業・組織との連携強化により就職先を拡大させ、就職決定率及び地域内就職率（上田地域

定住自立圏域内就職率）を向上させる。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

 エ 就職支援 

 （ア）就職指導体制の整備 
 大学卒業後の就職・進学の方向性を自

覚的・主体的に考えられるよう、また、
卒業生に対する就職者・進学者の割合を
高めるよう、さらに、地域内就職者の割

合を高めるよう、これまで展開してきた
特別コース※を推進していくとともに、
低学年からのキャリア教育の強化や、

個々の学生の資質、希望を的確に把握し、
指導する体系的な体制を整備する。 

 

（ア）就職指導体制の整備 

25 学生が地域や社会でどのように

生きていくのかを考えられるように

するために、企業・組織・地域住民と

連携したゼミナール・プロジェクトを

積極的に推進する。 

 3 年次、4 年次を中心としたキャリ

ア教育・支援では必ずしも十分ではな

いことから、平成 30（2018）年度は 2

年次以降を対象にした「キャリアデザ

イン論」を立ち上げ、インターンシッ

プに向けた準備や卒業後の進路をイ

メージできるような内容に構成する

とともに、1年生向け・2年生向け「就

職活動ガイダンス」を実施した。 

令和元（2019）年度は、それらの内

容の拡充を図り、学生の職業観を低学

年から段階的に養成するキャリア教

育・支援を展開するとともに、引き続

き、正課科目（職業観養成科目）、キ

ャリアディベロップメントプログラ

ム（採用試験・検定試験対策講座）、

及び就職活動支援イベント（ガイダン

ス、ゼミナール、研究セミナー）を実

施する。 

特に、イベントの実施においては、

地域企業・県内企業による支援をより

強化する。 

 以上のように、学生が自身の将来を

意識し、方針を定め、その方針に向け

た具体的な準備や取組みができるよ

うな就職活動指導を行う。 

・学生が就職を考える上で重要となる正課の授業（職
業観養成科目、ゼミナール、インターンシップ）

を進めるとともに、正課外のキャリアガイダンス、
就職活動ゼミナールなど各種イベントを展開し
た。1.2年生向け「就職活動ガイダンス」において

は、前年度の学生アンケートの結果をもとに、グ
ループワークを取り入れ、具体的に就職活動をイ
メージしてもらうなど、内容を一部見直した。 

・新たな取り組みとして、ガイダンスの開催方法を
学年一斉開催から社会福祉学部と環境ツーリズム
学部、企業情報学部に 2分し、学部の特徴に配慮

したガイダンス内容とするなど、内容の工夫や充
実を図った。また、正課科目(職業観養成科目）に
おいては、授業との連携を図りながら、学生主体

のインターンシップ報告会を側面的に支援した。 
・さらに、地元企業の会社見学会の実施や上田信用
金庫と連携し、「長野大学生と地元企業との面談

会」を開催するなど、業務内容の見直しと新規取
り組みを積極的に行った。 
 

上記に関する具体的な取組みは、項目 26～35に記
載の通り。 
 

【資料番号】 
 25-1 求人のための大学案内（stepUP） 
 

【今後の課題・方向性】 
 項目ごとの課題・方向性についてはそれぞれに記
載の通り。 

a 

(1)(2) 

・就職活動に資する正課科目「職業観養成科目」、

ゼミナール、インターンシップ授業では、前年度

のアンケート結果を踏まえ、内容改善に取り組ま

れている。 

・また「就職活動ガイダンス」、地元企業等と面談

など、様々な機会をとらえて学生の就職支援が推

進されている。 

・正課授業、正課外ともに、きめ細かな就業への意

識付けのプロセスがなされている。 

 

(3) 

・公立化後、県外出身の学生が増える中、市内外企

業への就職支援をどのように行うか再考が求め

られる。 

・定型的な職業観、人生観の提示は、大方の学生に

はありがたいかもしれないが、教育上の設定に留

意が必要である。 

 

a 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

 エ 就職支援 

 具体的には、 

１）低学年からの企業・組織・地域社会

の課題発見・問題解決型のゼミナールや
プロジェクトの推進、 

 

26 また、中期計画で挙げた具体的事

項を継続して実施するとともに、それ

らの諸項目の内容的な拡充を図る。                    

１）企業、自治体、団体、住民と連携

した課題解決型のプロジェクトを拡

充するとともに、新規プロジェクトの

始動を検討する。 

地域の企業、団体等とも協働して地域課題解決にか

かるゼミナール、プロジェクトを本年も継続的に推進

した。 

具体的には、知財活用プロジェクトを産学金協働で

継続的に推進するとともに、今年度新たに賃貸住宅系

企業に対して新規事業の提案を行った。 

また、地元の食品企業との協働プロジェクトを新た

に立ち上げるべく、調整を開始した。 

 

【資料番号】 

 26-1 知財活用ステューデントアワードスケジュール 

 26-2 知財プロジェクトステューデントアワード

長野地区大会開催要項 

 26-3 レオパレス 21提案報告会 

 

【今後の課題・方向性】 

 学生が将来、地域や社会でどのような活動や取り

組みをしたいかを考え、体験するために、引き続き地

域協働型教育の拡充を図る。 

また、地域協働型教育のグッドプラクティスの確

認や、各教員の取り組みを検証する。 

a 

(1)(2) 

・地域の企業、団体等と協働した地域課題解決型ゼ

ミナール、プロジェクトが継続的に推進されてい

る。 

・企業連携による地域課題解決を学生にさせながら

就業意識を上げていく取組みは評価できる。 

 

(3) 

・これらの経験が学生の就職に活かせる取組みとな

ることが期待される。 

・学生主体で取り組めるようになれば、教育効果と

しても大きなものとなる。教育カリキュラムの中

でも重要な位置づけとなる。体系化できるか期待

している。 

 

a 

 ２）学生の職業観を低学年から段階的に
養成するキャリア教育（職業観養成科目）
及びキャリアディベロップメントプログ

ラム（採用試験・検定試験対策講座）の
整備、 

 

27 ２）学生が目標をもって学びや生

活ができるようキャリアガイダンス

を実施し、必要な場合には見直しを図

る。 

・1～3 年生を対象に、学年ごとに段階的に職業観を

養成できるようキャリアガイダンスを開催した。

ガイダンスの中で先輩学生を通じて、将来を意識

した学生生活の重要性を伝えた。 

（参加人数）1年生：157名 2年生：273名 

3年生：329名 

・公務員の採用担当者を招聘し、公務員ガイダンス

を開催した。学生が今後の目標や方針を持ち、今

後の学びや生活が進められるような企画とした。 

（受講者数）行政職・保安職等 55名 専門職 61名 

・各種採用試験講座、検定試験対策講座等を実施した。 

 （受講者数） 

①公務員対策講座 

 1年生：「教養Ⅰ」28名 2年生：「教養Ⅱ」117名 

 3年生：「教養Ⅲ」47名 4年生：「試験直前対策講

座」31名 

 

b 

(1) 

・学生が職業観を養成できるよう、1～3年を通じた

各種キャリアガイダンスが実施されたことは評

価できる。具体的な公務員ガイダンス、各種採

用・検定試験講座の開講も有効と考える。 

 

(2) 

・1～3 年生を対象に、学年ごとに段階的に職業観

を養成できるようキャリアガイダンスが開催さ

れた。参加者も多く、学生からの評価も高い。先

輩学生の話により将来を意識した学生生活の重

要性が認識された。 

 

(3) 

・就職に対しての意識の醸成を低学年から行うこと
で、学生の学びも実践的になっていく。講座内容
の点検と見直し、それらに対応した教育プログラ

ムなどの支援が今後とも望まれる。 

・ただし、就職するために大学に入学するわけでは
ないことに留意が必要である。 

a 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

 エ 就職支援 

   ②国際キャリア講座 

 英語コース：22名 中国語コース：21名 

③教員採用試験対策 

 1年生：教員採用試験入門 15名 

 2年生：教職教養概論   13名 

④簿記会計 

日商簿記 3級対策講座   11名 

 

【資料番号】 

 27-1 キャリアガイダンス資料 

 27-2 キャリアガイダンスアンケート集計結果 

 27-3 公務員ガイダンス資料 

 27-4 特別コース等キャリア講座受講者数 

 

【今後の課題・方向性】 

 学生が将来に向けてどのような準備が必要となる

のかを理解し行動できるように、継続して講座内容の

点検と見直しを行う。 

 

 

 

 ３）学部の特性を踏まえたインターンシ
ップ先（実習先）の開拓と実習内容の拡

充、 

 

28 ３）インターンシップ協定先への

学生派遣とともに、インターンシップ

協定の拡充・強化を図る。また、商工・

経済団体等と連携し長野県および上

田地域定住自立圏域内におけるイン

ターンシップの受け入れ強化を図る。 

・今年度、新たにインターンシップ協定を 3 件締結

し、受入先の拡充、強化を図った。(協定先：㈱東

急リゾートサービス、㈱道の駅あおき、信州ハム

(株)） 

・1・2 年生対象のプレインターンシップ受入につい

て、地元企業 25社に協力を依頼し承諾を得た。 

・インターンシップでは学生が実習を通じて働く意

味を考え、職業人としての自己成長を図るよう支

援した。また、インターンシップ報告会は、学生

主導で企画・運営を行い、参加企業の担当者等に

その様子を見ていただいた。 

 

【資料番号】 

 28-1 インターンシップ事業にかかる協定書 

 28-2 プレインターンシップ協力企業一覧 

 28-3 インターンシップ報告書 

 28-4 インターンシップ公開報告会アンケート集

計結果 

 

【今後の課題・方向性】 

 引き続き、協定締結に向けて努力するとともに、

職業観養成のためのインターンシップが可能な地元

企業の受入先を確保する。 

b 

(1)(2) 

・インターンシップ協定先・受入先の拡充、強化が

図られ、プレインターンシップ受入れも拡大して

いる。インターンシップを通しての様々な経験か

ら学生が多くを学んでいることが報告書からわ

かる。 

 

(3) 

・受け入れ先の確保と学生支援が継続的に求められ

る。 

・学部によって参加率に大きな差があり、企業情報

学部、社会福祉学部からの参加者を増やす対策が

必要ではないか。 

・商工会議所や企業等へのインターンシップ協力へ

のアプローチを幅広く、更に声を大きくして行う

べきではないか。 

 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

 エ 就職支援 

 ４）学生が進路に向けた活動時に就職活
動に注力できるような学生の履修支援体
制の整備、 

 

29 ４）学生が将来を意識し、目標を

もって学びや生活ができるようにす

るために、ＧＰＡ制度については、各

学期において学生が自身のポジショ

ンを把握し今後の対策を考えるため

に活用することを基本とし、就職・大

学院進学に向けた指導や、特待生など

の成績上位者の特定など、幅広い観点

からその運用・活用について検討す

る。 

・GPA制度の導入により、学生が自身の成績評定の結

果を認識できるとともに、漫然と授業を履修する

のではなく、評定の目標をもちながらそれぞれの

授業を履修できる体制とした（GPA制度については

項目 7に記載）。 

また、就職や大学院進学への推薦基準等にも活

用するようにして、学生に対しては就職や進学を

考える上で GPA 制度の重要性を認識してもらいな

がら運用した。 

・学生が適した時期に進路に向けた活動ができるよ

うに、GPA 制度以外にも、1・2 年生を対象とした

キャリアガイダンスの実施や、インターンシップ

の実施に向けた準備を行った。 

 

【資料番号】 

 29-1 GPA活用例（就職・進学学内推薦募集） 

 

【今後の課題・方向性】 

 学生がそれぞれの授業の意味を考えつつ、将来に

向けて目標をもちながら段階的に知識・能力・態度

の涵養を実際に図ることができるような履修支援の

体制および方策を考える。 

b 

(1)(2) 

・GPA 制度が就職、進学に影響を及ぼす（有利に

働かせることができる）ことを学生に認識させる

取組みとなっている。 

・GPA 制度を導入し、就職や大学院進学への推薦基

準等にも活用・運用されている。 

・学生が適した時期に進路に向けた活動ができるよ

うに、GPA制度以外にも、1・2年生を対象とした

キャリアガイダンスの実施や、インターンシップ

の実施に向けた準備を行った。 

 

(3) 

・学生に成績評定の結果を認識させ、就職・進学指

導に活用するための方策として GPA 制度の利用

が考えられているが、GPA 制度が学生の就職活

動に注力できる支援となっているか、その効果が

明確に示されていない。 

・学生が将来に向けて目標を持ちながら、段階的に

知識・能力・態度の涵養を図ることができるよう、

履修支援の体制や方策が求められる。 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

 エ 就職支援 

 ５）学生が進路を選択・開拓する上で有
用な就職活動ガイダンス・就職活動ゼミ
ナール（採用担当者・実務家の招聘によ

る職業観の養成、業界・企業・事業・仕
事の理解、コミュニケーション能力やマ
ナーの涵養、自己紹介書の作成支援、面

談練習支援）の実施、 

 

30 ５）学生が将来を見据え、進路（就

職・進学）を選択し、具体的な活動を

進めていくということを念頭におき、

「就職活動ガイダンス」「就職活動ゼ

ミナール」「各種講座」「面談支援」な

どの一連の就職活動支援を行う。 

また、ガイダンス、ゼミナールにお

いては、就職活動に関する知識や技能

の習得とともに、学生が目標をもちな

がら就職活動を進めることができる

ように、卒業生や採用担当者を招聘す

る。 

・キャリア（就職活動）ガイダンスの実施について

は、項目 27再掲。 

・3年生を対象とした就職活動ゼミナールを定期的に

実施した。 

・学生が様々な生き方や考え方に触れ、自分自身の

今後の生き方を考えるために、講演や講義とは異な

る少人数の対話型の講座を開講した。 

・3年生後学期に進路確認のための個別面談を実施す

るとともに、希望者には、自己紹介書(エントリー

シート、履歴書など）の作成にかかる支援を行った。 

・就職活動ゼミナールでは、就職活動への意識づけ

を行うために、本学を卒業して間もない卒業生に、

自身の所属する企業や仕事について紹介していた

だき、また大手電機メーカーと地元企業の採用担当

者を招き、採用担当者が面接中に学生のどんなとこ

ろを見ているか、面接官の質問の意図等を聞くとと

もに、採用担当者の視点からアドバイスをいただい

た。 

 

【資料番号】 

 30-1 キャリアガイダンス、就活ゼミ年間スケジ

ュール 

 30-2 就活ゼミ資料例 

 30-3 就活本音トーク資料 

 

【今後の課題・方向性】 

  学生が進路選択するうえで有用な情報の提供・確

認ができるよう、引き続き、ガイダンス内容を見直

していく。 

a 

(1)(2)  

・1～3年生対象のキャリアガイダンス、3年生対象

就活ゼミなど、就職活動支援が実施され、就活本

音トークでは卒業生や企業の採用担当者などの

具体的な話を聞く機会が用意され、学生の就職活

動への興味が喚起されている。 

・定期的なキャリア（就職活動）ガイダンス、就職

活動ゼミナール、進路確認のための個別面談の実

施、卒業生に自身の所属する企業や仕事について

の紹介、大手電機メーカーと地元企業の採用担当

者による講演など、計画されたことは全て実施さ

れている。 

 

(3) 

・就職活動支援に取り組んだ結果、どのような成果

が得られたか。PDCA サイクルを回して、毎年度、

見直しが必要。 

・学部間による差がないよう支援を求める。 

 

 

a 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

 エ 就職支援 

 ６）上田地域定住自立圏域をはじめとす
る県内の企業・組織を招聘した合同企業

説明会（業界・仕事研究セミナー）及び
個別企業説明会の実施、 

 

31 ６）上田地域定住自立圏域をはじ

めとする、県内の企業・組織を招聘し

た業界・仕事研究セミナー、個別企業

説明会を実施する。 

特に業界・仕事研究セミナーの実施

にあたっては、学生が広く業界・企

業・事業・仕事などを理解することや、

各学部の学びを重視した内容や構成

に努める。 

個別企業説明会においては、県内お

よび上田地域定住自立圏内企業・組織

の参加の増加を促す。 

また、上田地域定住自立圏域内の商

工・経済団体等との連携により、学生

の地域内企業見学会等を推進し、本学

学生の地域内企業への認知度向上を

図る。 

・学生が広く業界、企業、事業、仕事などを理解す

ることに重きを置き、計画に基づき、3年生を対象

に業界・仕事研究セミナーを開催した。招聘した

企業のうち上田地域定住自立圏内の企業の割合は

43.3％(平成 30年度 46.3％、平成 29年度 42.1％）

である。 

・4 年生を対象に、合計 68 社の学内単独企業説明会

を開催した。(平成 30 年度 52 社、平成 29 年度 64

社) 

・1 年生から 4 年生を対象とした地元企業の見学会

は、昨年の 3 社から今年は 16 社（128 名の参加）

に拡大した。 

・上田信用金庫と連携し「長野大学生と地元企業と

の交流会」を開催した。（16 企業が参加し、30 名

の学生の参加があった) 

 

【資料番号】 

 31-1 業界・仕事研究セミナー案内 

 31-2 学内単独企業説明会開催一覧 

 31-3 上田地域プレインターンシップ構築業務実

施報告書 

 31-4 企業見学・プレインターン周知資料 

 31-5 「長野大学生と地元企業との交流会」資料 

 

【今後の課題・方向性】 

県内出身者が減少する中で、引き続き、地域企業

の説明会や見学会等を実施し、学生の地域内企業の

認知度向上を図る。 

b 

(1)(2) 

・業界・仕事研究セミナーをはじめ、学内単独企業

説明会や企業見学会（参加者が昨年より大きく増

加）、長野大学生と地元企業との交流会を開催す

るなど、上田地域定住自立圏域及び県内企業を学

生に知らせる努力がなされている。 

 

(3) 

・アンケートを見ると、必ずしも上田市内への就職

希望が多くはない。取組みの成果を検討するとと

もに、県内出身者が減少する中で、引き続き学生

の地域内企業の認知度向上を図る方策への取組

みが必要である。 
 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

 エ 就職支援 

 ７）学生の大学院（修士課程）進学に向

けたアドバイザー教員による研究計画策
定支援、口頭試問対策支援及び専門試験
対策支援の実施、 

 

32 ７）学生の大学院進学に向けたア

ドバイザー教員による研究計画策定

支援、口頭試問対策支援及び専門試験

対策支援を行う。 

・年度計画通り支援を実施した。結果として 7 名が

大学院に進学した。 

・今年度初めて大学院合格者による報告会を開催し、

大学院進学決定者から進学を目指す学生へアドバ

イスを行った。 

 

【資料番号】 

 32-1 大学院等進学先一覧 

 32-2 大学院合格者報告会資料 

 

【今後の課題・方向性】 

 大学院進学者の増加が予想されるので、引き続き、

教員による支援と、進学決定者報告会により進学に

向けた支援を行う。 

a 

(1) 

・7 名の大学院進学者が出ているが、大学としての

具体的支援内容が示されていない。 

 

(2) 

・年度計画通り支援が実施され、結果として 7名が

大学院に進学した。 

・今年度初めて大学院合格者による報告会が開催さ

れ、進学を目指す学生へアドバイスが行なわれ

た。 

 

(3) 

・個別対応ではなく進学に向けた支援体制の整備が

必要と考える。 

b 

 ８）アドバイザー教員及びキャリアカウ
ンセラーによる学生の就職・進路にかか

る状況把握と相談支援体制の強化、など
を図る。 

※特別コース：資格の取得（TOEIC、

中国語検定等）や採用試験合格（公務員
等）に向けて、低学年から取り組む学部
横断型のコース 

33 ８）学部教授会の学生支援検討会

における学生の就職活動の状況把握

及び捕捉の機会を、就職活動時のみで

はなく、就職活動のピークが終わる 10

月から 12月においても設定する。 

・学生支援検討会で学生の就職状況の把握を行うと

ともに、キャリアサポートでも定期的に状況把握

を行い、就職未決定の学生には、2名のキャリアカ

ウンセラーを中心に、継続的に個別の相談支援や

企業紹介等の就職支援を行った。 

・就職活動のピーク後の 10月～12月開催の学部教授

会においても、学生の就職や進路にかかる状況把

握を行い、関係部署と連携しながら学生の指導に

活かした。 

 

【資料番号】 

 33-1 面談スケジュール 

 

【今後の課題・方向性】 

 キャリアサポートの教職員が充分に状況を把握で

きない学生や、就職活動が充分に展開できていない

学生への対応（状況確認、動機形成、企業・組織紹

介、面談指導等）が、今後の課題として挙げられる。 

b 

(1) 

・就職活動ピーク後を含む年間を通して、学生の就

職活動の状況把握が行われ、就職支援が行われて

いる。 

 

(2) 

・学生支援検討会で学生の就職状況の把握を行うと

ともに、キャリアサポートでも定期的に状況把握

を行い、就職未決定の学生には、2 名のキャリア

カウンセラーを中心に、継続的に個別の相談支援

や企業紹介等の就職支援が行われている。 

・就職活動ピーク後の 10 月～12月においても、学

生の就職や進路にかかる状況把握を行い、関係部

署と連携しながら学生の指導が行われた。 

 

(3) 

・キャリアサポートの教職員が充分に状況把握でき

ない学生や、就職活動が充分に展開できていない

学生への対応（状況確認、動機形成、企業・組織

紹介、面談指導等）が、今後の課題として挙げら

れる。 

b 

 

 

 

 

 

 



 

33 

 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

 エ 就職支援 

 （イ）企業・組織との連携強化による地

域人材の育成と輩出 

 

【地域が求める人材の育成に向けた取

組】 

就職支援については、社会に有用な事

業を展開する地域内・地域外の優良企

業・組織を特定し、学生に対して適宜紹

介するとともに、学生がそれら企業や事

業・仕事の特徴などを理解し、効果的な

就職活動が展開できるように支援する。 

特に、地元企業・組織（国際的な事業

を展開する企業・組織を含めて）につい

ては、ヒアリング調査や卒業生との繋が

りを強化するなど、地元企業・組織が求

める人材像（能力・資質）を定期的に確

認して可能な限り教育内容や、ディプロ

マポリシー、カリキュラムポリシー、ア

ドミッションポリシー等に反映する。 

また、地元企業・組織でのインターン

シップや実習等の就業体験の機会・内容

を拡充し、学生の業界や企業、事業及び

仕事などへの理解を深めるとともに、学

生が地元で生きることの意味を実感でき

るように支援する。 

 

【地元企業・組織との連携による教育の

充実】 

現在試行的に進めている地元企業・組

織との産学協同プロジェクトをさらに拡

充し、学生が企業や組織とともに事業開

発や商品開発等に取組むことにより、職

業観や勤労観、さらには職業人として必

要な知識・能力・姿勢を習得できるよう

に支援する。 

（イ）企業・組織との連携強化による

地域人材の育成と輩出                      

 

34 地元企業・組織でのインターンシ

ップや実習等の就業体験の機会・内容

を拡充し、学生の業界・企業・事業・

仕事などへの理解を深められるよう

支援する。 

 「福祉実習報告会」や「インターン

シップ報告会」、「業界・仕事研究セミ

ナー」、「福祉の仕事説明会」、「企業説

明会」及び「企業見学会（職場見学会）」

を開催し、これらイベントを学生が地

元企業・組織を知るための重要な機会

として位置づけるとともに、学生が将

来の生き方を考え、業界・企業・事業・

仕事を具体的にイメージできるよう

な内容に設計する。 

・学生が地元企業や団体を知る機会として以下を開
催した。 

 
①長野県中小企業団体中央会と連携した「長野大学
合同就職面接会」の開催 

 
②坂城町と連携した職場説明会への学生参加の促進 
 

③上田商工会議所、上田職業安定協会等の就職イベ
ントへの学生参加の促進（インターンシップワー
ルドカフェ、ジョブトーク） 

 
④地元企業を中心とした企業とのインターンシップ
協定の締結（項目 28再掲） 

 
⑤就活ゼミナールへの地元企業の採用担当者等の招
聘（項目 30再掲） 

 
⑥地元企業の会社見学会の開催（項目 31再掲） 
 

⑦上田地域産業展見学 
 
⑧福祉の職場見学会 

 
・学生が福祉実習の目的や計画、それぞれの成長に
ついて報告する場として、また、地元を中心とした

施設、企業等の関係者の意見交換の場として以下を
開催した。 

 ①福祉実習報告会 

 ②インターンシップ報告会（項目 28再掲） 
 
【資料番号】 

 34-1 長野大学合同就職面接会資料 
 34-2 就職イベント案内（インターンシップワー

ルドカフェ、ジョブトーク） 

 34-3 福祉の職場説明会資料（案内、アンケート） 
 34-4 福祉実習報告会資料 
 

【今後の課題・方向性】 
  これまでと同様に、学生における業界・企業・事
業・仕事の理解および地域企業・組織の認識向上の

視点から、ガイダンスやセミナー、報告会の内容を
点検し、必要な場合は見直しを行う。 

b 

(1)(2) 

・地域の組織・企業を知るという面での取組みは十

分に行われていることが確認でき、評価する。 

 

(3) 

・地域の組織・企業を知るという面での取組みが地

域人材の育成と輩出にどう繋がっているのか。企

業との連携、或いは大学として求められる人材育

成につなげているのかがわからない。 

・地域課題発見・解決の教育で行う取組みなどとの

連携による、就業感につながっていない。つまり、

それこそが地域人材の育成となるのではないか。 

 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価

区分 

 エ 就職支援 

 また、上記のインターンシップ（海

外インターンシップを含む）や実習等

の受入先を新規に開拓するなど、地元

企業・組織との連携による教育を充実

させ、共に学生を育成するシステムを

構築する。そして、このような地域協

働型教育により、地元で生きることを

重視する学生が、実際に進路選択がで

きるように、県内及び上田地域定住自

立圏域内の企業・組織を招聘した「合

同企業説明会（業界仕事・研究セミナ

ー）」や、「個別企業説明会」を実施す

る。 

【地元企業・組織の魅力を伝える】 
地元の企業・組織訪問を実施し、求

人や求める人材像（知識・能力・姿勢・

態度等）にかかる情報収集をするとと
もに、学生にそれらの情報を適時提供
する。 

また、本学教職員とともに、旧学校
法人の同窓会、卒業生などの協力を得
て、積極的に企業・組織開拓をする。 

関連して、就職情報に精通したカウ
ンセラーを配置し、きめ細かな就職支
援を行う。 

大学独自の「合同企業説明会（業界・
仕事研究セミナー）」、「福祉の職場説明
会」や懇談会を開催し、地元企業や組

織（社会福祉法人等）の魅力を学生に
伝え、県内及び上田地域定住自立圏域
内（上田市、東御市、青木村、長和町、

坂城町、立科町、嬬恋村）への高い就
職率を目指す。 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

 エ 就職支援 

（ウ）企業・組織等アンケートの実施  

採用いただいた企業・組織等に対し、

本学卒業生の印象、本学に求めるものな

どについてアンケート調査を行い、教育

内容の改善に役立てる。 

また、公務員試験合格や教員免許取得、

国際的職業人の育成等に向けたキャリア

ディベロップメントプログラムを計画・

策定し、各種試験・資格対策講座を企画・

運営する。 

（ウ）企業・組織等アンケートの実施      

35 教育内容の改善や就職支援等に

役立てるため、企業・組織等に対し、

本学に求めるものなどについての聞

き取りや、アンケート調査を引き続き

実施する。 

 業界・仕事研究セミナー等でアンケートを実施し、

企業の求める専門分野や、人材像を確認し、関係部

署と情報を共有し今後の就職支援等に活かすことと

した。 

 

【資料番号】 

 35-1 業界・仕事研究セミナーアンケート結果

（15-2再掲） 

 

【今後の課題・方向性】 

 企業から聴取した内容については関係部署で共有

するとともに、学部教育への反映について検討する。 

b 

(1)(2) 

・企業の求める人材像を確認し、情報共有している。 

 

(3) 

・中期計画にある企業への卒業生の調査はされてい

るか、進捗状況等が示されていない。 

・企業の求める人材像の情報が共有されているが、

就職支援活動にどのように活かされているか。 

・アンケート内容から、企業・組織が本学学生に求

めるものなどの内容は見いだせない。 

・企業からの聴取や経済団体などからの対象を明確

にしたアンケート等で、社会の現場が何を求めて

いるかを具体的に確認すべきではないか。 

b 

 学生支援に関する指標 

◇就職決定率（就職者数÷就職希望者数

×１００）：９５％以上 

◇卒業生に対する就職者・進学者の割合

（（就職者数＋進学者数）÷卒業生数×

１００）:創設後、３年後の平成３１年

度までに公立大学同系統の数値（８８.

８％）以上をめざす。 

＜参考＞ 

公立大学同系統の「卒業生に対する就

職者の割合」は、８８.８％（出典：大学

の真の実力情報公開 BOOK ２０１６） 

◇その他、学生支援に関しては、以下の

指標等も設定し、学生支援の方策の有

効性を評価する。毎年度、各指標の結

果を分析し、翌年度の年次計画に改善

策を盛り込む。 

◇退学率（年間退学者数÷在学者数×１

００） 

◇地域内就職率（地域内就職者数÷就職

数×１００） 

【１】学生支援に関する指標  

◇就職決定率（就職者数÷就職希望者

数×１００）：９５％以上 

◇卒業生に対する就職者・進学者の割

合（（就職者数＋進学者数）÷卒業

生数×１００）:創設後、３年後の令

和元年度までに公立大学同系統の

数値（８８.８％）以上をめざす。 

＜参考＞ 

公立大学同系統の「卒業生に対する

就職者の割合」は、８８.８％（出典：

大学の真の実力情報公開 BOOK ２

０１６） 

 

◇その他、学生支援に関しては、以下

の指標等も設定し、学生支援の方策

の有効性を評価する。 

①退学率（平成 30 年度より低下させ

ることを目標に） 

②地域内就職率  

1)長野県内（長野県内出身者の割合を

上回ることを目標に） 

2)上田市内（上田市内出身者の割合を

上回ることを目標に） 

3)定住自立圏域内（定住自立圏域内出

身者の割合を上回ることを目標に） 

 

◇就職決定率 99.0％（令和 2年 5月 1日現在）                                                                                                                                   

◇卒業者に対する就職者・進学者の割合 93.7％ 

（令和 2年 5月 1日現在） 

◇その他、学生支援に関する指標として、以下の 2

つを設定した。 

①退学率 2.54％（平成 30年度：2.57％） 

②地域内就職率  

 1)長野県内 73.0％（就職希望者のうち、長野県内

出身者の割合 73.6％） 

 2)上田市内 14.5％（就職希望者のうち、上田市内

出身者の割合 15.1％） 

 3)定住自立圏域内 17.0％（就職希望者のうち、定

住自立圏域内出身者の割合 20.5％） 

 

（参考：平成 30年度実績） 

・就職決定率 99.3％ 

・卒業者に対する就職者・進学者の割合 91.6％ 

 

【資料番号】 

【1】-1 進路決定状況 

【1】-2 除籍・退学状況 

 

 

b 

(1) 

・就職率、退学率ともに目標を達成していることは

評価できる。 

 

(2) 

・就職決定率 99.0％、卒業者に対する就職者・進

学者の割合 93.7％、退学率 2.54％といずれも目

標を上回っている。 

・地域内就職率は、県内・市内ともに出身者割合を

下回っている。 

 

(3) 

・地域内就職率が出身者の割合よりも低くなってし

まった要因を検証し、今後の地域内就職率の向上

に向けた対策が必要と考える。 

 
 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価
区分 

 エ 就職支援 

   【今後の課題・方向性】 

就職・進路や学修にかかる各種支援が奏功し、

「主たる指標」である「就職率」や「卒業生に対

する就職者・進学者の割合」については目標を大

きく上回ることができ、また、「退学率」について

は目標を達成することができた。 

一方、「その他の指標」として設定している「地

域内就職率」については、難しい課題が存在して

いる。 

県内就職率が 70％以上と県内の他大学と比べて

も高い地域内就職率は確保しているが、特に、サ

ービス系や情報系を志向する者がこれまでより県

外企業を志向する傾向が強く、結果として、その

者たちの多くが地域外へ就職している。 

学生がこれら系統において、県内企業・地域企

業での就職も含めて想定できるように、「業界・仕

事研究セミナー」や「企業説明会」等の企画・運

営についてさらに検討していく。 

いずれにしても、学生が将来に向けて目標をも

ちながら学修し、計画的に単位を修得し、適切な

タイミングで就職活動をし、就職が決定できるよ

うな支援体制をさらに整備することにより、学生

支援にかかる指標「就職率」、「卒業生に対する就

職者・進学者の割合」、及びその他指標の目標を達

成していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 

 

第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

 １ 教育に関する目標を達成するための措置 

（４）学生の受け入れと入学者選抜に関する目標を達成するための措置 

中期目標 入学者受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）を示し、知識偏重でなく、様々な能力や意欲・適性を多面的・総合的に評価する入試を実施する。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

（４）学生の受け入れと入学者選抜に関する目標を達成するための措置 

 ア 学生の受け入れ 

 （ア）学部の入学者受け入れ方針（アド

ミッション・ポリシー）を明確に位置づ

け、受験生が理解し、目的意識をもって

志願できるように努める。 

 

（イ）高い目標をもって、勉学に取り組
む意欲があり、本学で培った知識や技術
を活かし、地域社会に貢献しようという

志のある者を積極的に受け入れる。 

36 学部の入学者受け入れ方針（アド
ミッション・ポリシー）を明確に位置
づけ、これに合致する高い目標をもっ

て、勉学に取り組む意欲ある学生を獲
得する。 

特に、企業情報学部と環境ツーリズ

ム学部のアドミッションポリシーを
修正し、平成 31(2019)年度実施の入試
から、より一層多様な能力を持った学

生の受入れを促進する。 

具体的には、一般選抜前期日程のセ
ンター試験科目を国語 200 点、英語

200 点、その他 100 点×2 科目の合計
600 点満点から、受験した科目のうち
上位2科目の点数を200点満点に換算

し、他の 2 科目は 100 点満点とする合
計 600 点満点に変更する。 

上田市周辺地域の生徒を積極的に

受け入れるため、広報入試課職員の高
校訪問時や、生徒自身の本学来学時
に、本学の特徴を説明するとともに、

個別の面接指導や入試説明に力を入
れる。 

 

・企業情報学部と環境ツーリズム学部は、アドミッ
ションポリシーの見直しを行うとともに、一般選抜
(前期)の試験科目を変更し、受験生が自分の得意な

分野で受験できるようにした。この変更により、一
層多様な能力を持った学生の受入れを促進した。そ
の結果、一般選抜(前期)において、前年度の志願者

を上回ることができた。 
・10月に発生した台風 19号の影響を受けた志願者に

対して総合型選抜の追試験を実施するとともに、

令和 2年 3月の一般選抜公立大学中期において、
新型コロナウイルス感染対策を万全にするため、
大学会場をはじめ地方 7会場において、受験生に

とって安心安全な環境を可能な限り整えた。 
これらの難しい対応をしながら入学定員を確保

することができた。 

・各入試の出願時期前の情報提供に合わせた内容の
入試説明会を 9月に実施した(10月にも実施予定だ
ったが、台風 19号の影響で中止)。 

・進学相談会 39会場(県内 21、県外 18)に広報入試
担当職員が参加し、本学専任教員による訪問講義
も 6か所(県内 4か所、県外 2か所)で実施した。 

その際、それぞれの高校の生徒と密接なコミュ
ニケーションをもち、各学部の実践的な教育内容
等の情報を提供する機会となった。 

【資料番号】 
 36-1 2020(令和 2)年度 入学者選抜要項 
 36-2 2020(令和 2)年度 入学試験実施結果 

 36-3 進学相談会実績表 
 36-4 訪問講義実績表 
【今後の課題・方向性】 

・一般選抜(前期日程・公立大学中期)の志願者減に
ついては、各国公立大学も同様の現象である。今後、
志願者の動向を検証し、社会福祉学部一般選抜（前

期）の試験科目の見直しを含め、対応を検討する予
定である。 

・継続してオープンキャンパス、進学相談会を効率

的に運営する。 

a 

(1) 
・企業情報学部と環境ツーリズム学部のアドミッシ

ョンポリシーの見直し、試験科目の見直しによる

効果が認められる。進学相談会、訪問講義の開催

も有効と判断できる。また台風 19号、新型コロ

ナウイルス感染症への対応もおおむね適切にな

されている。 

 

(2) 

・令和元年東日本台風（台風第 19号）の影響を受
けた志願者に対して総合型選抜の追試験を実施。

一般選抜公立大学中期では全会場において、新型
コロナウイルス感染対策が講じられ、入学定員が
確保された。 

・広報入試担当職員による進学相談会を県内外 39
会場で開催。また本学専任教員による訪問講義が
県内外 6か所で実施され、高校生との直接的なコ

ミュニケーションを通した各学部教育情報提供
が図られた。 

 

(3) 

・一部の学部の一般選抜（前期）の志願者が増えた

ことよりも、大学全体の志願者数が減少している

ことに対して、強い危機感を持つべきである。 

・昨年度と比較すると、志願者（2,157 人→1,709

人）（前年比 21%減）、受験者（1,667 人→1,220

人）（前年比 27%減）となっている。志願者数、

受験者数の推移について、「志願者減については、

各国公立大学も同様の現象である。」と割り切っ

ていいものか。しっかりと分析し、対応策を検討

すべきである。 

 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

（４）学生の受け入れと入学者選抜に関する目標を達成するための措置 

 イ 入学者選抜 

 （ア）一定の基礎学力を備え、かつ学ぶ

意欲の高い学生を確保するため、主体

性・協働性・思考力・判断力など多面的、

総合的に評価し、選抜できる入試制度（調

査書の活用、資格・検定試験の活用など）

を実施する。 

（イ）学ぶ意欲の高い受験生を安定的に

確保するため、入試の動向や入学後の学

生の状況を確認しながら、ＡＯ入試、推

薦入試、一般入試の募集人員の配分や試

験内容を適宜見直す。 

 

37 令和 2(2020)年度入学者選抜は、

総合型選抜（AO 入試）・学校推薦型選

抜（推薦入試）・一般選抜（前期・公

立大学中期）・帰国子女・社会人・編

入・留学生の各種入試を実施する。な

お、学校推薦型選抜では、従来通り、

上田地域定住自立圏域優先枠及び県

内高校在籍者優先枠を設け、勉学意欲

のある地元学生の獲得を図る。 

 また、総合型選抜と一般選抜(公立

大学中期日程)において、適切な地方

入学試験会場を設定する。加えて、平

成 31(2019)年度入試に引き続き、本学

への志願者の出願時の利便性を図る

ため、すべての入試区分（総合型選

抜・学校推薦型選抜・編入・留学生・

社会人・一般選抜）において Web 出

願を受け付ける。 

 各大学の令和 3(2021)年度大学入学

者選抜の詳細について情報収集し、本

学の入試選抜に向けての詳細な実施

方法を決定するとともに、適切な時期

に公開する。 

 

・前年度全ての入試区分で Web 出願を取り入れたこ

とで、事務手続きの効率化に繋がっている。 

・令和 2 年度入試は、文部科学省通知「大学入学者

選抜の公正確保等に向けた方策について」を受け

て、公正性を確保するための対応策を確認しなが

ら実施した。 

具体的には、今年度から、特別枠（優先枠）を

設けている総合型選抜と学校推薦型選抜の合否判

定については、特別枠(優先枠)ごとに区分して合

否判定を行った。 

特に学校推薦型選抜では、一般枠と特別枠（優

先枠）の判定簿を厳密に分離して、上田地域定住

自立圏域優先枠及び県内高校在籍者優先枠の合否

判定を実施した。この結果、勉学意欲ある地元学

生を前年度以上に獲得することができた。 

・一般選抜（公立大学中期）の個別学力試験は、長

野県内 2会場(大学・松本)含め、8会場で実施し、

勉学意欲ある学生の獲得を図った。 

 

【資料番号】 

 37-1 2020(令和 2)年度 入学者選抜要項 

（36-1再掲） 

 37-2 2020(令和 2)年度 入学試験実施結果 

（36-2再掲） 

 

【今後の課題・方向性】 

 総合型選抜・学校推薦型選抜入試は、これまでと

同様に、オープンキャンパスおよび大学・入試説明

会を実施することで、志願者確保を目指していく。 

一般選抜(前期・中期)については、志願者減の影

響の中、中期日程入試の地方会場開催を維持し、志

願者減の影響を可能な限り受けないような方策を検

討し、実施する。 

a 

(1) 

・判定簿の厳密分離等、大学入学者選抜の公正確保

等に向けた対応策が講じられた。Web 出願取り入

れによる事務手続きの効率化が実施された。 

 

(2) 

・全ての入試区分で Web出願が取り入れられ、事務

手続きが効率化した。 

・「大学入学者選抜の公正確保等に向けた方策につ

いて」を受けた対応として、特別枠(優先枠)ごと

に区分した合否判定の実施、一般枠と特別枠判定

簿の厳密分離による合否判定が実施された。 

 

(3) 

・地元学生を前年度以上に獲得することができたと

いう資料が確認できない。 

・判定簿を分離したことが、前年度以上に地元学生

を獲得できた理由となるのか、明確な根拠が確認

できない。 

・AO 入試の場合、基礎学力の偏りなどが、入学後

の履修に影響し、課題を抱えてしまう学生がいる

場合が知られているが、教育体制上の課題はない

か。 

・意欲の高い学生を受け入れて、モチベーションを
保てる環境をどのように確保しているか。 

 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

（４）学生の受け入れと入学者選抜に関する目標を達成するための措置 

 イ 入学者選抜 

 （ウ）入試の実施にあたっては、受験生

のニーズに対応し、適切な地方入学試験

会場を設定する。 

38 令和元(2019)年度のオープンキ

ャンパスは、7月末と 8月末に 2回実

施する。 

内容は、前年度とほぼ同様とし、各

学部の特徴を生かした企画とする。 

 総合型選抜(AO 入試)および学校推

薦型選抜(推薦入試)の受験希望者に

対しての入試説明会を本学で 2 回（9

月・10月）実施する。 

 県内外の高校進路指導担当者への

大学・入試説明会は、時期を 1カ月程

度早めて実施することで、本学に受験

を希望する生徒の進路決定時期前に

情報提供ができるようにする。 

開催する地域についても前年度の

参加状況を踏まえて検討する。 

 

・オープンキャンパスを 7 月と 8 月に 2 回実施し、

本学の教育内容や多様な学生の受け入れについて

説明を行った。参加者は 1,911 名(H30 年度実績

1,612 名)となった。今年度は参加者である高校生

やその保護者に本学の学びを一層アピールするた

め、内容を一部変更し、従来実施している教員に

よる模擬授業のほか、1年生による各学部紹介を実

施し、大学に入学する前にどのような学びをして

きたか、その学びを踏まえ、大学では何を学び、

何を研究したいか、現在、どのような学び(研究)

を行っているのか等、学生目線でわかりやすく紹

介した。 

・総合型選抜(AO 入試)については 7 月及び 8 月のオ

ープンキャンパスで、学校推薦型選抜(推薦入試)

については 8 月のオープンキャンパスと 9 月の入

試説明会を通してその特徴を説明した。説明終了

後には個別相談にも応じ、自分に合った入試区分

で受験することを勧めた。 

・県内外の高校進路担当者のための大学・入試説明

会を 12会場(長野、松本、上田、伊那、上越、甲府、

高崎、宇都宮、富山、福島、静岡、名古屋)で開催

し、各学部の教育・研究の特徴および 2020年度入

試の概要の説明を行った。 

・定住自立圏域の志願者を獲得するため、学校内で

の進路講演会・入試説明・面接ガイダンスを行った

（上田染谷丘高校、上田東高校、上田千曲高校、上

田西高校、丸子修学館高校）。  

・大学見学会（計 7校）を開催した。 
 
【資料番号】 

 38-1 オープンキャンパスチラシ(7月・8月) 

 38-2 オープンキャンパス実施結果 

 38-3 大学・入試説明会実施要領（一部） 

 38-4 大学・入試説明会 PPT資料 

 38-5 大学・入試説明会実施結果 

 38-6 面接ガイダンスのアンケート（一部） 

 38-7 大学見学会実績表 
 
【今後の課題・方向性】 

 オープンキャンパスの年 2 回開催、大学・入試説

明会の 12会場開催を継続し、本学の実践的な地域協

働型教育を、広く受験生及び進路指導教員・受験生

担当教員(担任)に直接広報していく。さらに、ホー

ムページにおいて、各学部専任教員の研究内容や教

育内容を間接広報していく。 

a 

(1) 

・オープンキャンパスが実施され、県内外から多く

の学生や保護者の参加を得、学生の目線での分か

りやすい説明による大学アピールが図られてい

る。 

 

(2) 

・オープンキャンパスが 7月と 8月に実施され、昨

年度よりも参加者が 300名増加した。内容につい

ても、教員による模擬授業、1 年生による各学部

紹介ほか、学生目線でわかりやすく大学の紹介が

工夫されている。 

・オープンキャンパスでは、AO入試、推薦入試の説

明と個別相談が行われた。 

・高校進路担当者のための大学・入試説明会が 12

会場で開催された。 

・定住自立圏域の志願者獲得に向けては、学内で進

路講演会・入試説明・面接ガイダンス、見学会が

開催された。 

 

(3) 

・中期計画と年度計画の趣旨が異なるため、見直し

を求める。 

・取組みに対する成果、特に入学生の質などに関す

る情報が求められる。 

a 
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第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

 ２ 研究に関する目標を達成するための措置 

（１）研究水準の向上及び研究成果に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 
独創的な研究や新たな産業を生み出す芽となるような研究活動を尊重しつつ、積極的に地域住民や企業、行政、ＮＰＯ等と連携した地域協働による共同研究を推進し、その研究活動や研

究成果を積極的に発信する。併せて、上田市が抱える政策課題に即した研究に積極的に取り組み、具体的な提言を行う。 
また、学術研究の質を高め、高いレベルでの知的貢献が可能となるよう教員が研鑚を重ねるとともに、教員の研究業績を評価する体制を構築し、研究水準の向上を図る。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

２ 研究に関する目標を達成するための措置 

（１）研究水準の向上及び研究成果に関する目標を達成するための措置 

 ア 研究水準の向上 

 地域を研究の主題とする大学を目指
し、学術研究はもとより、新たな産業の

芽を生み出すなど、地域に貢献する研究
活動や研究成果を社会に発信しつつ、積
極的に地域住民や企業、行政、ＮＰＯ等

と連携し、本学教員を中核とした地域協
働による共同研究を推進する。 

39 長野大学研究助成金をさらに拡

充するとともに、特に地域貢献・研究

部門で取り組んだ研究成果を地域に

向けて報告する機会を設け、地域協働

による研究をさらに推進する。 

 また、将来の理系学部設置を見込

み、千曲川流域環境・水産研究所（仮

称）の立ち上げを目指し、中央水産研

究所上田庁舎を借り受け、設置準備を

進めるとともに、他大学・他機関との

共同研究ほか、研究実績を積重ねる。

その折には、水産研究・教育機構から

研究員を在籍出向の形で本学教員と

して迎え入れる。 

 

・長野大学研究助成金を学長裁量経費に位置づけた

ことから、学長のイニシアティブのもとで共同研究

を推進する状況が整った。 

この状況を受けて、長野大学研究助成金を拡充す

ることができた。加えて、準備研究部門は単独研究

（5 件）、共同研究者あり（7 件）、地域・社会貢献

研究部門は単独研究（2 件）、共同研究者あり（2

件）である。 

  なお、申請件数は、合計 16 件であったが、選考

の上採択は 14 件とした。2 件が不採択となり競争

的状況となっている。 

 

  〇準備研究部門：10件:2,968,6800円） 

   （平成 30年度 6件 1,800,000円 

    （平成 29年度 5件 1,486,180円） 

  〇地域・社会貢献研究部門：4件 1,982,000円 

   （平成 30年度：6件 2,556,500円） 

   （平成 29年度 4件 1,856,500円) 

        計 14件：4,950,680円 

 （平成 30年度：計 12件：4,356,500円） 

 （平成 29年度 計 9件：3,342,680円） 

 

・中央水産研究所上田庁舎を借り受け、水産研究・

教育機構から在籍出向で迎えた本学教員を準備室

長として、淡水生物学研究所（仮称）の設置準備を

進めた。施設を生かした研究・教育活用実績は、10

件だった。 

特筆すべきこととして、新技術振興渡辺記念会 

科学技術調査研究助成による長野大学・淡水生物学

研究所検討ワークショップを開催し、淡水生物学研

究所(仮称)の基盤分野が専門で世界の第一線で活

躍している先生方を招聘し、研究所設立に関する議

論を行った（1月 12日）。 

a 

(1) 

・長野大学研究助成金が学長裁量経費として位置づ

けられ、共同研究を推進する状況が整えられ、14

件/16件の研究が採択された。 

・千曲川流域環境・水産研究所（仮称）の立ち上げ

を目指し、中央水産研究所上田庁舎を借り受け、

設置準備が進められるとともに、他大学・他機関

との共同研究・連携が推進されたことは評価でき

る。 

・試験研究機関の中核としてウナギの資源管理研究

を進めるなど、1 億円を超える外部資金が獲得さ

れている。 

 

(2) 

・新技術振興渡辺記念会 科学技術調査研究助成に

よる長野大学・淡水生物学研究所検討ワークショ

ップが開催され、世界の第一線で活躍している講

師を交えた、研究所設立に関する議論が行われ

た。 

・1億円を超える外部資金を獲得し、35の試験研究

機関の中核としてウナギの資源管理研究を進め

て成果を挙げた。 

・近畿大学とのチョウザメの養殖に関する共同研究

が開始された。SEAFDECとの連携協定により、国

際的な研究教育に関する連携が推進された。 

 

(3) 

・教員数に対して、長野大学研究助成金の申請が少

ない。より多くの教員が申請するよう、啓発が必

要と考える。 

・今後、長野大学研究助成金については、総額の見

直し、研究成果の地域への還元などについて、研

究推進室で検証を行う必要がある。 

a 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

２ 研究に関する目標を達成するための措置 

（１）研究水準の向上及び研究成果に関する目標を達成するための措置 

 ア 研究水準の向上 

   また、1億 1640万 4975円の外部資金を獲得し、

35 の試験研究機関の中核としてウナギの資源管

理研究を進めて成果を挙げた。 

また、近畿大学とのチョウザメの養殖に関する

共同研究を開始した。SEAFDECとの MOU（連携協定）

を結び、国際的な研究教育に関する連携を進めた。 

 

【資料番号】 

 39-1 令和元年度長野大学研究助成金審査結果 

 39-2 淡水生物学研究所(仮称）準備の取組  

 

【今後の課題・方向性】 

 長野大学研究助成金を使用した研究活動を、より

一層活性化する方向を目指す。今後は助成金の総額

の見直し、研究成果の地域への還元などについて、

研究推進室で検証を行う。 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

２ 研究に関する目標を達成するための措置 

（１）研究水準の向上及び研究成果に関する目標を達成するための措置 

 イ 研究活動の活性化と研究成果の普及 

 （ア）研究における自己点検と教員同志
の相互研鑽の場として「研究交流広場」
を実施する。 

（イ）「科学研究費補助金」等競争的外部
資金の申請数を増加させる。 

（ウ）教員の研究活動や研究成果、論文

等の実績について、研究分野の特性を踏
まえながら教員の業績を管理する体制
（教員の研究成果を電子データとしてデ

ータベース化し、保存、公開する）を構
築し、ホームページ等を通じて公表する。 

（エ）教員の研究活動の奨励と、研究水

準の向上を図るため、教員表彰制度に加
えて、国内・国外研修・留学などサバテ
ィカル制度（教員が一定期間研究に専念

する研修制度）の利用を活性化させると
ともに、研究費等の充実などインセンテ
ィブが働く評価制度を構築する。（平成３

１年度～） 

40（ア）「研究交流広場」を実施する。 
 前年度に引き続き、「研究交流広場」
を６回、学内研究会を１回開催する。

研究交流広場の開催について、教員の
研究交流時間の確保や抜本的な改善
の方策の検討について提起する。 

 
（イ）「科学研究費補助金」等競争的
外部資金の申請数を増加させる。 

 前年度に引き続き、科学研究費補助
金にかかる専門家による勉強会を開
催し、希望する教員に対して個別面

談、申請書添削の支援を実施する。 
 
（ウ）researchmap（科学技術振興機

構）の利用情報の更新を徹底し、常に
最新の研究者の情報発信を進める。 
 

（エ）教員の研究活動の奨励と、研究
水準の向上を図る。国内・国外研修・
留学などサバティカル制度の利用を

強く推進する。インセンティブ制度に
ついて検証・評価する。 

（ア）「研究交流広場」を実施した。 
「研究交流広場」を３回（5月 29日、6月 26日、
7月 24日）、学内研究会を１回開催(11月 6日)し

た。 
研究交流広場については、多くの教員が参加で

きる日程の確保ができないという課題を抱えてき

ているなかで、参加者を確保できるように実施し
た。 

  研究交流広場のあり方をどうするべきか、改善

策を研究推進室会議で検討した。 
 
（イ）「科学研究費補助金」等競争的外部資金の申請

数は 26件であった。（平成 30年度は 38件）その
うち、科学研究費補助金の新規申請件数（代表者）
は 18件で昨年度と同数であった。 

 
（ウ）全教員の研究データを集約する方法として、
国内最大級の研究者データベースである

researchmap（科学技術振興機構）を本学の研究者
マスタと位置づけ、ホームペ－ジに掲載した。 

 

（エ）外部資金獲得者に対し、インセンティブとし
て、間接経費の 50％を個人研究費に加算する制度
を発足した。 

 
【資料番号】 
 40-1 研究交流広場資料 

 40-2 学内研究会の案内と実施報告 
 40-3 科研費申請者一覧 
 40-4 研究者データベース（大学ホームページ掲

載画面） 
 40-5 国内研究員・国外出張員一覧 
 40-6 個人研究費計画書（提出状況） 

 
【今後の課題・方向性】 
・研究交流広場については、実施日程の調整を早期

に実施して参加者の確保及び確実な実施ができる
ように調整していきたい。 

・教員が自己研究上の問題点を認識し、今後どのよ

うな研究が必要かを不断に見つめ直す状況をつく
っていく。 

b 

(1) 

・研究交流広場が３回、学内研究会が１回開催され
たが目標以下である。 

・researchmap に全ての教員が登録されていないこ

と、一部の教員は名前のみの登録に留まっている

こと、個人研究費計画書が未提出の教員がいるこ

と、また、科学研究費申請件数も昨年同様である

こと等、全学的な研究活動の活性化が強く求めら

れる。 

 

(2) 

・「科学研究費補助金」の新規申請件数（代表者）
は昨年同様 18件であった。 

・外部資金獲得者に対し、インセンティブとして、

間接経費の 50％を個人研究費に加算する制度が

発足した。 

 

(3) 

・教員の研究における自己点検と教員同士の相互研

鑽が研究交流広場の目的ではないか。現在の取組

み内容で研究活動が活性化されることにつなが

るのか、再度検討が必要ではないか 

・研究交流広場でどのような議論があり、成果があ

ったのか、資料から確認できない。 

・インセンティブ制度の内容の資料が確認できな

い。その効果についても検証が必要である。 

 

 

c 
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第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

 ２ 研究に関する目標を達成するための措置 

（２）研究の実施体制に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 
教員が社会の研究に対する要求をくみ取り、地域と関わりながら研究を進め、より積極的・主体的に研究に向き合えるような研究環境を整備するとともに、組織的に競争的外部資金の獲得

に向けた取組を推進する。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

 

区分 

（２）研究の実施体制に関する目標を達成するための措置 

 ア 研究支援体制の強化 

 「科学研究費補助金」等競争的外部資金

の新規申請率を向上させるため、外部研

究資金の募集情報を積極的に収集、教員

に迅速に提供し、申請に当たっての内容

説明や申請書類作成支援を行うなど、応

募に当たっての関連情報の提供やアドバ

イス等研究支援の体制を強化する。 

また、研究資金の獲得者や応募者に対し
て、インセンティブ(学長裁量経費等の配
分など)を与える制度を創設する。 

これらによって、外部資金の新規申請件
数・獲得件数増を働きかけ、公立大学の
新規申請率平均（４３．５％）以上を目

指す。（平成３３年度） 

41 前年度に引き続き、科学研究費補
助金にかかる専門家による勉強会を
開催し、希望する教員に対して個別面

談、申請書添削の支援を実施する。 

 公立大学協会が初めて開催する「科
研費セミナー」に参加動員を図る。 

 希望する教員７名に対して、専門家による申請書

に基づく個別面談を実施した。さらに、申請書の添

削支援を６件実施した。 

 外部資金の新規申請率は、56％となり目標数値

43.5％を上回った（新規 33 件(内科研 18 件）（前年

25件(内科研 18件））/59名※＝56％）。 

 また 7 月 2 日に公立大学協会が開催した科研費獲

得セミナーに研究推進担当職員が参加した。セミナ

ーでは、他大学の研究推進担当との交流を持つ機会

があり、他大学の取り組み事例等を把握できた。 

 

【資料番号】 

 41-1 科研費専門家による面談、添削指導実施状況 

 41-2 競争的外部資金申請状況(科研以外） 

 

【今後の課題・方向性】 

今後も同様に専門家による指導を継続する。 

a 

(1) 

・教員に対して個別面談や申請書の添削支援が行わ

れ、新規申請率がやや上昇しているが、科研外の

競争的外部資金については、採択件数 5 件のうち

3 件は同一申請者が取得したものであり、実質的

に全学的な取組みになっていない。 

 

(2) 

・希望する教員７名に対して、専門家による申請書

に基づく個別面談、申請書の添削支援が実施され

た。結果、外部資金新規申請率は、56％と目標値

を上回った。 

・公立大学協会開催の科研費獲得セミナーに研究推

進担当職員が参加、他大学の取組み事例等を把握

した。 

 

(3) 

・資料の競争的外部資金申請状況から、9 人 15 件

の申請は確認できるが、外部資金の新規申請 33

件の詳細は、資料から確認できない。 

・セミナーで他大学の取組み事例を把握した後が重

要であり、学内にその事例をどう活用できるかな

どの検討に取り組まれたい。 

b 

 イ 公的研究費の管理・監査のガイドラインに係るコンプライアンスの徹底 

 文部科学省が示す「研究機関における
公的研究費の管理・監査のガイドライン」
を遵守し、学内の公的研究費の管理・監

査のガイドラインに係るコンプライアン
スの徹底を図る。 

42 前年度に引き続き、専門家による
コンプライアンス・研究倫理研修会を
開催し理解の徹底を図る。 

 専門家によるコンプライアンス・研究倫理研修会

を開催し理解の徹底を図った（7月 31日）。参加教職

員数は対象教職員 84 名中 60 名が受講した。欠席し

た 24名については、後日映像で受講した。 

 

【資料番号】 

 42-1 コンプライアンス研修資料 

 42-2 コンプライアンス研修受講状況 

【今後の課題・方向性】 

 今後も継続し、コンプライアンスの徹底に取り組

む。 

a 

(1) 

・コンプライアンス研修会を開催し、コンプライア

ンスの徹底を図った。 

(2) 

・専門家によるコンプライアンス・研究倫理研修会

を開催され、対象教職員 84名中 60名が受講、欠

席した 24名については、後日映像で受講させた。 

 

(3) 

・コンプライアンスの浸透度が今後の課題である。 

b 
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第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

 ３ 地域貢献、地域の人材育成等に関する目標を達成するための措置 

（１）地域貢献に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 

地域活性化につながる連携活動を行うほか、大学の有する専門知識や技能を活かしたシンクタンク機能を発揮して、市や地域の課題解決に取り組み、もって、地域産業の振興や創業支援
による雇用創出と若者の定着を推進する。 

また、社会人を積極的に受け入れ、社会人が体系的に学べる機会を提供するほか、公開講座を開催するなど、市民サービスの充実を図る。 
さらに、上田市が設置した「まちなかキャンパスうえだ」を活用し、他大学や商店街等と連携した事業を実施することで、地域活性化と新たな事業展開につなげるほか、市が推進する「学園都

市づくり」のため、市内の高等教育機関等と連携を図り、その中核的な役割を担う。 
 

 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

３ 地域貢献、地域の人材育成等に関する目標を達成するための措置 

（１）地域貢献に関する目標を達成するための措置 

 ア「地域づくり総合センター」の創設と「地域課題の解決システム」の構築 

 （ア）平成２９年度に「地域づくり総合

センター」を創設し、理事長及び学長の

リーダーシップのもと、地域の課題解決

に取組む体制をつくる。また、大学の地

域貢献活動の総合窓口としての機能を果

たすとともに、市への政策提言を行うな

ど政策課題の解決に協力する。 

（イ）「地域づくり総合センター」に地域

の課題の特定や、解決の方向性を検討す

るために「産学官地域連携会議」を設置

し、以下の事業項目を推進する。 

【地域の総合的課題にかかるプロジェク

トの推進】 

福祉、教育、心理、環境、観光、企業

経営、起業、情報、デザインなどの地域

の総合的課題にかかるプロジェクトを推

進する。 

【地域活動等の支援】 

学生の主体的な地域活動やボランティア

活動を支援する。 

【地域人材育成プログラム】 

本学学生のみならず、社会人や高校生等

を念頭におきながら、地域人材を育成す

るプログラムの運営を進め、地域産業の

振興や創業支援による雇用創出と若者の

定着を推進する。 

【政策や課題の提言】 

自治体等への政策や課題の提言、各計画

の策定に対する参画や推進のための助言

を展開する。 

43 （ア）「地域づくり総合センター

案内書（仮称）」、「地域づくり総合セ

ンター年報」の内容をさらにブラッシ

ュアップして地域に発信する。また、

発信を通じて、地域づくり総合センタ

ーのグランドデザインを学内外で共

有する。 

 地域づくり総合センターの役割や機能をまとめた

「地域づくり総合センター案内書（改訂版）」、「地域

づくり総合センター年報 2018」の発行等を通じて、

センターのグランドデザインを学内外に発信した。 

 

【資料番号】 

 43-1 「信州上田学」（地域協働モデルリーフレッ

ト） 

 43-2 地域づくり総合センター年報（2018） 

 

【今後の課題・方向性】 

 地域づくり総合センターの意義や役割の普及啓発

をさらに図り、地域連携を強化する。 

b 

(1) 

・「地域づくり総合センター案内書」、「地域づくり

総合センター年報 2018」の発行等を通じて、セン

ターのグランドデザインが学内外に発信された。 

 

(2) 

・「信州上田学」（地域協働モデルリーフレット）が

発行された。 

 

(3) 

・地域づくり総合センター案内書ではなく、信州上

田学の案内となっている。 

・年報については、分かりやすく「概要版」の作成

も必要と考える。 

b 

 44 さらに、地域づくり総合センター

が地域貢献活動の総合窓口となるこ

とを宣言し、本学の地域協働型教育、

地域課題の研究促進、地域貢献事業、

産学官金連携事業の柱となる事業を

明確にして進める。 

・地域づくり総合センターの柱となる事業である「地

域の総合的課題にかかるプロジェクト」として、

①長野県中小企業家同友会、上田信用金庫、富士

通等と連携した「知財活用プロジェクト」、②上田

市との協働による「信州上田学事業」、③小諸市、

小諸フィルムコミッションとの連携による「小諸

市の歴史・文化を未来につなげる包括プロジェク

ト」、④稲倉棚田保全委員会と連携した「棚田保全

活動支援活動」等を実施した。 

特に、地域課題の解決および人材育成のモデル

事業である信州上田学については、学内に「信州

上田学コーディネーター」を雇用するとともに学

内にプロジェクトチームを立ち上げ、推進態勢の

充実を図った。 

 

a 

(1) 

・「地域の総合的課題にかかるプロジェクト」とし

て「信州上田学をはじめとする 4 件が取り組まれ

た。 

・また、支援ボランティアに 1,000 人以上派遣する

など、学生の主体的な地域活動やボランティア活

動の支援が行われた。そのほか、文部科学省「COC

プラス事業」、上田市委託事業「地域づくり人材

育成講座」を通じて、地域人材育成プログラムが

推進され、学外審議会委員、講師の派遣回数は延

べ 415 回に達するなど、教員・学生・市民を含め

た人材育成が推進された。 

 

a 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

３ 地域貢献、地域の人材育成等に関する目標を達成するための措置 

（１）地域貢献に関する目標を達成するための措置 

 ア「地域づくり総合センター」の創設と「地域課題の解決システム」の構築 

   ・学生の主体的な地域活動やボランティア活動支援

として、①地域からの情報を、学内メールを利用

して学生に周知した。②まちなかキャンパスを拠

点に多くの学生が活動することから、「学生と地域

のコラボミーティング」を開催した。③本学学生

は地域で様々な活動に取り組んでいるが、こうし

た活動情報を学内で集約するしくみの検討をおこ

なった。 

なお、10月に発生した台風 19号の被災支援ボ

ランティアの派遣支援を行い、延べ人数で 1,000

名以上の学生のボランテイア派遣が実施された。 

・地域人材育成プログラムとして、①文部科学省「COC

プラス事業」に信州大学等と連携して推進すると

ともに、②上田市委託事業として「地域づくり人

材育成講座」に取り組んだ。 

  なお、「地域づくり人材育成講座」は、テーマを

「防災」とした 5回連続講座で、延べ 129名(学生

32人含む）が交流する学びの場となった。 

また、COCプラス事業は、本年度が最終年度で

あることから、後継事業の情報収集に努めた。 

・自治体の政策や課題に対する提言は、自治体から

受託事業研究や委員委嘱等を通じて、活発な活動

が行われている。 

たとえば、坂城町において、第 6次総合計画の

各部署の政策ヒアリング及び総合計画策定プロジ

ェクト委員として 8名派遣して助言協力をした。 

なお、学外からの依頼があった審議会等の委員

の委嘱、講師の派遣回数は、延べ 415回に達した。 

 

(2) 

・令和元年東日本台風（台風第 19号）のボランテ

ィア活動においては、地域課題への取組みを日頃

行っていることの賜物と捉えられ、評価できる。 

・「地域の総合的課題にかかるプロジェクト」4件が

推進された。 

・文部科学省「COCプラス事業」、上田市委託事業「地

域づくり人材育成講座」（防災をテーマに連続 5

回）に取り組まれた。 

・自治体の政策や課題に対する提言については、委

員や講師の派遣が求められ、活動に参加した。 

 

(3) 

・地域づくり総合センターの活動については引き続

き内容の充実を図るとともに、活動推進のための

外部資金の獲得や地域コーディネーターの確保

が求められる。 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

３ 地域貢献、地域の人材育成等に関する目標を達成するための措置 

（１）地域貢献に関する目標を達成するための措置 

 ア「地域づくり総合センター」の創設と「地域課題の解決システム」の構築 

   【資料番号】 
 44-1 「小諸城の CG復元プロジェクト事業」実績

報告書  
 44-2 長野大学台風 19号災害ボランティア活動者

数 
 44-3 キャリーアップ vol3（COC+資料） 
 44-4 上田市：地域づくり人材育成講座報告書 
 44-5 長野県上田地域振興局「若者の定住・就業

促進策の研究」報告書 
 44-6 下諏訪町「地域資料デジタルアーカイブ公

開システムの構築」資料 
 44-7 上田市西部地域まちづくりの会「西部地域

の地域資源デジタルマップの作成」資料 
 44-8 長野県：長野県版エシカル消費推進事業調

査業務実施資料 
 44-9 上田市：第 32回うえだ環境フェア（消費生

活展）ポスターデータ制作 
 44-10 上田市：食品ロス削減に関するチラシ 
 44-11 長野県上田千曲高校同窓会：上田千曲高校

100周年記念企画「千曲シンポジウム」宣伝
ポスター 

【今後の課題・方向性】 

地域づくり総合センターで取組む事業について

は、引き続き内容の充実を図りながら、事業の形を

整えていく。こうした活動を推進するためには、外

部資金の獲得や地域コーディネーターの確保が求め

られる。 

 

 

 

  45（イ）産学官金地域連携のありかた

については、実績のある「AREC Fii

プラザ」の助言を受けながら、併せて、

東信州次世代イノベーションセンタ

ーと連携し、本学のあるべき産学官金

連携組織を検討するための準備会を

開催する。 

・中小企業家同友会、上田信用金庫等と連携し、知

財活用プロジェクトを実施しながら、具体的な産

学官金の連携体制を模索している(知財活用プロ

ジェクトについては項目 26参照)。 

また、AREC・Fiiプラザに入会し、産業関係者と

も連携協定を締結するなど、連携を進めた。 

なお、AREC・Fiiプラザとの連携や活用方策およ

び開催行事について学内で十分に理解されていな

いことから、学内会議や地域づくり総合センター

ML等を活用し、学内周知に努めた。 

 

【資料番号】 

 45-1 長野大学連携協定締結先一覧（第 1期中期

計画期間） 

【今後の課題・方向性】 

 「産官学地域連携会議」については、会議体を新

たに設立するのではなく、各事業において、連携体

制を整える方向で臨む。 

b 

(1)(2) 

・模索で一年が過ぎ、本学のあるべき産学官金連携

組織を検討するための準備会を開催できなかっ

た。 

 

(3) 

・産官学地域連携会議を設立するプロセスを明確に

組み立てる必要がある。 

・本学の特徴を生かした産学官金地域連携のありか

たを再検討すべきではないか。 c 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

３ 地域貢献、地域の人材育成等に関する目標を達成するための措置 

（１）地域貢献に関する目標を達成するための措置 

 イ 連続講座・公開講座の充実と「まちなかキャンパスうえだ」の活用 

 連続講座及び公開講座を、大学や「ま

ちなかキャンパスうえだ」で開催し、市
民サービスの充実を図るとともに、他大
学や商店街等と連携した事業を実施す

る。また、授業の一般開放等を充実させ
る。 

46 市民サービスの充実を図るため、

前年度に引き続き、以下の事業を推進

する。 

1）市民開放授業の積極的開放 

2）長野大学連続講座：5 講座開講 

3）坂城町講座：10 講座開講 

4）市民向け講座（まちなかキャンパ

スうえだ） 

市民開放授業を始めとする各種講座を地域に開放

し、多数の受講生を得ることができた。 

本学の学問領域を周知すること、地域住民の学び

の期待に応えての結果である。 

まちなかキャンパスうえだについては、来訪者・

利用者が、7,192名となり、地域のコミュ二ケーショ

ン拠点として一定の役割を果たした。 

 

①市民開放授業：106科目開放中 9科目で 20名受講 

②長野大学連続講座（会場：長野大学）：2 講座 21

名受講 

③坂城町講座（会場：さかきＢＩプラザ）：9講座 221

名受講 

④市民向け講座（会場：まちなかキャンパスうえ

だ）：5大学で 21講座 820名受講 

⑤5大学リレー講座（会場：長野大学）：32名受講 

 

【資料番号】 

46-1 市民開放授業科目一覧 

46-2 長野大学連続講座、市民開放授業、 

坂城町講座の受講実績（前後期） 

46-3 まちなかキャンパスうえだ市民向け講座 

一覧 

  46-4 まちなかキャンパスうえだ利用実績 

  46-5 5大学リレー講座案内・実績 

 

【今後の課題・方向性】 

 リカレント教育を推進する観点から、地域への開

放授業、市民講座等を今後とも増やす方向で実施し

ていく。 

そのために、講座テーマの発掘、開講方法の工夫

など、より充実した開講形式を検討する必要がある。 

b 

(1) 

・相応の進捗と判断する。 

 

(3) 

・講座テーマの発掘、開講方法の工夫など、より充

実した開講形式の検討が求められる。 

・連続講座など未達のものが散見される。 

・今後のあり方について対応が求められる。 

 

 

b 
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第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

 ３ 地域貢献、地域の人材育成等に関する目標を達成するための措置 

（２）地域で活躍する人材育成に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 
地域の産業や福祉分野など地域活動を担う人材を育成し、輩出することによって、地域内の出身者を地域内の企業・組織に送り出す地域人材の循環の流れを形成する。もって、大学進学

時と卒業後の就職時に地方から大都市圏へ人材が流出している状況を食い止め、上田市の「地方創生」を推進する。 

募集人員の設定においては、上田地域定住自立圏域内出身者の進学機会の確保を図るための措置を講ずる。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

（２）地域で活躍する人材育成に関する目標を達成するための措置 

 ア「地域を担う若者」の受け入れ 

 上田地域定住自立圏域内出身者の進学

機会の確保を図るため、推薦入試の募集
人員の設定において、長野県及び上田地
域定住自立圏域内出身者の優先枠を設定

する。 

47 地域の大学として、優先枠充足の

ため地域内から生徒を受け入れられ
るよう、進学説明会や進路相談等、直
接生徒と出会う機会を通じて面接の

助言等を行う。 
また、県内の高校進路指導教員向け

大学入試・説明会を実施し、本学の学

びの特徴や学生の成長像について広
報する。 

 学校推薦型選抜(推薦入試)では、3 学部合計 65 名

（定住 31、県内 34）【社会福祉学部 35 名(定住 15、

県内 20 名)、環境ツーリズム学部 15 名(定住 8 名、

県内 7名)、企業情報学部 15名(定住 8名、県内 7名)】

の特別枠を設定し、この入試区分の 7 割程度を占め

る定員を確保できるよう学生募集した。 

結果、社会福祉学部 29名(定住 8、県内 21名)、環

境ツーリズム学部 15名(定住 6名、県内 9名)、企業

情報学部 12名(定住 3名、県内 9名)合計 56名(定住

17 名、県内 39 名)と前年度を上回る入学者を確保す

ることができた。 

(参考：2019年度推薦入試の特別枠 合計 47名(定住

15名、県内 32名))    

 特に定住自立圏域の志願者を獲得するため、市内

の高校 5 校で高校生対象の進路講演会・入試説明・

面接ガイダンスを行い、34 名の参加があった（上田

染谷丘高校、上田東高校、上田千曲高校、上田西高

校、丸子修学館高校）。結果として、実施校から 27

名が入学した。 

  

【資料番号】 

 47-1 2020(令和 2)年度入学者選抜要項（36-1 再掲） 

 47-2 2020(令和 2)年度入学試験実施結果（36-2 再掲） 

47-3面接ガイダンスのアンケート（一部）(38-6 再掲) 

 

【今後の課題・方向性】 

総合型選抜及び学校推薦型選抜の特別入試につい

て、公正性の観点から見直すとともに、定住自立圏

域内の高校への積極的な広報活動を展開し、上田定

住自立圏域の志願者確保に努める。 

a 

(1) 

・推薦入試で定住自立圏域の特別枠を設け、定住自

立圏域の高校を訪問しての進路講演会・入試説

明・面接ガイダンスを行うなど、圏域内学生の確

保に向けた取組みが行われている。 

 

(2)  
・推薦入試では、3学部合計 65名の特別枠を設定し、

学生募集が実施された。 

・定住自立圏域の志願者を獲得するため、市内の高

校 5校で高校生対象の進路講演会・入試説明・面

接ガイダンスが行われ、結果として、実施校から

27名が入学した。 

・定住自立圏域の志願者を獲得のため対象高校への

働きかけが結果を生んでいる。 

 

(3) 

・今後とも積極的な県内学生の確保に取り組む。 

 

a 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

（２）地域で活躍する人材育成に関する目標を達成するための措置 

 イ「地域で活躍する人材育成」の仕組み 

 （ア）教養教育において、対話的討論や

課題発見・問題解決型学修により、自身

で考え、判断し、明晰に言語表現できる

能力を養成する。 

（イ）専門教育において、企業・組織で

の仕事や、地域社会での役割を想定しな

がら、職業人として必要な知識・能力・

姿勢を養成するとともに、基盤的専門知

識の修得と、実践的応用力を養成する。 

（ウ）地域協働型教育において、地域住

民、企業・組織と協働しながら、地域課
題を発見し解決する教育を展開すること
によって、課題発見・問題解決能力を養

成する。 

48 対話的討論を基本とした初年次

ゼミナールを展開することにより、自

身が直面している課題を自らの力で

考え、判断し、明晰に言語表現できる

能力を養成する。 

また、地域や組織のなかで、リーダ

ーシップを発揮しながら高い専門性

と問題解決能力を持った人材を育成

するため、学部のディプロマポリシ

ー、カリキュラムポリシーに基づいた

専門教育を展開する。 

 

 全学部において 1年生を対象とした初年次ゼミナ

ールを開講し、社会福祉学部においては、地域の福

祉や教育にかかる課題をテーマに、環境ツーリズム

学部では、地域づくりや環境問題にかかる課題をテ

ーマに、企業情報学部では、地域の情報化や企業の

問題解決をテーマにした地域課題解決型の学習を行

った。社会福祉学部では、より地域の課題に触れる

機会を拡充すべく、これまでの通年 4単位科目から

令和元年度生より、前学期 1コマ 2単位、後学期２

コマ 4単位に見直しを行った。 

 

【資料番号】 

 48-1 シラバス（「人間と社会の理解（社会福祉学

部）」「課題探求ゼミナール（環境ツーリズ

ム学部）」「課題発見ゼミナール（企業情報

学部）」） 

 

【今後の課題・方向性】 

 初年次ゼミナールが持つ役割が多いことから、初

年次ゼミナールの取り組みの改善を全学で確認する

機会が必要。 

b 

(1) 

・全学部において 1 年次から初年次ゼミナールが開

講され、対話的討論を通じて、地域課題解決型の

学習に取り組まれた。 

 

(2) 

・初年次ゼミナールでは、社会福祉学部においては、

地域の福祉や教育にかかる課題、環境ツーリズム

学部では、地域づくりや環境問題にかかる課題、

企業情報学部では、地域の情報化や企業の問題解

決をテーマにした学習が行われた。 

 

(3) 

・初年次ゼミナールが持つ役割が大きいのであれ

ば、授業アンケートを取り、学生の声を授業に活

かすなど、より積極的な改善に向けた取組みが必

要と考える。 

・改善の必要性を認識したことは重要。「機会が必

要」ではなく、「対応する」ことが求められる。 

・これによって目的（対話的討論、自らの力で考え

判断し明晰に言語表現する能力）が多少でも達成

できたかが確認できない。 

b 

  49 地域協働型教育をはじめ、フィー
ルドワークやプロジェクト型学習な
ど各ゼミナールで展開している活動

を推進・強化するために、ゼミナール
費の見直しなどその活動に必要な経
費の拡大を図る。 

 

再掲 項目１ 

b 

(1)(2) 
・取り扱いマニュアルを作成し、地域協働型教育や

フィールドワークなど活動費予算がなかった社

会福祉学部の活動が活性化したことは評価でき

る。 

 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

 ウ「地域の企業・組織に送り出す」仕組み 

 （ア）地域社会や企業・組織で必要とさ

れる知識・能力・姿勢を把握できる仕組

みを構築する。 

（イ）地域社会の人材ニーズを教育活動

に反映するとともに、学生が地域に生き

ることを想定し、地域課題の解決を意図

するゼミナール、実習、プロジェクトを

推進する。 

（ウ）地域の企業・組織の魅力や理解を
深める機会として、企業・組織と学生が
交流する合同企業説明会を開催する。 

50 地域社会の人材ニーズを教育活

動に反映するため、大学・入試説明会

や高校訪問における情報交換および

業界・仕事研究セミナーや個別企業説

明会、インターンシップ報告会での情

報交換を行う。 

これらの情報交換を通して、地域社

会や企業・組織で必要とされる知識・

能力・姿勢を把握できるように努め

る。 

また、学生が地域の企業・組織の事

業や仕事を理解できるような機会を

いくつか設定する。  

以下再掲 

大学・入試説明会における情報交換・共有：項目 15 

業界・仕事研究セミナーにおける情報交換・共有：

項目 34 

インターンシップ報告会の情報交換：項目 28 

学生が地域の企業等の仕事を理解できる機会：項目

34 

 
b 

(1)(2) 

・地域社会や企業・組織で必要とされる知識・能力・

姿勢を把握できる仕組みという意味では、他の目

的の交流で把握するレベルでは不足を感じるた

め、本課題を専門的に取り上げた仕組み（懇談会、

アンケートなど）が必要ではないか。 

 b 

 51 学生が地域の企業・組織の魅力や

理解を深めることができるように、地

域企業と連携したプロジェクトやイ

ンターンシップを拡充・強化するとと

もに、地元の商工・経済団体や地元企

業の協力により、業界・仕事研究セミ

ナー、個別企業説明会、就職活動ゼミ

ナール、職場見学会等のイベントを実

施する。 

再掲 項目 31 

b 

項目 31 と同じ 

b 
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第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

 ３ 地域貢献、地域の人材育成等に関する目標を達成するための措置 

（３）教育機関との連携に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 
市内の小学校、中学校、高等学校等の教育機関と連携した教育に取り組む。特に、高校と大学がそれぞれの教育資源を活用した教育に取り組むことで地域に定着し地域を支える若者の

育成につなげるため、高大連携による英語教育や公開講義、協働学修等を展開する。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

（３）教育機関との連携に関する目標を達成するための措置 

 ア 教育機関と大学教育との連携強化 

 （ア）小学校・中学校・高等学校との連

携 

地域に定着し地域を支える若者を育成
するため、高校と大学がそれぞれの教育
資源を活用した教育に取り組む。併せて、

専門領域の一部においては、中学校・小
学校の総合学習等を協働で実施する。 

52 高大交流協定を締結した９校と
の具体的な交流事業を進める。 

 各協定校 9 校（丸子修学館高校、佐久平総合技術

高校、蓼科高校、軽井沢高校、東御清翔高校、坂城

高校、中野立志館高校、エクセラン高校、高遠高校）

と、協定に基づき意見交換等をおこない、協定校に

おける高大連携事業のニーズ等の把握に努め、協力

支援を展開した。 

 また、地域づくり総合センターの実施する地域協

働プロジェクト等への高校生の参加を促した（例：

信州上田学シンポジウム、COCプラス事業、まちなか

キャンパス学生と地域のコラボミーティングなど）。 

  

【資料番号】 

  52-1 2019年度協定高校(高大連携）状況 

 

【今後の課題・方向性】 

 信州上田学事業など、地域づくり総合センターが

取り組む地域協働プロジェクトと高大連携事業との

連携を模索する。 

a 

(1) 

・協定に基づき、意見交換等を行っている。 

・協定校への教員派遣など、協力支援している。 

 

(2) 

・協定校 9校と意見交換を行い高大連携事業のニー

ズ等の把握、協力・支援を展開した。 

・地域協働プロジェクト等への高校生の参加を促し

た。 

 

(3) 

・高大交流協定を締結した９校との具体的な交流事

業の様々な取組みは評価したいが、高校生の参加

を促すのみでは、高大連携とは言い難い。 

・本来あるべき高大連携の姿、相互のニーズに関す

る抜本的な議論が必要ではないか。 

・地域づくり総合センターでの各種プロジェクトへ

の高校生の参加を促したとあるが、それにより高

大交流が進んだかが確認できない 

b 

  53 また、中学校・小学校の総合学習
等の協働実施を前年度に引き続き進

める。 

 社会福祉学部の教員を中心に、市内小学校（浦里

小、東塩田小、北小、丸子中央小）及び中学校（第

六中、第三中）へ通級指導教室を 34回実施した。（前

年実績は 24回） 

  

【資料番号】 

  53-1  上田市内小中学校派遣実績 

 

【今後の課題・方向性】 

 これまで、継続的に取組んでおり、地道ではある

が、今後も取組を継続していくこととしたい。 

a 

(1) 

・市内小中学校に教員を派遣し、通級指導教室をは

じめ、講演会など、前年度以上に協働で実施して

いる。 

 

(2) 

・社会福祉学部の教員を中心に、市内小学校及び中

学校へ通級指導教室が 34回実施された。 

 

(3) 

・この取組み対する評価の確認が必要である。 

a 

 

 

 

 



52 

 

 

 

第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

 ３ 地域貢献、地域の人材育成等に関する目標を達成するための措置 

（４）産学官連携に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 地域に根づいた教育研究活動を拡充し、もって地域に貢献するため、産業界、地域団体、自治体等と深い連携を図る。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

（４）産学官連携に関する目標を達成するための措置 

 ア 産業界・地域団体との連携 

 （ア）「地域づくり総合センター」を窓口

として、産業界・地域団体との連携を積

極的に進め、受託研究に取り組む連携協

定の締結を促進する。（平成３１年を目途

に約１０件） 

（イ）教員業績データベースによる教

育・研究活動等状況に関する情報の発信

と受託研究等の促進を図る。 

（ウ）大学のシーズ（教員の教育・研究

活動などの取組）を積極的に発信し、地

元企業や組織（社会福祉法人等）のニー

ズとのマッチングを図り、受託研究等や

人材育成（職員研修）、新規事業の展開・

商品開発等に結びつける。 

（エ）教育研究活動等の報告会を定期的
に開催し、大学の教育研究を促進すると
ともに、研究成果を地域社会へ還元する 

54（ア）産学官金地域連携のありかた

については、実績のある「AREC 
Fii プラザ」の助言をいただきなが
ら、併せて、東信州次世代イノベー

ションセンターと連携し、本学のあ
るべき産学官金連携組織を検討す
るための準備会を開催する。 

（イ）researchmap（科学技術振興機
構）の利用情報の更新を徹底し、常
に最新の研究者の情報発信をすす

め、受託研究、共同研究等を推進す
る。 

（ウ）長野大学研究助成金をさらに拡

充する。 

（ア）再掲 項目 45 

なお、平成 29年度から令和元年度までの産業界・

地域団体等との連携協定を締結した件数は 12件

である。 

（イ）researchmap（科学技術振興機構）の利用情報

更新の徹底を呼び掛けるとともに、受託事業取扱

規程を制定し、受託環境の整備に努めた。 

(ウ) 再掲 項目 39 

 

【資料番号】 

 54-1 長野大学連携協定締結先一覧（第 1期中期

計画期間）（45-1再掲） 

 54-2 公立大学法人長野大学受託事業取扱規程 

 

【今後の課題・方向性】 

 地域との連携の強化を図りながら、地域・社会貢

献研究を推進するともに、地域に対して研究成果を

公表・還元する。 

 受託研究や外部資金を獲得するための専門のコー

ディネーターの確保が求められる。 

a 

(1) 

・連携協定締結件数は 12 件と中期計画を達成して

いるが、年度計画に記述されている産学官金連携

組織の準備会は未だ開催されていない。 

・本学としての産学官金地域連携のありかたが明確

でない。 

・researchmap（科学技術振興機構）の利用情報更

新の徹底を呼び掛けるとともに、受託事業取扱規

程を制定し、受託環境の整備が推進されている

が、researchmapに登録されていない教員がいる。 

(2) 

・今年度 2 件を追加した結果、産業界・地域団体等

との連携協定締結件数は 12件と、目標を超えて

いる。 

(3) 

・産業界・地域団体との連携の促進は中々難しく、

大学のシーズと民間のニーズのマッチングなど

は一朝一夕では成し得ない。ArecFii に所属し、

大学側に位置することで相乗効果が生まれるの

ではないか。 

b 

 イ 地方自治体等との連携 

 （ア）審議会等の委員の委嘱、講師の派

遣、行政課題の解決や人材育成等のため

の共同事業の実施等により、地方自治体、

特に上田市との連携強化に取り組む。 

（イ）上田市職員等の研修機関としての
役割を果たす。 

55 地域の課題解決の取り組みを推
進するため、年度計画を盛り込んだ連

携協定の締結を進める。 

 また、上田市と協働して「大学ビジ
ョン」に掲げた信州上田学事業の推進

を図り、上田市の地域づくりに貢献す
る。 

 地方自治体との年度計画を盛り込んだ連携協定運

営については、坂城町と「坂城町との実践モデル都

市に関する協定」に基づき定期的協議を実施した。 

 上田市との定期的協議については、大学運営に関

することを中心におこなっている。また、信州上田

学事業については、定期的な連携会議を設け、事業

の推進を図った。 

 

【資料番号】 

 55-1 坂城町連携協議会資料 

【今後の課題・方向性】 

 上田市との地域連携分野に広げた定期的協議の場

の設定について、引き続き協議する必要がある。 

b 

(1) 

・地域の課題解決に取り組んでおり、相応の進捗と

判断する。 

 

(2) 

・坂城町、上田市との定期的協議が合われた。 

・信州上田学事業については、定期的な連携会議を

設け、事業の推進が図られた。 

 

(3) 

・連携事業については、常に成果の確認に基づく推

進が求められる。 

b 

 



 

53 

 

 

第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

 ４ 国際交流に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 海外の大学との連携、留学生の受け入れ及び留学生と地域との交流を推進し、国際化社会に求められる人材を育成するとともに、地域産業の国際化に寄与する。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

４ 国際交流に関する目標を達成するための措置 

（１）海外学術交流協定大学との人材交流 

 ア 留学生の受け入れ 

地域企業・組織における海外の人材ニ
ーズを把握するとともに、地域企業・組

織に送り出す仕組みを構築するなど留学
生にとって魅力ある取組を進め、地域産
業の国際化に寄与する。 

56 本学に留学生を送りだしている
日本語学校等を訪問し、各学部の特徴

や入試情報を積極的に広報する。                    
留学生を地域企業・組織に送り出す仕
組みの構築に向け、海外の人材ニーズ

を把握するため、企業・組織訪問や合
同企業説明会においてアンケートを
引き続き実施する。また、AREC、

JETRO 等学外機関と連携し、留学生
に地域企業の求人情報を提供する。 

・留学生については、就職活動前の 3年次秋に面談

を実施し本人の希望や不安について確認するとと

もに、それ以降も継続的に個別の相談支援を行っ

た。また、留学生向け就職セミナーや企業説明会

の案内を掲示等で行い、留学生の採用に意欲的な

優良企業・組織について理解が深められるように

支援した。 

・本学に入学実績のある日本語学校を訪問し、各学

部の特徴や入試情報について広報した。 

・業界・仕事研究セミナーにおいて、採用担当者に

対して、「グローバル人材についてどのような能

力、姿勢が必要か」「これまでの外国人留学生の採

用実績」「今後の外国人留学生の採用方針」「外国

人留学生の採用の際に考慮すること」などにかか

るアンケートを実施した。これらのアンケート結

果について、関係する 3センター学生支援対策室

で確認・共有し、今後のカリキュラム内容の検討

に活かすことにした。 

 

【資料番号】 

 56-1 業界・仕事研究セミナーアンケート結果

（15-2再掲） 

 

【今後の課題・方向性】 

 地域企業・組織に対して、グローバル人材の育成

や留学生の就職支援にかかるアンケートを引き続き

実施するとともに、地域企業・組織で必要とされる

人材像をより明確にし、教育支援・就職支援を行う。 

b 

(1) 

・日本語学校を訪問し、大学情報を広報するととも

に、入学後留学生の就職についても相応の支援が

なされている。 

・留学生については 3年次秋に面談を実施、その後

も継続的に個別の相談支援が行われ、留学生の採

用に意欲的な優良企業・組織についての理解を深

める努力がなされている。 

 

(2) 

・本学に入学実績のある日本語学校を訪問し、学部

の特徴や入試情報に関する広報が行われた。 

・業界・仕事研究セミナーにおいて、採用担当者へ

のアンケートが実施され、結果は 3センター学生

支援対策室で確認・共有された。 

 

(3) 

・業界における留学生への期待に関するアンケート

が行われているが、内容が海外の人材ニーズを把

握するためには不十分である。 

・企業にとっての留学生採用の重要性はかなり大き

いことを大学はもっと認識してほしい。 

・留学生を地域企業に送り出すアンケートとしては

十分ではない。企業にとって、留学生の採用は海

外展開においても有用である。もっと具体的な取

組方法で企業の人材ニーズを調査すべきと考え

る。 

・アンケート結果がどのように教育支援や就職支援

に活かされているのか、具体的記載が求められ

る。 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

４ 国際交流に関する目標を達成するための措置 

（１）海外学術交流協定大学との人材交流 

 イ 新たな学術交流協定の締結と国際社会で活躍できる人材育成（海外研修・留学の推進） 

 地域産業の国際化に寄与できる人材を

育成するため、「語学学習」の充実を図る。    

また、学生の海外研修・留学や教員の

共同研究を推進するため、海外の大学と

の新たな学術交流協定の締結に取り組

む。 

 

57 前年度に引き続き英語圏の協定

校開拓を行う。特に、ニュージーラン

ドやフィンランドなどの大学と今後

も接触を続ける。 

 中国語圏においても海外研修の実

施と交換留学先の確保、並びに交換留

学生の受け入の他、共同研究実施の視

点からも中国、台湾の大学との協定締

結を模索する。 

 

 アメリカの大学と協定締結に向けて協議を行った

が、交渉した大学の条件を受け入れることができず、

協定締結に至らなかった。 

一方、ニュージーランドのクライストチャーチ工

科大学から協定に関する打診があった。 

 中国語圏では中国の河北大学と協定を締結した。 

また、台湾・新北市の醒吾科技大学と協定締結に

向けて協議を行った。 

 

【資料番号】 

 57-1 クライストチャーチ工科大学資料（抜粋） 

 57-2 河北大学協定書 

 

【今後の課題・方向性】 

 英語圏の協定校を開拓する。 

c 

(1) 

・海外の大学との協定締結には至っていない。 

 

(2) 

・中国語圏では中国の河北大学と協定を締結した。 

・台湾・新北市の醒吾科技大学と協定締結に向けて

協議が行われた。 

・ニュージーランドのクライストチャーチ工科大学

から協定に関する打診があった。 

 

(3) 

・中国語圏では中国の河北大学と協定を締結した

が、英語圏との協定に向けては、アメリカの大学

とは協定締結に至っていない。ニュージーランド

や台湾の海外大学と協定締結に向けて協議が行

われており、更なる開拓を行う必要がある。 

c 

  58 また、語学学習の充実を図るため

に、以下の取組みを実施する。 

1）国際社会で活躍できる人材を育成

するために、従来の英語カリキュラ

ムの改革を実施する。主な内容とし

て、技能別（聞く、話す、読む、書

く）単位で科目設定するほか、語学

レベル（難易度）を見直す。 

2）上記カリキュラムの見直しに加え、

e-learningを導入し、授業時間外に

学生が主体的に英語を学ぶ環境を

整えると共に、TOEIC 試験対策に向

けた取り組みを強化する。 

3）海外留学を促進する取り組みとし

て、「英語国際コーディネーター兼

英語学習アドバイザー」を雇用（週

２コマ程度）し、学内（９号館学習

室）に「English Cafe（仮称）」 を

設け、日常的に学生が海外渡航留学

に関する相談（カウンセリング）や

英会話に親しむことができる体制

を構築する。 

4）海外留学を志向する学生に金銭的

支援を行う制度を構築し、国際性を

身につける海外留学を促すきっか

けづくりを行う。 

再掲 項目２ 

b 

項目２と同じ 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

４ 国際交流に関する目標を達成するための措置 

（２）留学生への支援体制の充実 

 ア 留学生支援体制の整備 

国際交流に関する専任スタッフの配置

等により、留学生の学修環境、就職、進
学、在留資格認定証明書交付申請等の支
援体制の充実を図る。 

59 留学生が不安なく学生生活を送

れるよう、学修環境や就職、進学、在
留資格認定証明書交付申請等の支援
を、国際交流に関する専任スタッフを

配置し行う。 

 

 継続して、専任スタッフによる留学生支援を実施

した。 

 

【今後の課題・方向性】 

 次年度以降も継続して留学生支援を実施する。 

a 

(1) 

・相応の進捗と判断するが、専任スタッフによる支

援の実際の実施内容がわからない。 

 

(2) 

・継続して、専任スタッフによる留学生支援が実施

された。 

 

(3) 

・台風などの自然災害や新型コロナウイルス感染症

への対応などへの留学生支援は十分か。 

 

b 
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第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置 

 １ 組織運営の改善に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 
経営の責任者である理事長と教学の責任者である学長の主導の下に、法人及び大学の各組織の権限と責任を明確にし、迅速な意思決定と実行力のある組織体制を構築するとともに、教

職員全員が大学のビジョンを共有し、目標に向かって取り組む。 

また、外部有識者等の参画を得て、理事会、経営審議会、教育研究審議会等の組織の機能を強化し、戦略的な組織運営を行う。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

１ 組織運営の改善に関する目標を達成するための措置 

（１）迅速かつ適切な運営体制の構築 

 ア 理事長と学長（副理事長）の主導のも

とに、法人及び大学の各組織の権限と責

任を明確にし、迅速な意思決定と実行力

のある組織体制を構築するとともに、大

学のビジョン、目標に向かって教職員全

員が一丸となって、取り組む。 

イ 小規模組織の利点を活かし、教育改

革など具体的な政策形成の過程におい

て、経営と教学とが日常的にすりあわせ

が行える運営体制、形態の仕組みを構築

する。 

ウ 不断の改革を実行するため、教職員
がその責務を自覚し、当事者意識をもっ
て大学運営に参画する仕組みを構築す

る。 

60 業務方法書に（法人の業務運営要
領）に基づき、適正な法人運営を行う。 

 また、経営陣における大学運営計

画、政策決定、意思決定を速やか且つ
的確に実施する事、更には大学広報を
効果的・的確に実施する事を目的に、

IR 構築に着手する。令和元（2019）
年度においては IR システムの選定に
向けた検討を行い、運用に向けての準

備を推進する。 

・経営陣の意思を大学運営、政策に反映させるため、

2020年度の予算編成において将来構想に対応する

ために新たに戦略的経費を設けるとともに、経常

経費の 10％削減の理事会方針を徹底した。 

 また、経営分析を分かりやすく関係者（学生、教

職員、保護者、市民等）に理解していただくため

に新たにセグメント（学部）配分経費を図示し、

セグメント別の予算編成の第一歩として示した。 

・予算編成の過程で各部門の課題を明らかにした。 

 

【資料番号】 

 60-1  令和 2年度当初予算予算要求書の提出について 

 60-2  令和 2年度予算案の内示および予算編成を

踏まえた検討事項について（通知） 

【今後の課題・方向性】 

・中期計画に沿った目的別の予算編成と執行したう

えでの経営分析を行い、この結果を分かりやすく関

係者で共有し、ベンチマーク大学と比較しつつ大学

運営に反映すること。 

・IRシステムの選定に向けた検討を行ったが上記の

取り組みを優先し、継続して検討することとした。 

b 

(1) 

・経費削減に向けて、各部門に経費削減の指示を出

すなどの対応がされたが、目標の IR システム選

定準備について確認できない。 

 

(2) 

・新たに戦略的経費を設けるとともに、経常経費の

10％削減の理事会方針が徹底された。 

・経営分析を分かりやすくするための第 1歩とし

て、セグメント配分経費が図示された。 

・予算編成の過程で各部門の課題が明らかとなっ

た。 

 

(3) 

・中期計画にもあるが、教職員が当事者意識をもっ

て大学運営に参画できているか、責務を自覚し、

大学改革に取り組まれたい。 

 

b 

（２）自主的・自立的かつ効率的な運営体制の構築 

 ア 理事や経営審議会委員に学外有識者

を登用して、大学改革に必要な学内外の

情報収集・分析に取り組む「総合戦略室」

を設置するなど、組織の機能を強化し、

戦略的な組織運営を行う。 

イ 監査制度の活用による法人業務の適

正処理を確保する。 

（ア）監事を中心とした実効性のある監

査体制を整備する。 

（イ）監査結果を大学運営の改善に反映
させる仕組みを構築する。 

61 業務方法書に基づき定めた内部
監査規程に基づき、監事と連携し監査

計画を策定し、初めての内部監査を行
い、適正な大学運営に努める。 

 また、大学全体で改革に取り組み、

経営基盤を強化していくため、総合戦
略室を廃止し、事務局に経営・企画広
報担当を置き、経営体質の強化を図

る。 

内部監査計画を策定し、規程に基づき内部監査を

実施した。 

総合戦略室の業務を経営・企画広報担当に移管し、

より法人主導の大学改革に取り組み、大学院設置申

請書を作成し、文部科学省に提出した。 

 

【資料番号】 

 61-1 内部監査計画書 

 61-2 内部監査報告書 

 61-3 長野大学大学院設置認可申請書 

 

【今後の課題・方向性】 

 引き続き監事と連携して内部監査を行う。 

a 

(1)(2) 

・達成度が不明なため、b 評価。 

・内部監査を実施している。 

・経営体質強化に向け、経費削減が図られている。 

・総合戦略室の業務を経営・企画広報担当に移管し、

より法人主導の大学改革が推進された。 

 

(3) 

・大学院設置申請については、別項目ではないか。 

 

b 



 

57 

 

 

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置 

 ２ 教育研究組織の見直しに関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 
地域社会から評価される大学となるべく、地域の特性や受験生のニーズ及び地域からの意見・要望を踏まえ、時代や社会に求められる学問領域、学部・学科編成を検討する。 

併せて、研究教育体制を強化・高度化するために、大学院の設置について検討する。 
 

 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

２ 教育研究組織の見直しに関する目標を達成するための措置 

（１）学部・学科編成の見直し 

 開学後、速やかに学内委員に学外有識
者委員を加えた検討組織を置き、地域社
会から評価される大学となるべく、受験

生のニーズ及び地域企業などからの意
見・要望などを踏まえ、時代や社会に求
められる学部・学科・コース編成の改編

を検討する。なお、改編にあたっては、
文理融合の視点から、現行の「社会科学
系」領域に加え、「理工系領域」など新た

な学問領域の設置を検討する。 

62 大学院設置・学部学科改編構想に
基づき、以下について具体的な準備、
検討を進める。 

検討にあたっては設置団体等との
協議を適宜行い、またコンサルタント
業者に支援を依頼し計画的に進める。 

（ア）大学院設置申請準備 

（イ）学部改編案の精査、確定 

（ウ）ニーズ調査、定員規模、教育確

保、施設設備等の検討 

大学院学部設置検討委員会を設置し、コンサル業

者からの支援を受け、また設置者との協議を経なが

ら大学院の設置認可申請に係る検討と理工系学部の

設置にかかる検討を行った。 

大学院については、ニーズ調査などの必要な準備

を進め、認可申請を行った。理工系学部の設置検討

に関しては、各ワーキングチームから答申書が提出

された。 

 大学改革（大学院、学部設置等）の先行公立大学

に出向き、設置等に向け視察を行った。 

 研究施設の現状を理解するため、他大学の研究施

設を視察し、機器等の維持管理に関して情報を収集

した。 

 

【資料番号】 

 62-1 長野大学大学院設置認可申請書 

(61-3再掲） 

 62-2 理工系ワーキング答申 

 62-3 大学院学部設置検討委員会議事録 

 62-4 出張報告書（他大学視察） 

 

【今後の課題・方向性】 

 大学改革（大学院、学部設置等）の実現に向け、

人事、施設、財務に関する具体的な検討を進めるた

めの学部学科再編準備委員会を立ち上げ、学外者を

交えた検討を行う。 

b 

(1) 

・大学改革（大学院、学部設置等）の先行公立大学

の視察、研究施設の現状理解に向けた施設視察・

情報収集が行われている。さらに大学院学部設置

検討委員会が設置され、大学院設置認可申請が行

われ、理工学部設置の検討が開始された。 

 

(2) 

・大学改革の先行公立大学に出向き、設置等に向け

視察が行われた。 

・他大学の研究施設を視察し、機器等の維持管理に

関する情報が収集された。 

・大学院学部設置検討委員会を設置し、大学院の設

置認可申請、理工系学部の設置にかかる検討が行

われた。 

・大学院については認可申請が行われた。 

・理工系学部に関しては、ワーキングチームから答

申書が提出されている段階である。 

 

(3) 

・大学改革（大学院、学部設置等）の実現に向けて

は、人事、施設、財務に関する具体的な検討が今

後の課題である。 

 

b 

（２）大学院設置の検討 

 地域づくりを担い、地元企業や組織で

必要とされる高度な人材を育成するとと

もに、専門的な資格の取得を促進し、地

域課題の解決に寄与する「大学院」の設

置を開学後、速やかに学内委員に学外有

識者委員を加えた検討組織を置き、検討

する。 

 

同上 同上 

－ 

同上 

－ 
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第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置 

 ３ 人事の適正化に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 
人事政策を立案する組織を設置するとともに、教職員に対して公立大学の職員としての自覚を喚起する。 

また、能力、意欲及び業績が適切に評価され、処遇に反映されるなど、教職員にインセンティブが働く制度を構築し、資質の向上と人事の適正化を図る。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

３ 人事の適正化に関する目標を達成するための措置 

（１）柔軟な人事制度の構築 

 ア 特任教員等の任用制度を導入する。 

 

【年度計画に記載なし】 大学院設置認可時に、教員審査を受ける教員の年

齢について指摘がある可能性を考慮し、特任教員規

程の見直しを行った。 

【資料番号】 

 63-0 長野大学特任教員規程 

【今後の課題・方向性】 

 特任教員の増に伴う教員の年齢構成のアンバラン

スに対応するため、若年層の積極的な採用を行う。 

－ 

 

－ 

 イ 裁量労働制を導入する。（平成３０年

度～） 

63 前年度までの検討事項をふまえ、

研究が主たる業務となる千曲川流域
環境・水産研究所（仮称）の職員を対
象として裁量労働制を導入する。 

淡水生物学研究所（仮称）の研究員を対象に、裁

量労働制を導入した。 

【資料番号】 

 63-1 専門業務型裁量労働制に関する協定届 

【今後の課題・方向性】 

 研究員以外の裁量労働制導入について、引き続き

情報収集等を進める。 

b 

(1)(2) 

・淡水生物学研究所（仮称）の研究員を対象に、裁

量労働制が導入された。 

 

(3) 

・研究員以外の裁量労働制導入については、引き続

き情報収集等を進める。 

b 

（２）教員業績評価制度の構築 

 開学後、速やかに教育・研究の促進を目
的とした、多面的な視点による新たな教
員業績評価制度を検討するとともに、評

価結果を研究費の増額やサバティカル制
度の活用等に反映させるなどインセンテ
ィブが働く仕組みを構築する。（平成３１

年度～） 

64 令和元（2019）年度の評価対象者
は 3名。規程に基づき任期付教員の業
績評価を行う。 

 また、全教員を対象とした教員業績
評価制度を試行的に実施し、令和 2
（2020）年度の本格導入に向けて、運

用上の課題や他大学の状況を踏まえ
制度設計を確立する。 
 

・任期付教員に関しては対象者 3 名について、業績
評価を行った。任期付教員に対する業績評価に係
る労力を軽減するため、業績評価報告書のフォー

マットを改めるととともに、自己評価報告書の記
載を分かりやすく行うためのひな型を作成した。
昇任昇格に関しては基準を満たしている対象者 2

名を審査した。 
・全教員を対象とした業績評価制度を行った。 
・学長による教員表彰では 2 名の教員が該当し、イ

ンセンティブとして研究費を増額（出版費を助成）
した。 

 

【資料番号】 
 64-1 業績評価報告書フォーマット 

64-2 自己評価報告書雛形 

64-3 学長学部長会議議事録（研究費の増額） 
 

【今後の課題・方向性】 

 研究費の上乗せだけではなく、業務成績を給与等
に反映できる仕組み構築に向けた検討を行う。 

b 

(1)(2) 

・任期付き教員の業績評価を実施している。 

・全教員の自己評価報告書により実施した。 

・評価制度自体がない状況から、全教員に評価報告

書の記載を実施したことを評価する。 

 

(3) 

・個人評価（業績評価）は、人事制度の根幹として

位置付けるべきものと考えるが、評価のための資

料をつくることに多くの労力を使わせては本末

転倒である。一年間の自己の振り返りと、他者か

らの評価のための基礎資料とするもので、あくま

でも簡便であるべきと考える。 

評価制度としては、評価報告書提出はあくま

でも基礎資料で、他者評価や面接、客観的数値

評価等も含めて、システム的な評価制度を構築

すべきである。 

・教員業績評価制度は上記の取組みでわかるが、職

員の評価制度は検討も必要ではないか。 

c 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

（３）職員の資質向上に関する取組  

 公立大学法人職員に必要な教育研究活

動支援等の知識及び技能習得や、職員の

能力及び資質を向上させるための SD 活

動（Ｓｔａｆｆ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎ

ｔ：大学等の管理運営組織が、目的・目

標の達成に向けて十分機能するよう、管

理運営や教育・研究支援に関わる事務職

員・技術職員又はその支援組織の資質向

上のために実施される研修）などの研修

を行う。 

また、関連団体が実施する研修に参加
する機会を設け、公立大学法人の職員と

しての自覚を喚起する。 

65 公立大学法人の職員として必要

な能力を高めるための各種研修会に

多くの職員を派遣する（延べ人数で 50

名以上）。 

 また、前年度に引き続き、設置者で

ある上田市との人事交流を図り、上田
市の行政課題の把握、職員資質向上の
一助とする。 

・公立大学協会が主催する研修会を中心にセミナー
等に教職員を派遣した。（延べ 60名） 

・上田市との人事交流を実施し、職員資質の向上に
努めた。 

・財源確保のため他大学を視察し債権管理に関して
意見交換を行った。 

 
【資料番号】 
 65-1 研修・セミナー派遣一覧 
 65-2 人事交流報告書 
 65-3  信州大学松本キャンパス視察報告 

（債権管理） 
 
【今後の課題・方向性】 
 引き続き研修会等への派遣を行う。オンライン研
修等についても実施する。 

a 

(1)(2) 

・様々なセミナーに教職員を派遣し、ＳＤ活動が行

われ、上田市との人事交流実施による職員の資質

向上が取り組まれている。 

・財源確保のため他大学との意見交換を行った。 
 
(3) 

・市との人事交流で培った人的ネットワークを大学

職員として有効活用して欲しい。それ以外にも具

体的に得られものなどの記載は少なく、課題点の

記載もあるため、今後改善し、より良い人事交流

となることを望む。 

b 

 

 

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置 

 ４ 事務の効率化・合理化に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 事務処理の簡素化、外部委託の活用、情報化の推進等によって効率化・合理化を図るとともに、事務組織の見直しを随時行う。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

４ 事務の効率化・合理化に関する目標を達成するための措置 

 （１）事務処理の内容及び方法について、

定期的な点検を実施し、必要に応じて改

善を行う。 

（２）業務内容の変化に柔軟に対応し、

効果的かつ効率的な事務処理ができるよ

う、事務組織の定期的な見直しを行う。 

（３）全学的な課題（退学者減少等）に
迅速に対応できるよう、組織横断的に取
り組むプロジェクトチームを柔軟に発足

させる体制を整備する。 

66 業務方法書第 8条第 2項に定める
標準業務手順・マニュアルについて、

現在存在するものは、主要な業務に限
られているため、適正かつ効率的な業
務の実施のためのマニュアル作成を

推進する。 

規程・業務手順・マニュアルに基づき業務を行う

ことが求められる中で、「公立大学法人長野大学受

託事業取扱規程」「サークルの活動後援費に関する

規程」等を制定・改正し、適正な業務の実施に努め

た。 

 

【資料番号】 

 66-1 公立大学法人長野大学受託事業取扱規程

（54-2再掲） 

 66-2 長野大学公認サークル課外活動後援費に関

する要綱 

 

【今後の課題・方向性】 

 その他の規程等も随時見直していく。 

b 

(1) 

・適正な業務実施に努めており、相応の進捗と判断

する。 

 

(2) 

・「公立大学法人長野大学受託事業取扱規程」「サ

ークルの活動後援費に関する規程」等を制定・改

正し、適正な業務の実施に努めた。 

 

(3) 

・その他の規程等も随時見直していく。 

b 
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第４ 財務内容の改善に関する目標を達成するための措置 

 １ 安定的な経営確保に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 
安定的な経営を維持するため、経営責任の明確化による戦略的な大学運営を実現し、志願者の増加と入学定員の確保、並びに自己収入の増加と経費削減に取り組み、収支構造の改善

を図る。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

１ 安定的な経営確保に関する目標を達成するための措置 

（１）組織の見直し 

 ア 学部・学科再編の検討 

 平成２９年度から、志願状況や入学者の
成績の追跡調査を実施し、地元の高校及
び地域経済界等の要望提言を参考に、学

部・学科再編に向けて現行の学部・学科
のカリキュラム編成の見直しに着手す
る。 

67 志願状況、入学者の成績の追跡調
査を実施し、分析した結果を全学で共
有するとともに、学生募集活動に積極

的に活用する。 

・平成 30年度新入生と令和元年度新入生のアンケー

ト結果を比較・分析し、全学教授会で情報を共有

した。 

その中で、大学のホームページで情報を得て受

験した割合が平成 30 年度 11％令和元年度 34％と

増加し、大学案内パンフレットの利用が平成 30

年度 10％令和元年度 26％と増えた結果だったこ

とを踏まえ、今年度は高校生向けの情報を常に意

識し初めての試みとして、オープンキャンパスに

来場できない生徒に対して動画を作成し、ホーム

ページ上で公開した。 

・アンケート結果では「長野大学を受験校として意

識した時期」が、センター試験終了後が最も多く

27％であった。 

これは、受験生自身のセンター試験の結果(点

数)で受験できる国公立大学として、本学が候補と

して挙がってきているのではないかと思われる。

そのため、その時期にいかに受験生に本学を知っ

てもらうかの学生募集広報が極めて重要だと分析

し、センター試験直後に行う学生募集広報のエリ

アを拡大して実施した。 

 

【資料番号】 

 67-1 入学者アンケート結果 

 67-2 長野大学 HP 動画サイト紹介 

 67-3 センター試験直後の大学紹介 DM 

 

【今後の課題・方向性】 

・3学部の専任教員の研究内容や教育実践を広く受験

生に伝えるために、ホームページに公開する動画

を増やすことを検討する。 

・早い段階で、一般選抜における受験校として本学

を周知する方法を考えなければならない。 

a 

(1)(2) 

・新入生のアンケート結果の分析がなされ、その分

析に対する対応として、ホームページの重要性、

ホームページ上で動画配信など評価できる。 

・センター試験直後に行う学生募集広報のエリア拡

大実施も評価できる。 

・平成 30年度と令和元年度新入生のアンケート結

果を比較・分析した結果、ホームページやパンフ

レットの重要性が確認された。 

・「長野大学を受験校として意識した時期」に関す

る分析からセンター試験直後の情報発信の重要

性が認識された。 

 

(3) 

・センター試験終了後に候補として上がるようでは

なく、センター試験前から第一志望校となれるよ

う、大学の魅力を高めていく必要がある。 

・中期計画と年度計画の内容に相違があり、見直し

を求める。 

・早い段階で、一般選抜における受験校として本学

を周知する方法を考える必要がある。 

 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

１ 安定的な経営確保に関する目標を達成するための措置 

（１）組織の見直し 

 ア 学部・学科再編の検討 

  68 また、広報入試担当職員が高校訪

問の際に行った意見交換の結果や、高
校生ニーズ調査や地域産業界の意向
調査等を基に、学部学科改編に向けた

コース設定、カリキュラム等の見直し
を行う。 
さらに、大学・入試説明会やインタ

ーンシップ報告会、福祉の実習報告会
などのイベントにおいて関係者より
聴取、収集した意見については関係す

る学部、センターで共有し、業務・事
業の推進に役立てる。 

広報入試担当職員が高校訪問の際に行った意見交

換の結果をまとめ、その都度、関係部署と情報共有

した。 

 その中で、高校訪問等で職員が得た情報として、

総合型選抜、推薦等の前半型の入試で合格した受験

生への入学前学習に対して、高校生活の中で学び続

けてもらうための仕組みを考えてほしいとの指摘を

受けたため、入学前学習について各学部で共有した。 

 

【資料番号】 

 68-1 高校訪問時の記録（一部） 

 

【今後の課題・方向性】 

 各学部カリキュラム担当教員に高校生および高校

教員の現場の声を可能な限り伝えていく。 

b 

(1)(2) 

・高校訪問等で得られた情報は、関係部署で共有し

教育に反映させる取組みが行われている。 

 

(3) 

・関係部署と情報共有するのみでなく、その情報を

役立てるよう、意識してほしい。 

・入学前学習について各学部で共有した後、どのよ

うに対応したのか、確認できない。具体的な内容

は入学前学習のみか。 

・このことが、学部学科改編に向けたコース設定、

カリキュラム等の見直しや、学部学科改編に向け

たコース設定、カリキュラム等の見直しにつなが

ったか、つながらなくても対応をしたかがわから

ない。 

b 

 イ 適正な入学定員の見直し 

 平成３０年度募集入試から新たなコー

スを設定するなどして、環境ツーリズム

学部及び企業情報学部の入学定員を見直

す。 

また、平成３１年度募集入試は学部・学
科・コース等の再編を行い、入学定員３
８０名をめざす 

69 各学部の改編計画に基づき、各学
部の入学定員を適切に見直していく。
また、学部改編をにらみ各コースの見

直し、新設について検討する。 
また、学部改編をにらみ各コースの

見直し、新設について検討する。 

 

学部学科再編構想案を作成し、入学定員を見直し

た。学部学科再編準備委員会設置規程を制定し、委

員の選定に着手した。 

 

【資料番号】 

 69-1 大学院・学部再編構想案 

 69-2 長野大学学部学科再編準備委員会規程 

 69-3 学部学科再編準備委員会の設置について 

 

【今後の課題・方向性】 

学部学科再編準備委員会を立ち上げ、具体的な検

討を進める。 

b 

(1)(2) 

・学部学科再編準備委員会設置規定が制定され、委

員選定が行われた。 

・学部学科再編構想案を作成し、入学定員が見直さ

れた。 

 

 (3) 

・今後の課題にもあるように、早急に委員会での具

体的な検討を重ね、成果につなげてほしい。 

 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

（２）志願者増加と入学定員の確保 

 ア 学生募集活動 

 学ぶ意欲の高い志願者を安定的に確保

し、増加させるため、ホームページや大

学案内、進学業者の媒体などで、大学の

特徴や学びの内容の周知を図るなど「間

接広報」を展開するとともに、オープン

キャンパス、進学相談会の参加ほか、志

願者分析による対象地域高校等への高校

訪問や教員対象説明会を開催するなど

「直接広報」を戦略的に展開する。 

高校訪問は、県内及び近隣県を中心に

した対象地域で行い、 

１）研究・教育の内容、学びの特徴、

本学の取り組みや成果について理解を図

る。 

２）高校側が求める「就職に関する情

報（就職実績、サポート体制）」、「卒業生

（在学生）の現況」、また入試制度に関す

る情報を伝える。 

３）本学への要望（入試制度、高大連

携、大学との協働学修のニーズなど）を

聴き取る「広聴活動」を強化する。 

また、志願者データや新入生アンケー

トの分析を基に、志願者増を図る地方試

験会場を適切に設定するなど入学定員の

確保に向けた対応を強化し、公立大学の

平均志願倍率（一般入試５倍程度）を目

指す。 

70 ホームページや大学案内、進学業

者の媒体などで、大学の特徴や学びの

内容に加え、各種メディアを通して

「学生の成長支援」および「教員の教

育研究活動」をコンテンツの基礎にし

た学生募集活動を展開する。 

 

 本学ホームページに大学案内パンフレット、キャ

ンパスニュースの内容を閲覧できるように掲載し

た。 

 また、教員の研究紹介として 19件掲載しているが、

内 4 件、動画を 2 件新たに掲載し、本学の学びの特

徴を広く紹介した。 

 動画の一つはオープンキャンパスに参加できない

県外からの一般選抜で受験する受験生のため、模擬

講義を掲載した。一般選抜志願者獲得のため、進学

情報誌の媒体に本学の紹介を掲載した。加えて、模

擬試験の志願者状況を踏まえ効果的な範囲を定め DM

を発送した。 

 

【資料番号】 

 70-1 大学案内パンフレット 

 70-2 キャンパスニュース 2019年度(6月・10月) 

 70-3 長野大学 HP 動画サイトの紹介（67-2再掲） 

 70-4 センター試験直後の大学紹介 DM（67-3再掲） 

 

【今後の課題・方向性】 

 間接広報について実行可能な手法について検討す

る。 

b 

(1)(2) 

・ホームページで大学案内パンフレット、キャンパ

スニュースの内容を閲覧できるようにし、動画 2

件を含む教員研究紹介、進学情報誌への大学紹介

などを通じ、本学の学びの特徴が広く紹介され

た。 

・ホームページで大学案内パンフレット、キャンパ

スニュースの内容を閲覧できるようにした。 

・進学情報誌への大学紹介記事が掲載された。 

 

b 

71 オープンキャンパスを年2回開催
し、大学・入試説明会は前倒して開催

する。また、進学相談会へ積極的に参
加するとともに、志願者分析による対
象地域高校等への高校訪問や教員対

象説明会を開催する。 
さらに、進学情報業者の分析結果を

参考に効果的な学生募集広報を実施

する。 

再掲 項目 36、38 

a 

(1) 

・相応の進捗と判断する。 

 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

（２）志願者増加と入学定員の確保 

 ア 学生募集活動 

  72 アンケートについては、学長秘書
室において実施している入学後 1年経

過した学生を対象とした本学への入
学理由や満足度にかかるアンケート
と、アドミッションセンターにおいて

実施している新入生を対象として、入
学者がどのように本学を知り(案内パ
ンフレットかホームページか等の広

報手段)、入学に至ったか等の検証を
行うためのアンケートを前年度と同
様に実施し、本学の教育内容や学生募

集の広報戦略の参考とする。 

 新入生対象アンケート（項目 67再掲）の他、入学

後 1 年経過した学生を対象としたアンケートを実施

し、本学の学習環境等に関する満足度についての情

報を収集した。 

アンケート結果については教授会等で学内共有

し、今後の教育内容や大学運営の参考にしていくこ

ととした。 

 

【資料番号】 

 72-1 学習環境に関する学生アンケート調査 2019 

 

【今後の課題・方向性】 

 継続して公立化に伴う学生の変化について情報収

集する。 
 

b 

(1)(2) 

・新入生を対象にして、入学後及び 1年経過後にア

ンケートを実施、学習環境等に関する満足度につ

いての情報が収集・分析もしっかりと成されてい

る。 

 

(3) 

・学習環境に関する学生アンケートは、重要な情報

である。学内共有することはもちろん、改善につ

なげるべきである。 

・アンケート結果をどのように学生募集の広報戦略

に活用したのか、確認できない。 

・教養科目の日本語力・外国語力については、身に

つかなかった割合が高く、教育内容の早急な対応

を求める。 

・広報戦略の参考とするだけでなく、アンケート内

容には大変重要な点が散見される。対応を強く望

む。 

b 

 73 令和 2(2020)年度入試の志願者に
ついては、公立大学の平均志願倍率
（一般入試５倍程度）の確保を引き続

き目指し、各学部で確実に入学定員を
充足させる。 
また、「学生募集推進室」の機能を

強化し、オープンキャンパスや高校説
明会の企画をより一層充実させる。 

・一般選抜の志願者については 6.6 倍となり、これ

まで同様公立大学の平均志願倍率（一般選抜 5倍程

度）を確保することができた。 

・入学者については、各学部で入学定員を充足する

ことができた。 

・オープンキャンパスについては、模擬授業や大学

紹介等を参加者がより興味を引く内容とした。 

 

【資料番号】 

 73-1 2020(令和 2)年度 入学試験実施結果 

（36-2再掲） 

 

【今後の課題・方向性】 

一般選抜(前期・中期)の志願者倍率 5 倍を維持す

るために、実行可能な手立てを検討し、実施してい

く。 

大学入学共通テストが令和 2 年度に実施され、令

和 3 年度一般選抜で利用されるなど大学入学者選抜

をめぐる環境は今後激変することが予想される。 

オープンキャンパスの実施や学生募集のためのパ

ンフレットの発行にとどまらず、今後の一般選抜に

おける環境の変化に対応できるように学生募集推進

室の機能強化を図っていく。 

a 

(1)(2) 

・平均志願倍率 6.6 倍となり目標（5 倍）を達成し

ているが、昨年度 9.1 倍であったことを踏まえる

と、今後も平均志願倍率が下がることも懸念され

る。 

・オープンキャンパス、高校説明会など積極的に企

画運営されている。 

 

(3) 

・昨年度より倍率が下がった要因を分析し、対応が

必要である。 

 b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

 イ 大学広報 

 【大学広報】 

地域における教育研究活動の浸透と大

学のブランドイメージの向上を図るた
め、ホームページ（公式ページ）の内容
の充実を図るとともに、各種メディアで

発信できるよう報道機関への情報提供
（プレスリリース）を積極的に行う。 

【大学広報】 

74 一層の広報効果とセキュリティ

向上を目的として、ホームページのリ

ニューアルに着手する。 

上田市に対し上田市広報への長野
大学ページ(欄)導入を継続的に依頼
する。 

・直近にホームページのリニューアルを行った他大学

の取組状況を聴取し、プロポーザル方式の入札を検

討することとした。 

・長野大学ホームページのリニューアルに向け、職員

によるワーキンググループを設け、職員目線の課題

を整理した。 

・上田市の広報紙である「広報うえだ」に長野大学に

関する情報を適宜掲載した。 

・大学の情報を適宜、プレスリリースした。 

 

【資料番号】 

 74-1 長野大学ホームページの課題 

（WG職員メンバーの意見等の整理） 

 74-2「広報うえだ」掲載紙面（抜粋） 

 74-3 プレスリリース実績一覧 

 

【今後の課題・方向性】 

 令和 2年度にホームページをリニューアルする。 

c 

(1) 

・ホームページの課題の洗い出しに留まっており、

リニューアルに着手できていない。 

 

(2) 

・プレスリリースを積極的に行っている。 

 

(3) 

・ホームページのリニューアル実施に向けた取組み

が求められる。 c 

 イ 大学広報 

 【地域への情報発信】 

大学の運営状況や教育研究活動の状況

など、ホームページ等で積極的に公開す
るとともに、設置者である上田市及び市
議会に随時運営状況を報告する。 

75【地域への情報発信】 

 大学の運営状況、教育研究活動の状

況、社会貢献状況等について、ホーム

ページ等を通じて積極的に公開する。 

また、学部学科改編・キャンパス整

備マスタープラン（仮称）については

設置団体との協議を随時実施するほ

か、市議会（総務文教委員会議員等）

との懇談会を実施する。 

長野県との間においても連携協定

に基づく連携推進会議により連携事

業の推進を図る。 

 さらに上田市内商工団体、各種企業

団体の行事を機会に、本学情報を発信

するとともに、地域行事、イベント等

に参加し、長野大学の活動をアピール

する。加えて長野大学未来創造基金へ

の支援を推進する。 

 

・ホームページに大学情報を適宜発信した。（掲載件

数 120件） 

・上田地域産業展において、受託研究等で取組んだ

「若者の定住・就業促進策の研究」、「信州上田学事

業」の取組みを中心にポスター展示を通じて本学の

地域に向けた取組みを市民に公表した。同時に「長

野大学 VISION」とこれを実現する長野大学未来創

造基金について広報する活動を行った。 

・上田市との協議を 6 回、長野県（産業労働部、県

民文化部、教育委員会）との意見交換などを 3回実

施した。 

 

【資料番号】 

 75-1 長野大学ホームページ（2019年度ニュース&

トピックス） 

 75-2 上田地域産業展 2019報告 

 75-3 長野大学ホームページ（長野大学未来創造基

金） 

 75-4 上田市、長野県との懇談等実施状況 

 

【今後の課題・方向性】 

大学改革（大学院設置、新学部設置、キャンパス

整備計画など）について、決定次第、大学の方向性

を積極的にホームページ等で発信し、大学が変わり

つつあることを発信する。 

b 

(1) 

・大学情報を積極的に発信しており、上田市・長野

県との協議も適宜行われ、相応の進捗と判断す

る。 

 

(2) 

・ホームページで大学情報が適宜発信された。 

・上田地域産業展において、「若者の定住・就業促

進策の研究」、「信州上田学事業」のポスター展示

を通じて、また「長野大学 VISION」とこれを実現

する長野大学未来創造基金について本学の取組

みが市民に公表された。 

・上田市・長野県との協議・意見交換会が行われた。 

 

(3)  
・今後も、大学改革の進行に伴う大学の方向性を積

極的にホームページ等で発信し、大学が変わりつ

つあることを発信すべきである。 

 

b 



 

65 

 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

 イ 大学広報 

 【シンボルマーク等の策定】 

市民の期待に応える新大学として、対
外的なアピールを強化するため、新たに
大学の理念、ビジョン、校歌、校章、シ

ンボルマークなどを、学内選定委員会を
設置し、新規制定を検討する。 

76【シンボルマーク等の策定】              

新入生を中心に大学ビジョンにつ

いて説明する機会を設けるとともに、

大学正面玄関へのシンボルマークパ

ネルの常設を継続し、学生・教職員へ

の浸透を図る。 

 キャンパスサイン(構内案内)につ
いては、デザイン系学生を構成員に交
え WG を設置し、キャンパスサインの

統一化を目指す。 

・4 月の新入生ガイダンスにおいて、「長野大学

VISION」を配布、説明した。 

・大学正面玄関にシンボルマークパネルを常設した。

（前年度より継続） 

・デザイン系学生を含めた「キャンパスサイン（構内

案内）ワーキンググループ」を設置し、「施設整備

マスタープランの策定」をうけて、将来のキャンパ

スサインがどうあるべきかについて基本的な考え

方をまとめた。 

 

【資料番号】 

 76-1 キャンパスサイン（構内案内）検討ワーキング

グループの設置について 

 

【今後の課題・方向性】 

 取組みを継続して浸透を図る。 

b 

(1) 

・相応の進捗と判断する。 

 

(2) 

・キャンパスサイン検討ワーキンググループが設置

され、将来像が議論された。 

 

(3) 

・取組みを継続して浸透を図る取組みが求められ
る。 

・キャンパスサイン（構内案内）検討ワーキンググ

ループの成果が確認できない。 

b 
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第４ 財務内容の改善に関する目標を達成するための措置 

 ２ 自己収入の増加に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 
学生納付金は、入学定員の確保や社会情勢、法人の収支状況等を勘案した適切な金額を設定し、安定した収入の確保に努める。 

 また、科学研究費助成事業のほか、各種補助金、共同研究・受託研究収入、寄附金など、外部資金獲得のための組織体制を構築し、積極的に外部資金の獲得を図る。 
 

 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

２ 自己収入の増加に関する目標を達成するための措置 

 学生納付金は、公立大学として、全国の
国公立大学との志願者獲得競争に対抗し
うる、また高等教育の機会均等に果たす

役割を踏まえ、自己収入が増加（経営努
力認定：入学定員超過など）した場合は、
他の国公立大学との均衡を踏まえた適切

な額となるよう見直し、上田市議会の議
決、上田市の認可を得るよう取り組む。 

77 7 月に予定されている高等教育無

償化の機関審査に向けて、必要な準備

を行う。 

また、入学者の確保、事務事業の効

率化等に努め、剰余金の経営努力認定

に向け、目的積立できる黒字経営を目

指す。 

 

・高等教育の修学支援新制度の機関要件認定を受け

た。 

・平成 30年度経営努力の結果、93,191,925円の剰余

金を生み、設置団体から目的積立金として承認され

た。 

 

【資料番号】 

 77-1 大学等における修学支援に関する法律第 7

条第 2項に基づく確認について 

 

【今後の課題・方向性】 

 スクラップ＆ビルドを基本に基づき、経営努力を

継続して行う。 

a 

(1)(2) 

・高等教育の修学支援新制度の機関要件を満たすと

の認定を受けた。経営的にも経営努力の結果、剰

余金を生み出し、黒字経営できている。 

 

(3) 

・今後とも継続的な経営努力が求められる。 

 
a 

 （１）地元企業や団体、個人への寄付金
募集等により、自己収入の確保を図る。 

78（１）地元企業や団体、個人への寄

附金募集等により、自己収入の確保を

図るため、以下の取り組みを実施す

る。 

（ア）使途特定寄附の推進により、教

職員における積極的な寄附募集活

動を促進する。 

（イ）理事長・学長・担当副学長を先

頭に事務局にて大口寄附の獲得を

図ると共に、継続的支援先を確保す

る(既寄附者等への訪問実施・寄附

者対象の学長懇談会開催)。 

（ウ）同窓会・後援会への長野大学未

来創造基金支援の働き掛けを強化

する(総会通知・会報誌等発送時等)。 

（エ）地域内就職促進活動における訪

問企業等への支援依頼を推進する。 

（ア）上田地域産業展において、職員による対面募

集活動を行った。 

（イ）法人から教職員への依頼を実施した。 

（ウ）同窓会・後援会の総会において、寄附金の支

援を要請した。 

（エ）地域内就職促進活動における企業等へ訪問の

際に寄附金の支援依頼を行った。 

 

 （長野大学未来創造基金 寄附金受入実績） 

  平成 30年度実績  31件 1,668千円 

  令和元年度実績   12件 623千円 

 

【資料番号】 

 78-1 長野大学未来創造基金寄附金受入実績 

 

【今後の課題・方向性】 

 本学が推進する取組みを明確にしたうえで、より

効果的な募集活動を工夫する。 

b 

(1) 

・積極的な募金活動が行われ、長野大学未来創造基

金、寄附金受入実績は昨年の約 3 分の 1 にとどま

ったが、相応の進捗と判断する。 

 

(2) 

・上田地域産業展において、職員による対面寄付募

集活動が行われた。 

・法人から教職員に向けて寄付募集活動への協力依

頼が行われた。 

・同窓会・後援会の総会において、寄附金の支援が

要請された。 

・地域内就職促進活動における企業等へ訪問の際に

寄附金の支援依頼が行われた。 

 

(3) 

・推進する取組みを明確にしたうえで、より効果的

な募集活動を工夫することが求められる。 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

２ 自己収入の増加に関する目標を達成するための措置 

 （２）外部資金等の募集情報を積極的に
収集、教員に迅速に提供し、申請に当た

っての内容説明や申請書類作成支援を行
うなど、研究支援の体制を強化し、科学
研究費助成事業のほか各種補助金、各種

寄付金、共同研究・受託研究収入など競
争的外部資金獲得を図る。 

79（２）科学研究費助成事業のほか各
種補助金、各種寄附金、共同研究・受

託研究収入など競争的外部資金獲得
を図るため、外部資金等の募集情報を
積極的に収集、教員に迅速に提供し、

申請に当たっての内容説明や申請書
類作成支援を行う。 

再掲 項目 41 
 

a 

項目 41 に同じ 

b 

 （３）学生募集状況を踏まえ、適正な入

学定員の見直しを行う。 

80（３）学部改編の将来構想を具体化

させ財政推計を行うなど、大学全体の
規模を確定させる。 

大学院・学部検討委員会の検討過程において、財

務シミュレーションを作成したが、確定には至って

いない。 

設置団体に対し学部改組案の説明を行った。 

 

【資料番号】 

 80-1 財務シミュレーション検討資料 

 80-2 長野大学 学部学科再編について【R2.2.12

市長発言要旨】 

 

【今後の課題・方向性】 

 財務シミュレーションの条件を確定し、シミュレ

ーションの精度を高める。これをもとに適正な入学

定員を確定する。 

b 

(1)(2) 

・大学院・学部検討委員会の検討過程において、財

務シミュレーションを作成したが、確定には至っ

ていない。 

・設置団体に対し学部改組案の説明を行ったが未確

定部分が残されている。 

 

(3) 

・今後の大学全体の規模、これに伴う財務シミュレ

ーションは今後の課題である。 

・財務シミュレーションは、いくつかの条件によっ

て、また単年ではなく複数年のシミュレーション

を行うことなど、いくつかの選択肢を検討するこ

とで意思決定の一助となる。 

c 

 （４）業務に関する料金や受益者負担金
について、他大学の動向や法人の収支状

況等を考慮した料金設定を行う。 

81（４）高等教育無償化制度導入後の
状況、大学定員規模の検討や大学改革

の方向性などを含めた財政推計を行
うとともに、他大学の動向も踏まえ
て、料金設定について検討する。 

 高等教育の修学支援新制度の導入に際し、既存の
制度との調整等を行い、既存の減免制度は廃止し、

新制度に一本化するとともに、成績優秀者向けの奨
学金制度を残すことを決定した。 
 なお、新制度導入に伴い、入学金の一部と教育充

実費について学生が負担することも決定した。 
 
【資料番号】 

 81-1 高等教育の修学支援新制度導入に関する対
応（理事会決定資料） 

 

【今後の課題・方向性】 
 毎年の機関認定に向けて必要な手続き事務を行
う。 

a 

(1)(2) 

・高等教育の修学支援新制度の導入に際し、既存の

制度との調整等が行われた。 

・既存の減免制度は廃止し、新制度に一本化すると

ともに、成績優秀者向けの奨学金制度を残すこ

と、入学金の一部と教育充実費については学生が

負担することが決定された。 

 b 

 財務内容の改善に関する指標 

◇入学志願者の確保や外部研究資金等の

獲得に努め、自己収入の６年間総額が、
第１期中期計画の総額（６，９４０百万
円）を上回るようにする。 

【年度計画に記載なし】 第 1期中自己収入額の推移 
平成 29年度 1,075,784千円 
平成 30年度 1,105,989千円 
令和元年度  1,076,881千円 ― 

 

― 
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第４ 財務内容の改善に関する目標を達成するための措置 

 ３ 経費削減に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 
大学運営に要する経費として運営費交付金が上田市から交付されていることを十分認識し、大学運営全般について支出内容の精査に努め、組織運営及び人員配置の改善、事務事業の

簡素化、外部委託化、情報化などにより、人件費を含む経費の抑制を図る。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

３ 経費削減に関する目標を達成するための措置 

 （１）契約方法について入札制度の活用
など競争原理を働かせるとともに、物品
購入の集約化一元化・複数年契約の導入、

外部委託など、経営上の課題を洗い出し
対策を進める。また、ＩＣＴ（事務系シ
ステム）の活用による業務改善及び事務

業務の効率化、ＬＥＤなどの環境負荷低
減と節減効果が見込める機器の導入のほ
か、節電節水など光熱水費等の節減等に

より管理経費の健全化を図る。 

82 法人の内部統制システム構築の
一環として、入札・契約に関する事務
手続きの体制を強化し適正な運用を

行う。引き続き、LED 照明への切り替
えを行う。 

 平成 30年度に作成した契約事務等に関する手順書

を、消費税制改正等をふまえて変更し、周知を図っ

た。 

 また、9月に 6号館研究室を中心に LED照明への切

替工事を実施した。10月から 3月までの 6か月間の

使用量（高圧電力/Kwh)は前年同月比△8.2％であっ

た。 

 また、電力会社の見直しにより、12月から電気料

の単価が値下がったため、年間の電気料金が前年比

で約 1,500千円削減された。 

 

【資料番号】 

 82-1 契約事務等に関する手順書（消費税制改正、

雇用契約・報酬・謝金） 

 82-2 電気使用量一覧表 

 

【今後の課題・方向性】 

 引き続き、管理経費の健全化に努める。 

a 

(1) 

・経費削減として、LED 照明への切り替え、電力

会社の見直しによって、光熱費の削減の実績が出

ている。 

 

(2) 

・6号館研究室を中心に LED照明への切替工事が実

施され、6か月間の使用量が前年同月比 8.2％減

となった。 

・12月から電気料の単価が値下がったため、年間の

電気料金が前年比で約 1,500千円削減された。 

 

(3) 

・引き続き、管理経費の健全化に向けた取組みが求

められる。 

 

a 

（２）定員管理と人件費の抑制 

 ア 定員管理 

 入学定員の見直し（定員増）、学部・学

科再編、大学院設置など、この中期計画

実現のために必要な教員確保にむけて、

人事委員会を設けて人事計画策定のう

え、円滑かつ公正な審査を経て、採用す

る。 

このほか非常勤教員や任期付教員を含

めた教員配置を行う。（定員増に伴う専任

教員の増員数：平成３０年度１名、平成

３１年度２名、平成３２年度１名、平成

３３年度１名 計６１名） 

事務職員は効率的な業務運営を前提と

した正規職員、定年後の再任用職員、嘱
託職員及び臨時パート職員の配置を行う
とともに、総合戦略室には外部人材を登

用するなど大学目的を達成するために人
員体制を整備する。 

83 学部学科改編構想をふまえ、人事

計画の検討を進める。 

また、事務局に、上田市から在籍出

向を依頼し、市との連携を深めつつ経

営の安定化を図るとともに多様な人

材確保に向けて外部人材の登用も検

討する。 

・大学院設置を視野に、特別人事による採用を行っ

た。また、今後退職が予定されている教員の後任
をどの分野で補充するのかといった人事計画に着
手した。 

・上田市から事務局長を迎え、設置団体との連携強
化を図った。 

・学部学科再編をにらみ直近の退職者と新たに採用

する教員の人事計画表を作成した。 
 
【資料番号】 

 83-1 長野大学特別人事委員会に関する要綱 
 83-2 特別人事による教員採用人事 
 

【今後の課題・方向性】 
・学部学科再編準備委員会において人事計画の検討
を行う。 

・引き続き設置団体との人事交流を進める。 

a 

(1)(2) 

・大学院設置を視野に人事採用が進められた。また、

市から事務局長を迎え、設置団体との連携強化が

図られるとともに、学部学科再編に向けた人事計

画が進められた。 

・大学院設置や学部学科再編を視野に、特別人事や

退職に伴う人事計画が行われた。 
・上田市から事務局長を迎え、設置団体との連携強
化が図られた。 

 
(3) 

・計画に沿った人事採用を進めることが求められ

る。 

a 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

（２）定員管理と人件費の抑制 

 イ 人件費の抑制 

 教育研究水準の維持向上に配慮しなが
ら、組織運営の効率化、非常勤教員も含

めた人員配置等について、定期的に見直
し、人件費の抑制を行う。 

84 安定的な大学経営、大学改革など

に向けて人事計画の検討を進める。な

お、大学経営、大学改革を着実なもの

とするため、当面の間は人材確保に力

点を置く。 

 大学改革に係る業務を推進するため、令和 2 年度

退職予定職員の後任 2 名の前倒し補充を含め計 4 名

の職員を採用し、人材確保に力を入れた。一方で、

年度途中での職員退職者が 2 名、休職者が 1 名発生

した。 

 また、令和 2 年度の事務局体制に関する方針を策

定し、理事会で確認した。 

 

【資料番号】 

 84-1 職員人員配置 

 84-2 事務局体制に関する方針 

 

【今後の課題・方向性】 

 年齢構成も含め職員の人事（人員配置、異動計画

等）を検討する。 

a 

(1) 

・退職・給食などに伴う補給人材の確保に力を入れ

ている。 

 

(2) 

・4名の職員が採用され、人材確保に配慮された。 

 

(3) 

・人件費抑制は必要ではあるが、まずは体制強化を

行うべき時期である。 

・大学改革に伴う人事計画（年齢構成、男女比等に

配慮）を立てる際には、人件費の抑制が難しいこ

ともあるため、中長期的な視点での人件費抑制が

重要である。 

b 

 経費削減に関する指標 
◇自己収入の増加とともに人件費の抑制
に努め、総支出額に占める人件費の割合
※を６０％以下とすることをめざす。 
※人件費の割合＝人件費（退職金除く）
÷総支出額（運営調整積立金含む） 

【年度計画に記載なし】  平成 29年度 62.13％ 
 平成 30年度 59.37％ 

 令和元年度  60.55％  ― 

 

― 
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第４ 財務内容の改善に関する目標を達成するための措置 

 ４ 資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 
資産の実態を常に把握・分析し、安全かつ効果的な運用管理を行う。 

また、地域貢献活動の一環として、教育研究に支障のない範囲で、大学施設の地域開放を行う。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

４ 資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための措置 

 (1) 安全かつ効果的な資産の運用 

資産の状態を常に把握・分析し、安全

かつ効果的な運用管理を行う。 

 

85 資産の実態を常に把握・分析し、

安全かつ効果的な運用管理を行う。 

・安全性が高い金融商品に限定して運用した。 

・預貯金に関しては、利率の高い金融機関を選定し

て資産運用した。 

 

【資料番号】 

 85-1 資産運用益資料 

 

【今後の課題・方向性】 

 引き続き安全を最優先とした運用管理を行う。 

b 

(1) 

・相応の進捗と判断する。 

b 

 (2) 地域への施設開放 

 教育研究に支障のない範囲で、大学施
設の地域開放を行う。その際は、受益者

負担の観点から、学外者の施設利用料金
等を適切に設定する。 

86 大学施設の地域開放（貸出）を継
続して行う。 

・地域団体の諸活動に対し、大学施設の一部を貸与

した。 

・消費税率の改定に伴い、使用料金の改定を行った。 

 

【資料番号】 

 86-1 教室、体育施設貸出一覧 

 86-2 公立大学法人長野大学固定資産貸付規程 

 

【今後の課題・方向性】 

 施設開放手続きの簡素化を計る。 

b 

(1) 

・相応の進捗と判断する。 

b 
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第５ 自己点検・評価及び情報公開の推進に関する目標を達成するための措置 

 １ 自己点検・評価に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 
教育研究活動及び業務運営について、大学の自己点検・評価体制を整備し、定期的に自己点検・評価を実施する。 

また、第三者機関による評価も活用し、教育研究活動や業務運営の見直しと改善に取り組む。これら自己点検・評価及び外部評価の結果は、速やかに公表する。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

１ 自己点検・評価に関する目標を達成するための措置 

（１）学内における自己点検・評価体制の整備 

 教育研究活動及び業務運営について、
教育研究審議会を中心に大学の自己点

検・評価体制(学長主導による自己点検評
価委員会)を整備し、実行計画を策定し、
改善を図るなど、定期的に自己点検・評

価を実施する。 

87 現在認証評価を受審している日
本高等教育評価機構の評価員として、

引き続き 2名の教員を派遣し、最新の
認証評価の動きを把握するとともに、
公立大学協会が主体となって新たに

設立を検討している認証評価機関へ
の加盟に関しても検討を行う。 
 また、関係法令に基づき、自己評価

を各部署、センター等で行い、自己点
検評価委員会による評価、理事会評価
により改善点を洗い出し、改革を実現

していく。 

 引き続き 2 名の教員を日本高等評価機構の評価員

として派遣し、情報を収集した。また公立大学協会

が立ち上げた新たな認証評価機関の説明会に参加

し、加盟に関する検討を行った。 

 

【資料番号】 

 87-1 大学教育質保証・評価センターへの支援と

その積極的な活用について 

 87-2 認証評価説明会出張報告書 

 

【今後の課題・方向性】 

・各部署に対し自己点検評価の実施を依頼する。 

・委員会によるまとめ、評価を実施する。 

・理事会への報告と検証を得て、改善点を関係部署

に通知と改善状況の報告を求める。自己評価委員

会を中心に評価書作成の準備を行う。 

c 

(1) 

・評価に関する情報収集、説明会参加の段階にあり、

定期的な自己評価はできていない。 

 

(2) 

・2名の教員を日本高等評価機構の評価員として派

遣し、情報を収集した。 

・公立大学協会が立ち上げた新たな認証評価機関の

説明会に参加し、加盟に関する検討を行った。 

 

(3) 

・今後、自己評価報告書作成に向けて、①「各部署

に対する自己点検評価の実施」、②「委員会によ

るまとめ」、③「自己点検評価結果の理事会への

報告と検証」、④「改善点の関係部署への通知と

改善状況の報告」、⑤「自己評価委員会を中心と

した自己評価報告書の作成」という多くの業務が

残されている。 

c 

（２）外部評価の活用 

 大学機関別認証評価等の第三者評価を

活用し、教育研究活動や業務運営の見直

し及び改善に取り組む。 

また、上田市の評価委員会の評価結果
を、上記自己点検に反映し、教育研究活
動及び大学運営に生かしていく。 

88 平成 30（2018）年度から内部質保

証を重視した評価への転換が行われ
る中で、併せて評価の効率化が求めら
れ、他の質保証制度と連携した「改善

状況の把握」やチェックシートを用い
た「法令順守状況の把握」を行うこと
になったことから、こうした点をふま

えた準備を行う。 

 公立大学協会によって設立される「一般財団法人

大学教育質保証・評価センター」の会議に参加し、

大学評価基準、実施大綱について確認した。また、

上田市公立大学法人評価委員会からの指摘事項に対

して、全学で共有し学長・副学長を中心に改善を図

った。 

 

【資料番号】 

 88-1  新たな認証評価機関の積極活用 

 88-2 実施大綱 

 

【今後の課題・方向性】 

 現在加入している日本高等教育評価機構から一般

財団法人大学教育質保証・評価センターに評価機関

を変更するかどうかの検討を行う。 

 

b  

(1) 

・公立大学協会によって設立される「一般財団法人

大学教育質保証・評価センター」の会議に参加し、

大学評価基準、実施大綱について確認した。 

 

(3) 

・2 つの評価機関のうちどちらで認証を受けるかの

検討がまず必要である。 

 b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

（３）自己点検・評価の公表 

 自己点検・評価及び外部評価の結果は
速やかに公表する。 

なお、平成３２年度に、志願者状況、人

事計画、学部改編ほか中間評価を実施し、
評価結果を基に中期計画の進捗状況を検
証するとともに、上田市、評価委員会、

市議会に報告し、意見を聞き、さらなる
課題解決や改革へのアクションプログラ
ムに着手する。 

89 平成 30（2018）年度から内部質保
証を重視した評価への転換が行われ
たことを受け、認証評価第 3サイクル

に向けての考え方・方向性を学内で共
有するとともに、変更ポイントをふま
えた評価実施の準備を行う。 

・令和 4 年度の認証評価に向け、特に内部質保証の

エビデンスとして求められる資料（3つのポリシー

を起点とした教育の質保証活動とその結果に基づ

く改善状況資料等）を用意するよう学内に周知し

た。 

・上田市公立大学法人評価委員会に対し、6年間の中

期計画における進捗状況が分かる資料として、大

項目ごとの目標管理シートを作成した。 

 

【資料番号】 

 89-1 学修成果と内部質保証について 

 89-2 目標管理シート 

 

【今後の課題・方向性】 

 進捗状況の適正な判定のための基準を明確にす

る。 

b  

(1) 

・相応の進捗と判断する。 

 

b 

 

 

第５ 自己点検・評価及び情報公開の推進に関する目標を達成するための措置 

 ２ 情報公開の推進に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 教育研究活動や法人経営の透明性を確保するとともに、公立大学法人として社会への説明責任を果たすため、情報公開の促進を図る。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

２ 情報公開の推進に関する目標を達成するための措置 

 公立大学法人として社会への説明責任

を果たすため、法人組織のもとに「総合
戦略室」を置いて情報公開の促進を図り、
法令上公表が定められている事項はもと

より教育研究活動や地域貢献活動等につ
いて、ホームページ等を通じて積極的に
公表する。 

90 経営・企画広報担当部署を置き、

研究・教育、社会貢献活動を積極的に
情報発信する。 

総合戦略室を廃止し、経営・企画広報担当を置い

た。（再掲 項目 74、75） 

 

b 

(1)(2) 

・経営・企画広報担当が設置された。 

・情報発信は十分行われている。 

 b 
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第６ その他業務運営に関する目標を達成するための措置 

 １ 社会的責任に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 人権の尊重や法令遵守に対する学生や職員の意識の向上に努め、環境に配慮した活動を実践するなど、公立大学法人としての社会的責任を果たす。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

１ 社会的責任に関する目標を達成するための措置 

 （１）人権侵害の防止や法令遵守 
（コンプライアンス）に対する学生や職
員の意識向上を目的とした研修を実施す
る。 
 
（２）文部科学省が示す「研究機関にお
ける公的研究費の管理・監査のガイドラ
イン」を遵守し、学内の公的研究費のコ
ンプライアンスを徹底する。 
 
（３）教職員一人ひとりが誠実かつ  公
正に諸活動を展開するため、教職員行動
規範（仮称）を策定する。 

91 役員・教職員行動規範に基づき、
役員・教職員それぞれが高潔な価値

観、倫理観を持って誠実かつ公正に事
業活動を展開する。 

・行動規範をホームページに掲出するとともに、大

学の USR（社会的責任）について公表の検討に着手

した。 

・文部科学省から公表されている、他大学の研究不

正、研究費不正使用の事案について、理事会におい

て年 5回報告し、研究倫理の意識向上を促した。 

 

【資料番号】 

 91-1 長野大学ホームページ（行動規範） 

 91-2 理事会資料（コンプライアンス） 

 

【今後の課題・方向性】 

 次年度、USRについて内部監査を実施予定。 

a 

(1)(2) 

・相応の進捗と判断する。 

・コンプライアンスに関する活動を十分行ってい

る。 

 

(3) 

・USR に関する内部監査が求められる。 b 

 
 

 ２ 施設設備の整備に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 良好な教育研究環境が保持されるよう既存施設の適切な維持・管理を行うとともに、施設設備の整備・更新は、組織改編などを考慮した長期的かつ総合的な整備計画に基づいて行う。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

２ 施設設備の整備に関する目標を達成するための措置 

 （１）施設設備の効率的な維持管理を行
うとともに、全ての学生が学びやすい良

好な教育研究環境の整備に努める。 

92（１）既存の施設の老朽化した部分
の優先順位をつけて修繕計画を策定

し計画的な修繕を進める。 
改修工事を実施した施設の維持に

努めるとともに、学生等の意見を取り

入れ良好な教育研究環境の整備を進
めていく。 
また、千曲川流域環境・水産研究所

（仮称）の設立準備にあたり当該施設
の整備を進める。 

 前年度に引き続き、老朽化した施設について計画

的に修繕を進めた。学生等の意見を取り入れて改修

工事を実施、施設維持に努めるとともに、教育研究

環境の整備を進めた。 

 また、淡水生物学研究所（仮称）の設立準備にあ

たり当該施設の整備を進めた。 

 

【資料番号】 

 92-1 しゅん工届・完成写真（4号館トイレ改修） 

 92-2 キャンパスミーティング要望(平成 30年度) 

【今後の課題・方向性】 

 施設の老朽化が進んでいるため、優先順位をつけ
て修繕を進める。 

b 

(1) 

・相応の進捗と判断する。 

 

(2) 

・前年度に引き続き、老朽化した施設について計画

的に修繕が進められた。学生等の意見を取り入れ

て改修工事を実施、施設維持に努めるとともに、

教育研究環境の整備が進められた。 

 

(3) 

・施設の老朽化に対しては、優先順位をつけて修繕

を進めることが求められる。 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

２ 施設設備の整備に関する目標を達成するための措置 

 
（２）施設設備の整備・更新にあたって

は、学部・学科の改編や大学院の設置な

どを考慮した中長期的な整備計画を策定

する。（平成３２年度まで） 

※入学定員の見直しに伴う施設設備は
既存のもので対応。 

93（２）施設設備については、コンサ
ルタント業者の選定、学部改組に合わ

せたキャンパス整備マスタープラン
（仮称）の策定を進める。 
また既存の施設の維持に努め老朽

化施設・設備等を計画的に修繕する。 
また学生からの要望に耳を傾け学

びやすい教育研究環境の整備に努め

る。 

・キャンパスマスタープランの策定をした。 

・大学改革（大学院設置）に向けて、各種研究室等

の確保のため 7号館改修計画を策定した。 

 

【資料番号】 

 93-1 キャンパスマスタープラン（表紙・目次） 

 93-2 7 号館改修工事及び 4 号館渡り廊下増築工

事図面 

 

【今後の課題・方向性】 

・キャンパスマスタープランを参考にして、施設整

備を充実していく。 

・作成した図面に基づき、7 号館改修及び増築工事

を実施する。 

b 

(1) 

・キャンパスマスタープラン案及び大学院設置に伴

う各種研究室等確保にむけた7号館改修計画が策

定された。 

 

(3) 

・計画に沿った改修・増改築工事の実施が残されて

いる。 

・卒業生アンケートで、施設・設備への評価が厳し

かったことに留意が必要。 

 

b 

 （３）学内ネットワークシステムや事務
系システム等については、セキュリティ
上の観点から適切に保守および更新を行

う。 

94（３）学内の情報システムにおいて
運用面とセキュリティ面の両面から
安定したネットワーク環境の保持し、

さらには次世代 ICTキャンパスの構築
に努める。 
特に現行のデザインラボ（パソコン

学習教室）の更新を行うが、全学的な
視点で高度な ICTにより大学の教育研
究を支援できる汎用的な ICT演習室へ

の発展を目指す。 
この ICT演習室の更新は、機器老朽

化への対応だけでなく、次世代 ICTキ

ャンパス構築の一環として、情報教
育、高度ソフトウエア開発技術教育、
デザイン教育に加え、各学部で使用で

きる統計ソフト等を導入し、全学的な
視点で高度な ICT教育に対応できるよ
うにする。 

さらに学習環境の自由度や利便性
を向上させるために、VDI 環境や VPN
環境を導入し、演習室以外からでも自

由に高度なICT支援を受けながら学習
ができるように設備全体を改良し、整
備する。 

 安定したネットワーク環境を保持するための機器

の更新として、無線 LAN環境の再設計を行った。 

また、既存のパソコン学習教室を新たな ICT 演習

室に更新し、最新のデザイン・動画編集に加え、AI

やデータサイエンス分野にも対応できるようにし

た。 

ただし、予算の制約により、当初予定していた次

世代 ICT キャンパス構想に必要な教育環境の一部

（VDI環境等）が構築できなかった。 

 

【資料番号】 

 94-1 ICT演習室リプレイス完工図書 

 

【今後の課題・方向性】 

 Society 5.0 や次世代移動体通信規格 5G 時代に向

けてネットワーク環境の強化を行う。 

具体的にはインターネットに接続するための外部

ネットワーク回線の強化、VDI や VPN 環境の導入を

検討する。 

b 

(1)(2) 

・次世代 ICT キャンパスを構築できていない。 

・安定したネットワーク環境の保持に向けた取組み

が推進されたが、次世代 ICT キャンパス構想に

必要な教育環境は実現されていない。 

 

(3) 

・予算の制約を理由にするのではなく、単年度での

構築が困難であれば、複数年での構築などを検討

すべきと考える。 

・学習環境に対する学生アンケートで、学内ネット

ワークの評価が厳しかったことも留意が必要。 

 

 

c 

 
（４）学校法人からの寄付金を活用し、
教育・研究の向上等を目的とした施設設
備の整備・更新（ネットワーク更新含む）

を行う際は、使途を特定したうえで実施
する。 

【年度計画記載なし】 

－ － 

 

－ 
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第６ その他業務運営に関する目標を達成するための措置 

 ３ 安全管理に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 学内の安全衛生管理、事故防止、災害発生時など緊急時の適切なリスク管理を行うとともに、個人情報の保護など情報に関するセキュリティを確保する。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

３  安全管理に関する目標を達成するための措置 

 （１）災害等不測の事態に適切に対応で
きるよう、防災訓練を実施するとともに、
危機管理マニュアルを随時更新し、適切

なリスク管理を行う。 

95（１）防災訓練を実施するとともに、

公立大学法人等運営事務研究会にお

いて決定した「（仮称）災害時広域大

学間連携」に基づき、防災に関する大

学間連携についても推進する。また、

当該大学間連携において、大規模災害

への対応マトリックスを作成する。 

・全学的な防災訓練を実施した。 
・大規模災害への対応マトリックスを作成した。 
 
【資料番号】 
 95-1 防災訓練実施結果報告書 
 95-2 大規模災害への対応状況等について 
    （災害対応マトリックス） 
 
【今後の課題・方向性】 
 危機管理マニュアルの更新を行う。 

b 

(1) 

・相応の進捗と判断する。 

 

(3) 

・危機管理マニュアルの更新が必要。 b 

 （２）安全衛生管理に関する研修等を定
期的に実施する。 

96（２）前年度に引き続き、普通救命
講習会を実施する。また、メンタルヘ
ルスに関する講演会を実施する。 

 
・普通救命講習会実施した。 
・保健師、衛生管理者がメンタルヘルスに関する研

修会（講演会）に複数回参加した。 
 
【資料番号】 

 96-1 上小管内保健師等専門研修会 
 96-2 心の健康づくりフォーラム 
 96-3 メンタルヘルス講演会 

 96-4 上小地区労働衛生大会 
96-5 生活習慣予防のための検診・保健指導 

研修会 

 
【今後の課題・方向性】 
 定期的な研修を通じて、教職員の健康教育を行う。 

b 

(1) 

・相応の進捗と判断する。 

 

(2) 

・普通救命講習会が実施された。 
・保健師、衛生管理者がメンタルヘルスに関する研
修会（講演会）に複数回参加した。 

 
(3) 

・今後、新型コロナウイルス感染症への対応も県が

必要。 

 

b 

 （３）個人情報保護法を遵守し、個人情
報を安全かつ適正に管理・運用する。 

97（３）前年度に引き続き、上田市の

実施機関として、個人情報等を適切に

管理する。 

・個人情報の適正な管理に向け、ホームページに専
用のページを設けた。 

・個人情報の適正な管理のため、学生の個人情報取
り扱いに関する指針を策定した。 

 

【資料番号】 
 97-1 長野大学ホームページ（個人情報の開示） 
 97-2 学生に関するプライバシーポリシー 

 
【今後の課題・方向性】 
  引き続き、個人情報の適正な管理を行う。 

a 

(1) 

・個人情報の適正な管理のため、学生の個人情報取

り扱いに関する指針が策定された。 

 

 

(2) 

・個人情報の適正な管理に向け、ホームページに専

用のページが設けられた。 
・個人情報の適正な管理のため、学生の個人情報取
り扱いに関する指針が策定された。 

 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

３  安全管理に関する目標を達成するための措置 

 （４）セクシュアル・ハラスメント、ア
カデミック・ハラスメント等を防止する

ための研修等を実施する。 

98（４）全学的なハラスメント研修会
を開催し、教職員の出席率を 70％以上

とする。 

 ハラスメント研修会を開催した。インフルエンザ
による欠席者 27 名を除いた出席率は 62％であった。

（出席者 48名）欠席者には会議の資料を配信し、ハ
ラスメント防止の意識啓発に努めた。 
【資料番号】 

 98-1 ハラスメント研修会資料 
 98-2 ハラスメント研修会出欠名簿 
【今後の課題・方向性】 

 引き続きハラスメント防止に関する研修会を実施
する。 

b 

(1) 

・相応の進捗と判断する。 

 

(2) 

・ハラスメント研修会が開催された。出席率は６

２％、欠席者には資料が配布された。 

 

(3) 

・全学的なハラスメント研修会の教職員の出席率目

標に達していない。 

b 

 （５）定期健康診断、ストレスチェック

等のシステム化を図り、教職員の健康管
理を適切に行う。 

99（５）働き方改革関連法に基づき、

産業医による教職員の健康相談体制
を強化するとともに、健康情報の適正
な取り扱いに関する指針を定める。 

・健康情報の適正な取扱いに関する規程を制定した。 

・規程に基づきストレスチェックに該当した教職員
18 名に関しては、産業医の診断を受けるよう通知
した。（面談者 8名） 

 
【資料番号】 
 99-1 公立大学法人長野大学職員健康情報等取扱

規程 
 99-2 ストレスチェック実施状況報告 
 

【今後の課題・方向性】 
 引き続き教職員の健康管理のための相談体制強化
を図る。 

a 

(1)(2) 

・健康情報の適正な取扱いに関する規程が制定され

た。 

・健康相談体制が取られている。 

 

(3) 

・引き続き教職員の健康管理のための相談体制強化

が求められる。 

・規程に基づきストレスチェックに該当した教職員
18名に関しては、産業医の診断を受けるよう通知

した。（面談者 8名）その他の方へも対応されて
いるか。 

b 

 

 

第６ その他業務運営に関する目標を達成するための措置 

 ４ 環境への配慮に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 ＬＥＤなどの環境負荷低減と節減効果が見込める機器の導入のほか、節電節水など光熱水費等の節減等により省エネルギー、省資源化に取り組む。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価
区分 

４  環境への配慮に関する目標を達成するための措置 

 ＬＥＤなどの環境負荷低減と節減効
果が見込める機器の導入のほか、節電節

水など光熱水費等の節減等により省エ
ネルギー、省資源化に取り組む。 

100 6 号館個人研究室の照明器具の
LED 化を行い、引き続き省エネルギ

ー、省資源化に取り組む。 

 再掲 項目 82 

 6 号館研究室の LED 改修工事を実施し、LED 化を

進めた。 

 

【資料番号】 

 100-1 竣工届（LED改修工事） 

【今後の課題・方向性】 

 LED等環境負荷低減と節減が見込める機器の導入

による効果を検証し、節電節水等に取り組む。 

a 

(1) 

・相応の進捗と判断する。 

 

(2) 

・環境負荷低減に対する LED 化が進んでいる。 

 b 

 


